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Ⅰ．委託契約に関する事務の流れ

１．はじめに

本実施細則は、委託契約書の規定に基づき、策定するものです。委託契約書の各規定の趣

旨及び具体的な事務手続きについて、疑義が生じないようあらかじめご説明するとともに、

これら事業の円滑な実施のため、応募要領等でお願いした事項等についても整理しています。

委託事業の実施に当たっては、委託契約書のほか、本実施細則の規定に十分ご留意いただ

き、それでも疑義がある場合には、速やかに農林水産技術会議事務局（以下「技術会議事務

局」という。）担当者までご連絡ください。（担当者の一覧表は最終ページにあります。）

なお、委託契約は、技術会議事務局長と、受託者が締結しますが、コンソーシアムとの契

約については、コンソーシアムの代表機関の長が締結することとなります。コンソーシアム

の設立、コンソーシアムの代表機関の役割等については、別途「農林水産研究委託事業の契

約手続きについて」を作成しておりますので、そちらをご覧ください。

※ 農林水産研究委託事業の契約手続きについて

http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/2014/pdf/aboutcontract.pdf

２．契約事務

（１）初年度の契約事務

初年度は、委託プロジェクト研究、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（以

下「農食研究推進事業」という。）ともに企画競争を原則とし、３年から５年の間継続

して研究していただくことを前提に委託先を決定します。

委託先決定後、受託者から委託事業計画書（別紙様式第１号）を提出していただきま

す。内容については応募書類に記載いただいたものが基本となりますが、作成の際は、

技術会議事務局の各事業担当者と打ち合わせていただくようお願いします。

提出された委託事業計画書をもとに、委託契約書を技術会議事務局で作成し、２通を

受託者宛てに送付します。受託者には、代表者印（契約締結の権限のある者の印）を押

印の上、２通とも返送していただきます。

契約締結後、１通を返送しますので、技術会議事務局と受託者とで、１通ずつ保管す

ることとなります。なお、コンソーシアムとの契約の場合は、その他のコンソーシアム

の構成員におかれては、委託契約書の写しを保管するようにしてください。

（２）２年目以降の契約事務

２年目以降については、原則として、初年度の契約締結者である受託者と契約を締結

するものとしますが、契約は毎年度ごとに締結するものとし、当該年度の研究を実施す

るため、改めて（１）の委託事業計画書提出等の手続を行います。

ただし、農食研究推進事業における中間評価、委託プロジェクト研究運営委員会等に

おける研究の進捗状況の点検の結果により、研究目標達成が著しく困難である場合等、
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研究の中止等を行うべきと判断した場合は、委託を継続しない場合があります。

３．委託費の支払

委託費は原則として精算払となりますが、概算払について農林水産大臣と財務大臣との協

議が調った場合には、研究期間内に一部又は全部を概算払として支払うことができます。

委託費の請求は、委託契約書の支払計画に基づき、概算払請求限度額の範囲内で、委託事

業委託費概算払・精算払請求書（別紙様式第３号）（以下「委託費概算払請求書」という。）

により行ってください（概算払の請求額は原則として千円単位とします。）。

なお、概算払を受けることにより、委託先において資金の滞留がないよう、研究の進捗状

況に応じた請求をお願いします。

委託費概算払請求書により請求される場合は、別途作成しております「委託費概算払請求

書の記載方法について」（[参考資料]に収録。）に基づきご請求ください。

４．実績報告書

（１）委託事業実績報告書

受託者には、毎年度、研究が終了したとき（中止の場合を含む。）に、委託事業実績

報告書（別紙様式第２号）（以下「実績報告書」という。）を提出していただきます。

コンソーシアムとの契約に係る実績報告書を提出する際には、コンソーシアムの全て

の構成員の帳簿の写しと作業日誌を添付してください。（作業日誌が不要な場合もあり

ます。詳しくはＰ２４を参照）

当該実績報告書の記載方法等については、各事業の応募要領をよくご確認ください。

（２）「研究成果シリーズ」の原稿の提出

委託プロジェクト研究（食料生産地域再生のための先端技術展開事業（以下「先端技

術展開事業」という。）、農食研究推進事業を除く。）の委託事業の最終年度が終了した

ときは、技術会議事務局が発行する「研究成果シリーズ」の原稿を提出していただきま

す。（作成にあたりましては、Ｐ９１「「研究成果」原稿作成要領」を参照）

５．額の確定

技術会議事務局は、４（１）で提出された実績報告書及びその証拠書類等に基づき、確定

検査を行います。その際、必要に応じて追加資料の提出を求め、又は実地検査を実施するこ

とがあります。

確定検査の結果、委託事業が契約の内容に適合すると認めた場合には、委託費の額の確定

をし、受託者に通知します。委託費の確定額は、委託事業に要した適正な支出額と委託契約

書に定める限度額のいずれか低い額とします。
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委託事業に関する事務の流れ

６．間接経費の使用報告（農食研究推進事業）

農食研究推進事業で間接経費を計上している場合、実績報告書とは別に、「競争的資金の

間接経費の執行に係る共通指針」に基づき、間接経費の使用報告を提出していただきます。

提出期限は、事業終了年度の翌年度の６月３０日です。

７．追跡調査

技術会議事務局では、農林水産研究が社会・経済に及ぼす効果を把握するとともに、適切

な研究開発の今後の新たな研究開発の企画・立案等に資するため、受託者には、４（１）の

実績報告書を提出していただくほか、得られた研究成果の普及・活用状況について、追跡調

査を実施します。その場合には積極的にご協力いただけるようお願いします。

詳しくは、各事業の応募要領をご確認ください。

８．収益納付（先端技術展開事業、農食研究推進事業）

（１）収益状況報告書の提出

委託事業の成果により収益が生じた場合、次の各事業ごとの方法により収益状況報告

書（別紙様式第１２号）を技術会議事務局に提出していただきます。

研究開発責任者・研
究総括者等

契約事務担当者

受 託 者技術会議事務局
決定通知

実施計画書の作成実施計画書の提出

経費の積算・研究内容等の調整

委託契約書の送付（２部）

委託契約書に押印の上返送（２部）

委託契約書の送付（１部）
支出負担行為

事 業 の 実 施

実績報告書等の提出

委託費の額の確定通知
確定検査

概算払請求書の提出

委託費の概算払

※支出負担行為・・・「国の支出原因となる契約その他の行為」（財政法第３４条の２第１項括弧書）
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１）先端技術展開事業

事業実施期間中の各年度末の翌日から起算して９０日以内に提出してください。

ただし、諸事情により当該期限を超過して委託費の額の確定通知があった場合は、

当該通知後、速やかに提出してください。

２）農食研究推進事業のうちシーズ創出ステージ及び発展融合ステージ

研究が終了した年度の翌年度から５年のうちに収益が生じた場合、収益が生じた

年度から起算して５年間提出してください。

３）農食研究推進事業のうち実用技術開発ステージ

研究が終了した年度の翌年度から５年間提出してください。なお、この５年間の

うちに、当該委託事業の研究成果に係る特許権等の移転、実施権の設定又は成果の

企業化が発生した場合は、その発生年度から起算して５年間提出してください。

当該報告書の提出に当たっては、コンソーシアムの代表機関は、コンソーシアム

の全ての構成員の報告書をとりまとめ、技術会議事務局に提出していただきます。

（２）収益の納付

（１）による収益状況報告書により、委託先において相当の収益が得られたと認めら

れたときは、当該収益の一部に相当する金額を納付していただきます。

（３）納付額の算式

① 本委託事業の成果に係る特許権等の譲渡又は実施権の設定により、委託先に収益

が生じた場合

納付額＝収益額※１×（委託費の額定額の総額※２／委託事業に関連して支出され

た技術開発費総額※３）×１／２

（※１）当該特許権等の譲渡又は実施権の設定により生じた収益

（※２）研究課題に必要な経費として委託契約書第８条に基づき確定された各

年度における委託費の総額

（※３）委託費の確定額の総額及び当該特許権等を得るために要した委託費以

外の技術開発費の合計額

② 本委託事業の成果の企業化により委託先に収益が発生した場合

納付額＝収益額※４×（委託費の確定の総額※５／企業化に係る総費用※６）×企

業化利用割合※７×１／２

（※４）委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益

（※５）研究課題に必要な経費として委託契約書第８条に基づき確定された各

年度における委託費の総額

（※６）委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計

額

（※７）製品全体の製造原価に占める委託事業に係る成果物の製造原価の割合
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９．府省共通研究開発管理システム（e-Rad）に係る事務

府省共通研究開発管理システム（以下「e-Rad」という。）とは、競争的資金制度による

研究事業及び委託プロジェクト研究（以下「競争的資金事業等」という。）について、研究

者への研究費の不合理な重複や特定の研究者への過度の集中の排除、研究開発管理業務の効

率化等を目的として、研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課

題管理→成果報告等）をオンライン化する府省共通のシステムです。

課題採択後、受託者はe-Rad上で採択課題情報の管理を行ってください。e-Radの詳細

は、以下のポータルサイトをご覧ください。

http://www.e-rad.go.jp/

（１）e-Radへの機関登録について

e-Radに「所属研究機関」登録をしていない場合は、応募時までに登録が必要です

ので、e-Rad事務局に対して「所属研究機関」登録申請を行ってください（申請後、

登録完了まで2週間程度の期間を要します。）。なお、コンソーシアムに係るe-Radの機

関登録は、代表機関だけでなく、コンソーシアムの全ての構成員について必要です。

「所属研究機関」登録後は、各所属研究機関において、委託事業に参画するすべての

研究者をe-Radに登録し、それにより付与された研究者番号を必ず各研究者に対して

連絡してください。研究実施途中で人事異動等により、新しく委託事業に参画すること

となった研究者についても、e-Radへの登録が必要です。

参画研究者が研究機関に所属していない個人（農林漁業者等）である場合は、当該研

究者が直接e-Rad事務局に対し、研究者の登録申請の手続を行ってください（詳細は、

上記ポータルサイト→[システム利用にあたっての事前準備]→「研究者はこちら」でご

確認ください。）。

（２）e-Radを利用した事務について

代表機関の研究開発責任者（研究代表者）は、採択課題の研究担当者、研究課題名、

研究期間等に変更があった場合には、e-Radを利用し、変更申請を行ってください。

その後、技術会議事務局の各事業担当者が受託者に対して受理の操作を行います。

（３）e-Radに入力したデータの二次利用について

応募時及び上記で入力したデータは、マクロ分析に必要な情報を内閣府に提供すると

ともに、技術会議事務局の農林水産研究動向検索システム（※注）等に二次利用します

ので、あらかじめご了承願います。

（※注）農林水産研究動向検索システムとは、農林水産研究基本計画の検証や、研究

の企画立案、研究成果のフォローアップへの活用を目的として、技術会議事務

局が平成17年度に構築したデータベースです。農林水産研究関係国立研究開
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発法人、独立行政法人、都道府県試験研究機関及び競争的研究資金事業等の研

究課題等を収録しており、技術会議事務局内のみ（非公開）で運用しています。

１０．秘密の保持等

（１）個人情報の取扱い

応募書類及びe-Radに登録された情報に含まれる個人情報は、委託事業の採択の採

否の連絡、契約手続、評価の実施、農林水産研究基本計画の検証、e-Radを経由した

内閣府への情報提供等、技術会議事務局が業務のために利用・提供する場合を除いて、

応募者に無断で使用することはありません（ただし、法令等により提供を求められた場

合を除きます。）。

（２）研究課題に関する情報の取扱い

採択された個々の研究課題に関する情報（研究課題、研究概要、研究実施機関、研究

者、予算、業績等）は、農林水産研究動向検索システム（非公開）に登録し、技術会議

事務局が業務のために利用します。また、研究課題・研究業績データベース（※注）に

おいて公開しますのであらかじめご了承ください。

（※注）研究課題・研究業績データベースとは、 農林水産研究動向検索システムに

登録された研究情報のうち、課題ごとの予算額、担当人数、担当者、特許情報

を除いた研究課題及び研究業績（論文等）の情報を収録したデータベースです。

技術会議事務局筑波事務所が運営するウェブサイトのAGROPEDIAにおいて

提供（公開）しています。

http://www.agropedia.affrc.go.jp/
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Ⅱ．委託費の内容

委託事業で計上できる経費は、①研究の遂行、研究成果をとりまとめるに当たって必要な経費、②

国民との科学・技術対話に係る経費、③普及支援に係る経費に限ります。具体的な内容は以下のとお

りです。委託費の使途等に関して不明な点がありましたら、技術会議事務局にお問い合わせください。

１．委託費計上費目の体系

（１）委託プロジェクト研究

区分（費目） 細 目

直接経費 人件費
謝金
旅費

国内旅費
外国旅費
委員等旅費

試験研究費
機械・備品費
消耗品費
印刷製本費
借料及び損料
光熱水料
燃料費
会議費
賃金
雑役務費

一般管理費

消費税等相当額 直接経費、一般管理費のうち非(不)課
税、免税取引となる経費の８％を計上

注１：上記以外の細目についても、技術会議事務局が必要と認めた場合は、計上できます。

（２）農食研究推進事業

区分（費目） 細 目

直接経費 物品費
設備備品費
消耗品費

人件費・謝金
旅費
その他

外注費
印刷製本費
会議費
通信運搬費
光熱水料
その他（諸経費）
消費税等相当額
（直接経費のうち非(不)課税、
免税取引となる経費の８％を
計上）

間接経費

試験研究調査委託費※

注２：緊急対応研究課題の一部の事業でのみ使用する区分です。

注３：細目の内容については、Ｐ１１１～１１３府省共通経費取扱区分表をご参照ください。
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２．各費目の説明

費目・細目 内 訳 証拠書類の例

人件費及び賃金 人件費、賃金は、原則として委託事業に従事した ・雇用契約書（臨時の
実績時間についてのみ計上することができます。 場合）

・作業（業務）日誌
人件費：研究開発に直接従事する研究開発責任者や ・給与（賃金）台帳
研究開発を行うために臨時に雇用する研究員等に ・支払伝票
係る給与、諸手当及び社会保険料事業主負担分等 ・機関の給与規程、賃
とします。 金規程

賃 金：委託事業に従事する研究補助者（アルバイ
ト、パート）に係る賃金、諸手当及び社会保険料
等の事業主負担分とします。

研究開発に直接従事する研究開発責任者や研究開
発を行うために臨時に雇用する研究員等及び委託事
業に従事する研究補助者（アルバイト、パート）（以
下「研究スタッフ」）という。）については、本委託
事業と人件費、賃金を計上する者との関係を明確に
するために、あらかじめ、委託事業の計画を記載し
た研究計画書、業務計画書、研究実施体制図等（研
究スタッフの所属、氏名、業務内容が記載されたも
のであれば、既存の資料で構いません。）（以下「研
究計画等」という。）に記載してください。
追加の雇用、人事異動等に伴い委託事業に従事す

る研究スタッフに異動があった場合は、その都度、
研究計画等の修正を行ってください。

なお、日頃より複数の事業に係る圃場管理、家畜
管理等に従事する者であって、あらかじめ研究計画
等に記載することが困難な場合には、作業（業務）
日誌等により、委託事業に係る勤務実態を適切に把
握したうえで、その実績額を計上してください。

特に人件費、賃金の単価等は定めていませんので、
所属（または雇用）する事業実施機関の規程等に基
づき計上してください。その際、福利厚生費に係る
諸手当（食事手当など）は除きます。なお、国又は
地方公共団体の交付金等で職員の人件費を負担して
いる法人（地方自治体を含む。）については、職員
分の人件費の計上はできません。

［農食研究推進事業］
賃金という費目はありません。上記に記載して

いる賃金に該当する場合であっても、人件費に計
上してください。

［派遣会社との契 [委託プロジェクト研究]
約］ 雑役務費に計上してください。

[農食研究推進事業]
派遣会社を通じたポスドク等確保のための研究

員経費は人件費に計上してください。

［エフォート管理］ 雇用契約書、労働条件通知書、発令通知書等の業
務内容において、委託事業に従事することが明確と
なっていない場合で、複数の外部資金等により、研
究スタッフを雇用する場合は、委託事業に直接従事
する時間数により人件費、又は賃金を算出すること
となりますので、作業（業務）日誌等により委託事
業に係る勤務実態を把握していただくなど、十分な
エフォート管理を行ってください。
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なお、小規模な会社等のように（雇用契約がない）
経営者自らが事業に従事する場合であっても作業
（業務）日誌等により委託事業に係る勤務実態を把
握していただくなど、十分なエフォート管理を行っ
ていただく必要があります。（平成２２年１２月３
日付け２２農会第７９０号農林水産技術会議事務局
長通知でお示ししております様式例（本実施細則［参
考資料］に掲載。）を参考にしてください。

なお、複数の事業への従事内容、時間数の算出が
可能であれば、既存の様式でも構いません。
ただし、研究計画や雇用契約書等で、被雇用者が

本委託事業のみに従事することが明確になっている
場合には、作業日誌の作成は不要です。

［学生の雇用］ 大学における学生（学部生及び大学院生をいう。以
下同じ）の雇用
授業を受けることが本分である学部生を教育目的

ではない委託事業において雇用する場合は、一般的
な大学の雇用手続きのみならず、委託事業において
学部生を雇用する必要性を、大学に規程がある場合
は、それに従って、規程がない場合は、任意の様式
の理由書により明確にしてください。
また、学業及び研究室での他の研究補助との区分

を明確にするために作業（業務）日誌を作成し、雇
用責任者（勤務管理者）が責任を持って管理してく
ださい。

なお、大学院生を雇用する場合であっても、上記
と同様の手続き、管理を行っていただく必要があり
ます。
理由書については、技術会議事務局、あるいは、

コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際
に、必要に応じてご提出いただく場合があります。

［勤務実態の確認］ 勤務実態については、雇用責任者（勤務管理者）
において、日々確認していただく必要があります。
作業（業務）日誌の様式が１ヶ月まとめて確認（押
印）することとなっている場合であっても、日々の
確認については確実に行ってください。

①日々の確認を行う際の関係書類の例
出勤簿（出勤状況、休暇、欠勤などの情報）、

作業（業務）日誌（勤務実態）、出張伺（出張報
告書）、研究（実験）ノートなど

②月締めの確認を行う際の関係書類の例
出勤簿（出勤状況、休暇、欠勤などの情報）、

作業（業務）日誌（勤務実態）、出張伺（出張報
告書）、人件費（賃金）台帳（勤務日数、時間な
どの情報）など

［有給休暇の取扱］ 有給休暇取得に伴う費用については、原則として
委託費へ計上することはできません。。
ただし、以下の条件をすべて満たす場合には、人

件費、賃金で被雇用者の有給休暇取得に伴う費用を
計上することができます。
① 雇用契約書、労働条件通知書等で、当該被雇用
者が本委託事業のみに従事することが明確になっ
ていること

② 雇用契約書、労働条件通知書等に有給休暇の取
扱が規定されていること（規定されていない場合
には雇用責任者の証明書、事業実施機関の規程等
により明確になっていること。）
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③ 委託事業に従事するために雇用されたことに伴
い付与された有給休暇の日数の範囲内であること
（有給休暇を付与することとなる日及び日数につ
いては、各研究機関の規程に基づきます。）
なお、特別休暇（夏季休暇、創立記念日、天災

地変に伴う公共交通の運行停止等）、産前・産後
休暇等及び連続して長期に委託事業に従事しない
ことがあらかじめ明確な場合並びに年次休暇であ
っても、退職前に連続して取得し、そのまま退職
するなど、年次休暇取得以降委託事業に従事しな
いことが明確な場合については、委託費への計上
は認められません。

例外
月俸・年俸制により雇用されている者について

は、年次休暇、夏季休暇を取得した場合であって
も当該月俸・年俸に変動がないことから、上記に
かかわらず委託契約期間中の費用として人件費、
賃金に計上することができます。
ただし、産前・産後休暇、退職前の長期連続休

暇等、明らかに長期に渡り委託事業に従事しない
休暇については、委託費への計上は認められませ
ん。

謝金 委員会等の外部委員に対する出席謝金や、講演、 ・支出伝票
原稿の執筆、研究協力など、委託事業の遂行のため ・機関の謝金規程
に専門知識の提供等で協力を得た者に対する謝金。
単価については、事業実施機関の規程等に基づき、

業務内容に応じて計上してください。

［学生への謝金］ 一時的な作業補助等に対して、雇用契約ではなく、 ・機関の規程等に基づ
謝金を学生に支払う場合は、その必要性を理由書に く作業（実施）報告
より明確にしてください。 書
また、賃金同様、作業実態の確認については確実

に行ってください。

旅費 事業実施機関に所属し、予め研究計画に記載され ・旅費計算書
ている研究スタッフについて、委託事業の研究推進 ・支払伝票
のために必要な国内出張に係る経費及び外国への出 ・復命書（出張報告書）
張に係る経費。 ・機関の旅費規程
外部団体の主催する会議への出席のための旅費、
学会参加のための旅費等も計上することができま
す。

委託事業のための試料（データを含む）収集や播
種、収穫など一時的に人手を要する圃場作業等、研
究スタッフとしてあらかじめ研究計画等に記載する
ことが困難な研究スタッフ以外の者を出張させる必
要が生じた場合は、その理由を理由書等により明確
にしたうえで計上することができます。
理由書については、技術会議事務局、あるいは、

コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際
に、必要に応じてご提出いただく場合があります。

［農食研究推進事業］
外国旅費は、原則認められません。ただし、研

究計画書等においてその必要性が認められる場合
に限り認められます。
また、学会、研究会へ参加する旅費は、原則、

国内で、かつ、実施課題の成果を発表する際に限
り認められます。（単なる情報収集のための出張
は認められません。）

［事業との関連性］ 旅費の計上に当たっては、事前の旅行伺い及び出張
後の復命書において、本委託事業との関連性を明記し
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てください。

［出張伺書］ 出張伺書の用務について、「○○フェアへの参加、
展示」、「○○研修への参加」、「研究打合せ」のみの
記載の場合は、委託事業との関連性がわかりません。
用務のみで委託事業との関連がわかるように記載し
てください。また、会議、研究会、学会等について
は、開催案内を出張伺書に添付してください。
なお、研究者としてのスキルアップのための研修

については、認められません。研修への参加につい
て委託費で計上する場合は、委託事業での必要性を
理由書等により明確にしてください。
理由書については、技術会議事務局、あるいは、

コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際
に、必要に応じてご提出いただく場合があります。

［復命書（出張報 復命書（出張報告書）の用務内容（概要）につい
告書）］ て、用務名をそのまま記載するのみではなく、委託

事業との関係及び必要性が明確にわかるように具体
的に記載してください。
例えば、作業の場合は、作業内容と委託事業との

関係、打合せの場合は、相手方の氏名及び打合せ内
容の概要、情報収集の場合は、情報収集内容の概要
と委託事業における必要性、あるいは、有効性等を
記載してください。
また、会議、研究会、学会等については、プログ

ラム、（発表した場合は）発表要旨を添付してくだ
さい。

（※）情報収集の場合において認められないケース
例えば、園芸関係を研究している研究者が、園

芸学会に出席し情報収集することは、委託事業の
実施如何に関わらず想定されることですので、出
張報告書の用務内容が、「園芸学会秋季大会に出
席し情報収集を行った。」などのように委託事業
との関係、必要性が明記されていない場合は認め
られません。

なお、事業実施機関の規程等により出張報告書等
を作成することが義務付けられていない場合にあっ
ては、出張伺書等において用務名のほか出張内容と
委託事業の関係が判るように記載してください。

［旅費額］ 旅費は原則として事業実施機関の旅費規程等に基
づいた交通費、宿泊費及び日当とします。
なお、本委託事業以外の業務と旅行を兼ねる場合

には、本委託事業に係る用務開始から終了までの交
通費、日当、宿泊料を計上してください。
当初の出張予定が変更となり、旅費額に増減が生

じた場合は、必ず、実態に基づき精算手続きを行っ
てください。特に、出張日程が短縮された場合、予
定の変更により出張を取り消した場合などにはご注
意ください。

［学生の旅費］ 学生を出張させる場合は、以下のケース１、ある
いは、ケース２の全ての条件を満たす場合に限り計
上することができます。
ただし、国内・外国を問わず学生単独での出張は

原則として認められません。学生単独の出張につい
て、大学の規程により認められている場合であって、
担当教員が同行できないやむを得ない理由がある場
合には、その理由を明らかにした上で、必ず事前に
理由書を提出のうえ、ご相談ください。
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また、学生の外国出張については、理由を明らか
にした上で、必ず理由書を提出のうえ、事前にご相
談ください。
なお、いずれの場合も、出張報告書等により委託

事業の用務で出張した事実が確認できるように整理
をお願いします。

（※）学生の出張が認められる場合
ケース１
○ 雇用契約により学生が研究補助者として委託
事業に従事することが明確に確認できること。
（短期の作業等であり、その必要性が理由書で
明確になっているであって、雇用契約ではなく
謝金により対応する場合も含みます。）

ケース２
① 学生に対して旅行命令が可能である旨を規定
する大学の規程が整備されていること。

② 学生を出張させる必要性があらかじめ理由書
等により明確になっていること。

［予算区分］ 出張旅費と人件費（賃金、謝金、派遣を含む。）の
予算区分について
委託事業で出張する場合は、原則として、委託事

業の研究スタッフ（本委託事業に従事するために臨
時に雇用された研究員等を含む。）である必要があ
りますので、出張旅費の予算と臨時に雇用されてい
る研究員等の人件費（賃金、謝金、派遣費を含む。）
の予算は同じである必要があります。

やむを得ない理由により他の事業で雇用されてい
る研究員等を本委託事業で出張させる場合は、必ず
その必要性を理由書等により明確にしていただくと
ともに、他の事業との整合性についても明確にして
いただく必要があります。
また、委託事業で人件費を支出（計上）している

研究員等が出張する場合の出張旅費について、当該
委託事業の委託費の予算が不足するなどの理由によ
り、当該委託事業の委託費ではなく、事業実施機関
の自己資金（国立大学法人、国立研究開発法人等に
ついては寄附金、運営費交付金等を含みます。）か
ら支出する場合であっても、その旨を出張伺書、理
由書等により明確にしてください。自己資金で雇用
している研究員等について、委託事業において集中
的に作業を行う必要があるなどの理由により出張さ
せる必要がある場合などについても同様です。

［キャンセル料］ 自然災害、政治情勢等、その他他律的理由による
出張のキャンセル料は、事業実施機関の旅費規程等
で当該キャンセル料の負担が認められている場合
で、キャンセルの理由が書面に記載してあれば、計
上することができます。その場合の費目は雑役務費
とします。
ただし、単なる事務手続の誤り等によるキャンセ

ル料の負担はできません。

機械・備品費 研究課題で使用するもので、原形のまま比較的長 ・売買契約書、請書（交
（設備備品費） 期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が５ わしている場合）

万円以上の物品とします。ただし、研究開発用器具 ・カタログ等
及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及 ・納品書、請求書
び顕微鏡）については、取得価格が１０万円以上の ・支払伝票
物品とします。
リース等で経費を抑えられる場合は、経済性の観

点から可能な限りリース等で対応してください。
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※「研究開発用器具及び備品」については、その
用途が研究目的で販売されている器具及び備品で、
主に理化学機器とお考えください。

［農食研究推進事業］
設備備品費に計上してください。

［物品購入計画］ 機械・備品費（設備備品費）で購入する物品は、
委託事業計画書（当初計画）の物品購入計画に記載
する必要があります。なお、購入が計画されている
機械・備品については、委託契約締結後、研究計画
に基づき、速やかに購入手続きを行ってください。

委託事業計画書に記載のない機械・備品を購入す
る必要が生じた場合には、理由を明らかにした上で、
事前に技術会議事務局にご相談ください。ただし、
委託事業実施計画書の収支予算の支出の部の区分の
欄に掲げる費目間の流用が３０％を超える場合は、
委託事業計画変更承認申請書（別紙様式第５号）を
提出して、技術会議事務局と協議していただきます。
（「Ⅲ．委託事業計画の変更 １．事業内容及び経
費の内訳の変更 （３）物品購入計画の変更」を参
照してください。）コンソーシアムとの契約にあっ
ては、代表機関を通して、技術会議事務局と協議し
ていただきます。

［調達手続き］ 機械・備品の購入に際しては、研究機関の規程に
基づき、複数の見積書を徴する、一般競争に付すな
ど、購入手続きの適正性に留意した調達手続きを行
ってください。

備品購入時における付帯工事費は、各研究機関の
会計処理に合わせ、備品費又は雑役務費に計上して
ください。

［汎用品］ 本来、受託者の負担により整備すべき机、椅子、
書庫等の什器、パソコン、デジカメ又はその周辺機
器など、汎用性の高い事務機器等の購入は原則とし
て認められません。
ただし、
① 委託事業で購入した研究用機械の制御装置や
解析装置として付属されているパソコン、プリ
ンタ等

② 委託事業で取得したデータの保存・解析等の
ために専用で使用するパソコン、デジカメ等

③ 調査現場で収集したデータの保存、事業遂行
に必要な各種画像データの保存に必要なパソコ
ン周辺機器等

については、委託事業でのみ使用することを前提に、
理由書によりその必要性が明確である場合に限り計
上することができます。
技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代

表機関からの問い合わせの際には、当該理由書をご
提出いただく場合があります。

なお、これらの事務機器等のうち５万円を超える
備品については、必要理由を明記した理由書により
事前に技術会議事務局にご相談いただく必要があり
ます。

［物品標示票］ 委託事業により取得した機械・備品については、
物品標示票等のシールを貼付していただくこととな
っています。標示票には、他の事業で購入した同等
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の機械・備品との区別を研究室等の現場においても
明確に判るように、委託事業（課題）名を備考欄等
適宜の箇所に記入していただくなど、委託事業で取
得したことが判るようにしてください。（「Ⅴ．委託
費による財産の取得 １．財産の管理」を参照して
ください。）

消耗品費 試験研究用の試薬、材料、市販のコンピュータソ ・納品書、請求書
フトウェア等、機械・備品費に該当しない物品。 ・支払伝票
市販のコンピュータソフトウェア、試薬などは高

額なものでも消耗品となります。

［汎用品］ コピー用紙、トナー、ＵＳＢメモリ、ＨＤＤ、
WindowsなどのＯＳ、フラットファイル、文房具、
作業着、サランラップ、辞書、定期刊行物など汎用
性が高い消耗品については、原則として認められま
せん。

ただし、委託事業に直接必要であることが理由書
により明確な場合に限り、当該年度において委託事
業で使用した最低限の必要数については認められま
す。
これらの汎用品を他の事業の予算とともに一括し

て購入する場合は、委託事業で使用する（した）数
量について明確にした上で、合理的な按分方法によ
り計算した場合に限り計上することができます。
理由書、算出根拠については、技術会議事務局、

あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合
わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があ
ります。

［書籍、雑誌］ 汎用性が低い専門的な書籍、雑誌であっても、委
託事業での必要性を確認させていただくことがあり
ますので、購入伺書、あるいは、理由書等によりそ
の必要性を明確にしておいてください。

［調達手続き］ 委託事業を遂行するため大量に消耗品を購入す
る、又は、高額な消耗品を購入する場合には、事業
実施機関の規程に基づき、複数の見積書を徴する、
一般競争に付すなど、購入手続きの適正性に留意し
た調達手続きを行ってください。
特に、研究者による発注が可能となっている事業

実施機関にあっては、事務手続きの煩雑さから、そ
の上限額を超えないようにするために分割発注する
などのことがないようにご留意ください。

消耗品等が委託事業終了間際に大量に納品されて
いる場合は、単なる予算消化と見なし、委託費の返
還を求めることがあります。
何らかの理由により契約期間終了間際に多量の消

耗品等を購入する必要が生じた場合は、購入しなけ
ればならない理由を明らかにした理由書を作成し、
その理由を明確にしていただくとともに、当該年度
の事業において実際に使用し研究成果に反映してい
ただく必要があります。
理由書については、技術会議事務局、あるいは、

コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際
に、必要に応じてご提出いただく場合があります。

翌年度に使用する物品は原則として認められませ
ん。購入している場合には、翌年度の契約締結後で
は、委託事業そのものに支障を来すなど、事業との
直接的な関連性を理由書等により明確にしてくださ
い。
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（※）認められるケース
① ４月からの田植えに向け、３月に播種し、育苗
する必要がある場合の、種子、種苗、あるいは、
必要に応じて散布する農薬、肥料等であって、４
月の契約・納品までに必要となる最低限の数量

② 試験牛を飼育しており、毎日の給餌に必要な飼
料を最低限購入する必要がある場合の、毎日の給
餌に必要な飼料等であって、４月の契約・納品ま
でに必要となる最低限の数量

印刷製本費 成果報告書、資料、写真等の印刷、製本、資料のコ ・印刷製本仕様書
ピー代等研究に必要な資料を作成するために必要な経 ・配布先一覧（配布し
費。 ている場合）
ただし、製本等のために必要な事務用品について ・納品書、請求書

は、本委託事業のみに使用することが明確な場合に ・支払伝票
限り計上できます。

借料及び損料 委託事業遂行上必要な物品、施設及びほ場等の借 ・納品書、請求書
料及び損料。 ・レンタル（リース）
なお、複数の事業の財源を基に物品及び施設等の 契約書

借料及び損料を計上する場合には、当該物品及び施 ・支払伝票
設等の使用簿等の実績に基づき算出した使用率等、
合理的な按分方法により本委託事業に係る金額を算
出できる場合に限り直接経費として計上できます。

光熱水料 研究施設等や研究機器等の電気、ガス、水道料。 ・請求書
・計算書

研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に ・支払伝票
区分できるものに限ります。

燃料費 研究施設等の燃料（灯油、重油等）費。 ・請求書
・支出計算書

研究推進に直接必要であることが、経理的に明確 ・支払伝票
に区分できるものに限ります。

会議費 委員会等、研究推進上必要な会議の開催に係る会 ・請求書
議費。 ・会議の概要に関する

書類
・支払伝票

雑役務費 物品の加工・試作費（本委託事業実施期間中に作 ・保守契約等各種契約
成した試作品の解体費用・撤去、廃棄費用を含む。）。 書
外注分析に要する経費。学会参加費。研究遂行に必 ・納品書、請求書
要な機器類の保守料、修繕費など。 ・支払伝票

委託プロジェクト研究における派遣会社を通じた
ポスドク等確保のための研究員経費など。（農食研
究推進事業においては、派遣会社の研究員経費は人
件費に計上してください。）

機械・備品等のリース料、機器保守料等の委託事
業費での負担については、委託事業以外の事業にも
使用している場合、利用実績（使用実績）に見合っ
た合理的な按分方法により計算した場合であって、
委託事業での費用負担が明確な場合に限り、計上す
ることができます。
算出根拠については、技術会議事務局、あるいは、

コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際
に、必要に応じてご提出いただく場合があります。

修繕費については、原則本委託事業専用で使用す
る機器等に係る修繕費としますが、複数の事業で使
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用する機器等を修繕する場合は、使用頻度等により
按分して計上してください。
本委託事業推進のために使用している機器等に係

る修繕費は、当該機器を本委託事業で購入していな
くても、計上できます。

本委託事業に係る論文別刷代及び論文投稿料につ
いては、論文の投稿が委託契約期間内であれば計上
できます。ただし、別刷は、成果発表等に必要な部
数のみとします。
本委託事業で使用する試料等の運送料は、直接経

費として計上できます。

［委託プロジェクト研究］
研究推進において必要な情報収集のための学会

参加や外国での学会参加の費用であれば計上でき
ますので、本委託事業との関連性について説明で
きる書類を添付するようにしてください。

［農食研究推進事業］
「府省共通経費取扱区分表」（P11２・P113）
に従い、「外注費」、「通信運搬費」、「その他（諸
経費）」に計上してください。

【委託プロジェクト研究】
上記以外にも必要となる経費がある場合は、直接経費として計上でき ・支払伝票

ます。 ・その他支払費目に対
例：外国人招へい旅費・滞在費、※特許関連経費 など。 応する証拠書類
計上する場合は、それぞれ該当する細目に計上してください。

※委託事業で得られた成果を権利化するために必要な経費（特許出願、
出願審査請求、補正、審判等に係る経費）。なお、登録、維持に係る費用
は受託者負担となります。また、過去の当省委託プロジェクト研究で得
られた成果に係る特許関連経費について、後継に当たるプロジェクト研
究において支出可能となりうるかについては、協議の上取り決めますの
で、経理担当者にお問い合わせください。ただし、過去の特許出願経費
を支出したことにより、研究の進捗に支障を来すことがないよう注意す
る必要があります。

一般管理費（※） 直接研究費ではないが、本委託事業のために必要 ・納品書、請求書
な事務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公 ・支出計算書（按分の
課、事務補助職員賃金等の管理部門の経費。 積算根拠）
計上に当たっては、使用内訳と算出根拠の整合性 ・支払伝票

が重要となります。一般管理費は、間接経費と異な ・その他支払費目に対
り、委託事業に必要な管理経費（直接経費以外）に 応する証拠書類
限定しています。一般管理費の計上に当たっては、
その根拠を明確にしていただく必要があります。
なかでも光熱水料、燃料費等の負担については、

研究機関全体の使用料に対する委託事業に従事する
研究者のエフォート率、研究者が本委託事業の実施
にあたり専有して使用する面積等合理的な按分方法
により算出し、計上してください。なお、これらに
よりがたい場合は、事業費比率による按分などによ
り算出し、計上してください。
算出根拠については、技術会議事務局、あるいは、

コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際
に、必要に応じてご提出いただく場合があります。

また、事務費として取得価額５万円以上の事務用備
品を購入することはできません。文房具類については、
本委託事業のみに使用することが明確である場合に限
り、事務費として計上できます。なお、研究材料にな
り得る文房具類であれば、直接経費として計上できま
す。
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［委託プロジェクト研究］
試験研究費の１５％以内であれば計上できます。

なお、試験研究費を他の費目に流用した結果、精算
時に試験研究費が減少した場合には、減少した試験
研究費の１５％を超えないよう、一般管理費を減少
させる必要がありますのでご注意ください。

［農食研究推進事業］
農食研究推進事業においては、研究管理運営事

務を専門に行う研究管理運営機関のみ直接経費の
１０％に相当する額を上限として計上することが
できます。
なお、精算時に直接経費が減少した場合には、減

少した直接経費の１０％を超えないよう、一般管理
費を減少させる必要がありますのでご注意くださ
い。

消費税等相当額 計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免 ・消費税等相当額計上
税取引に係る経費の８％。 の計算資料
委託先が地方公共団体や、免税事業者の場合は発生

しません。

間接経費（農食研 研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とす ・各費目において上記
究推進事業のみ） る経費であり、管理部門、研究部門、その他関連事業 に記載した証拠書
（※） 部門に係る施設の維持運営経費等研究の実施を支える 類。

ための経費であって、直接経費として計上できない経 ・使用方針
費。
直接経費の３０％以内の額を計上できます。ただ

し、研究連携協定を策定し実施する研究課題であり、
協定に参画する機関にあっては、３５％以内の額を
計上できます。
具体例
（管理部門に係る経費）
・管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
・管理事務の必要経費

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、
人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議
費、印刷費 など

（研究部門に係る経費）
・共通的に使用される物品等に係る経費

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、
通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷
費、新聞・雑誌代、光熱水費

・本委託事業の研究の応用等による研究活動の推
進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、

消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、
謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑
誌代、光熱水費

・特許関連経費
・研究棟の整備、維持及び運営経費
・実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
・研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
・設備の整備、維持及び運営経費
・ネットワークの整備、維持及び運営経費
・大型計算機（スパコンを含む。）の整備、維持
及び運営経費

・大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
・図書館の整備、維持及び運営経費
・ほ場の整備、維持及び運営経費 など

（その他関連する事業部門に係る経費）
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・研究成果展開事業に係る経費
・広報事業に係る経費 など

上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の
遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行
することは可能。なお、直接経費として計上できる
経費は対象外。

試験研究調査委託 コンソーシアム方式以外による契約方式が認めら ・再委託契約書
費（コンソーシア れ、かつ、委託事業の一部の契約について委託・再 ・支払伝票
ム方式以外の契約 委託方式による契約が認められた場合における代表
方式が認められた 機関から共同研究機関（再委託先）への再委託に要
場合のみ） する経費（代表機関のみが計上可能）。

コンソーシアムから外部の機関等への再委託は禁
止しております。なお、都道府県等においてコンソ
ーシアム内の資金収支等の事務処理上、契約締結の
必要がある場合には、当該コンソーシアム内での契
約は可能です。

（※）一般管理費と間接経費

間接経費は、委託先が、研究者の研究開発環境の改善や、研究機関全体の機能の向上のために使

用できるのに対し、一般管理費は、本委託事業に必要な管理経費に限定していますので、執行の際

は十分ご注意ください。

①一般管理費

趣 旨 使 用 方 針 報 告 計上可能率

本委託事業のために必要 事務費、光熱水料、燃料費、 実績報告書 [委託ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究]

な、直接研究費以外の諸経 通信運搬費、租税公課、事務補 試験研究費の１５％

費。 助職員賃金など、本委託事業に 以内

付随する経費であることが明確 [農食研究推進事業]

なものに限る。 研究管理運営機関に

おいて、直接経費の

１０％以内

②間接経費

趣 旨 使 用 方 針 報 告 計上可能率

農食研究推進事業を実施 実施する研究者の所属する機 実績報告書のほ 直接経費の３０％

する研究者の研究開発環境 関の管理部門、研究部門、その か、間接経費執 以内。ただし、研究

の改善や研究機関全体の機 他関連事業部門に係る施設の維 行実績報告書 連携協定を策定し実

能の向上に活用することに 持運営経費等研究の実施を支え 施する研究課題であ

より、研究機関間の競争を るための経費に使用可能。 り、協定に参画する

促し、研究の質を高める。 主な使途は、「競争的資金の 機関にあっては、３

間接経費の執行に係る共通指針 ５％以内

（平成１３年４月２０日 競争

的資金に関する関係府省連絡会

申し合わせ）」に例が記載され

ています。
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（参考）

○委託プロジェクト研究と農食研究推進事業に計上できる費目の違い

区 分
委託プロジェクト 農食研究推進事業

費目・細目

人件費 人件費に計上。 人件費に計上。

賃金 賃金に計上。 人件費に計上。

派遣会社との契約による人件費 雑役務費に計上。 人件費に計上。

学会出席旅費 研究推進に必要な場合に限る。 国内で、かつ実施課題の成果を

発表する場合に限る。

外国旅費 研究推進に必要な場合に限る。 原則認められません。（研究計画

書等において必要性が認められ

ている場合は可能。）

３．委託費執行上の注意点

（１）委託費の執行時期について

委託費は、原則委託契約期間内に支払を行う必要があるため、委託契約期間外の経費の負担

は原則として認められません。また、一時的に本委託事業以外の経費に流用することも禁止し

ます。

１）委託契約締結前の支出について

事業開始２年目以降は、年間契約を行っている借料や機器保守費等について、委託契約期間

中にのみ委託費で負担する場合には、委託契約前に締結した契約であっても計上可能です。

また、事前申込みや前払金が必要な学会への参加や、各種手続に時間がかかる外国出張等に

おいては、委託契約前に申込み等の契約行為をした場合でも、委託契約締結後に支出した費用

の負担が可能です。前払金を（反対給付が行われる年度、または、実際に参加した年度の）委

託契約締結後に振替処理することも可能です。これらの場合、学会の参加申込要領等、根拠と

なる書類を提出してください。

ただし、事業開始初年度は、委託契約前のいかなる契約に基づく支出も、委託費で負担する

ことはできません。何らかの理由により、予定よりも委託契約日が遅れたり、契約中止となっ

たりする場合が想定されますが、その場合にも委託費での計上はできませんので、委託契約日

前に契約行為を行う場合にはご留意ください。

２）委託契約期間終了後の費用の計上について

例外的に認められる委託契約期間外の経費負担は、次の場合です。

① 事業（研究）が複数年にわたる委託事業のうち最終年度以外の場合であって、委託事業

の推進のため、又は、事業（研究）体制を維持するため通年で必要な費用であり、年額、

又は、月額単位の契約により実績報告書提出時において債権債務が確定している場合に限

って認めています。ただし、複数の事業で使用している物品及び施設等の借料及び損料、

保守料等の場合には、当該物品及び施設等の使用簿等の実績に基づき算出した使用率等、合

理的な按分方法によって算出した本委託事業に係る金額のみを計上することができます。

② 委託事業実施期間内に物品の納入又は役務の履行が完了しており、かつ請求書により債

務が確定している場合であって、研究機関等の支払処理上支払手続きが委託契約期間終了

後となるものについても、本委託事業の経費として計上できます。この場合、実績報告書

提出の際には、帳簿の支払年月日欄に支払予定日を記入して提出してください。

委託費で備品の購入等を行う場合は、①及び②に関わらず契約日及び納入日が委託契約期間

内であること及び当該年度の委託事業に実際に使用されていることが必要です。極力、契約が
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整い次第速やかに購入手続きを行ってください。

また、消耗品等が委託事業終了間際に大量に納品されている場合には、単なる予算消化と見

なし、委託費の返還を求めることがあります。

（２）研究実施計画の変更について

委託費は、研究実施計画に基づいて計上され、執行されるものであるため、経費執行の際は、

当初計画から大幅な変更が生じないようご注意ください。やむを得ず計画変更が生じた場合は、

「Ⅲ．委託事業計画の変更」により必要な手続を行っていただきます。

また、研究実施計画に基づいて執行するため、計画上の研究従事予定者がわかるように、「実

施体制図」を作成しておいてください。（研究の進捗により、変更がある場合は随時変更してく

ださい。その際には、従事期間を記載してください。終了する時点で本委託事業に従事した者

が全て網羅されることになります。）検査の際に必要があると認めた場合には、お示しいただく

ことがあります。

（３）自社製品の調達について

研究グループの構成員である民間企業等が、その研究成果を得るための資材を自社製品を用

いることによって販売利益を得ることは、委託費の性質上ふさわしくないと考えられます。こ

のような場合は、利益を除いた額（製造原価及び諸経費）で計上願います。また、グループ会

社及び関連会社からの調達においても、このことを踏まえて利益を排除するよう対応してくだ

さい。

（４）研究グループ内の内部取引について

研究グループ内の構成員から物品を購入または構成員へ請負業務を発注が必要となる場合は、

原則、販売又は業務を請け負うことになる構成員へ必要経費を配分することで対応します。た

だし、構成員の経費処理上、やむを得ず販売の手続きを取らなければならない場合は、事務局

へ相談願います。このような場合は、社内取引価格（利益排除）にて処理することにより認め

られる場合があります。
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Ⅲ．委託事業計画の変更

契約締結後、研究の進捗状況により、やむを得ず委託事業計画を変更する必要が生じた場合に

は、以下の手続が必要となります。

なお、委託事業計画について、技術会議事務局から変更を依頼することがありますが、その場

合には、技術会議事務局から変更理由、変更内容及び変更契約書（案）をお示しし、変更契約の

手続きを行います。

１．事業内容及び経費の内訳の変更

（１）事業内容の変更（事業計画及び担当者）

委託事業計画書に記載された事項を変更しようとする場合（構成員の事業計画の変更

（構成員の変更（追加又は脱退）及び構成員の研究費の限度額の変更等）を含みます。）

は、委託事業計画変更承認申請書（別紙様式第５号。以下同じ。）により、申請を行っ

ていただきます。（委託契約書第１２条）

同一研究機関内において担当者のみを変更する場合（担当者が同一研究機関内の他の

内部研究所等の部署に異動し、引き続き事業を担当する場合も含みます。）には、次の

項目を記載した書面（メール、ＦＡＸ等）により、技術会議事務局宛てに提出していた

だきます。

① 変更年月日

② 変更の理由

③ 変更内容（新旧担当者の所属、役職、氏名）

（２）収支予算の変更

（１）と同様に委託事業計画変更承認申請書により、申請を行っていただきます。

支出の部の区分の欄に掲げる費目（試験研究調査委託費は除く。）の相互間（※）の

３０％以内（以下「流用制限」という。）の流用については、変更承認申請書の提出は

必要ありません。

（※）委託プロジェクト研究については、直接経費から一般管理費への流用はできませ

ん。

農食研究推進事業については、直接経費から間接経費への流用はできません。

ただし、（１）の事業内容の変更に伴う経費の流用については、金額にかかわらず変

更承認申請が必要となります。

流用制限の範囲内であっても、細目レベルで執行額がなかった（又はその逆）など、

計画額に対し大幅な増減があった場合は、確定検査時等においてその理由を求めること

があります。その際、明確な理由がない場合は経費として認められませんのでご留意く

ださい。

収支予算の変更に伴い、消費税等相当額が変更になる場合がありますが、消費税等相

当額は、事業に要する経費ではなく、事業に付随して発生した経費と考えられることか

ら、重要な変更には当たらないものとして処理します。

このため、委託事業計画変更承認申請書の提出は必要ありません。
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（３）物品購入計画の変更

物品購入計画に記載する物品は、「原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもの

のうち、取得価格が５万円以上の物品」、「ただし、研究開発用器具及び備品（試験又

は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡）については、取得価格が１０万円以上のも

の」です。

当初の物品購入計画に変更（当初計画していない物品を購入する、又は計画していた

物品の購入を取り止める等）が生じた場合で、流用制限を超える流用が必要な場合は、

事前に委託事業計画変更承認申請書を提出し、技術会議事務局の承認を受けていただき

ます。

なお、流用制限を超えない場合であっても、物品の購入計画を変更（当初計画してい

ない物品を購入（高いグレードにするなどの機種変更含む。）する、又は、計画してい

た物品の購入を取りやめる等）する必要が生じた場合には、次の項目を記載した書面（メ

ール、ＦＡＸ等）により、必ず変更を行う前に技術会議事務局に提出し確認を受けてく

ださい。

ただし、価格競争等の結果により計画時の規格と違う同等品を購入した、予定機種の

製造中止等により同等の後継機種を購入した場合などは、事前に理由書を提出する必要

はありませんが、実績報告書提出時に、その旨を物品購入実績の備考欄に記載してくだ

さい。

① 研究担当者

② 物品名（メーカー名、型式も併せて記載してください。）

③ 数 量

④ 予定額（単位：円）

⑤ 理 由

（※）理由については、次の点について記載してください。

・ 具体的にどのような研究を行っているのか。

・ 当初予定を変更して、物品を必要（不要）とする理由及びそれに対するＰＯ

の判断又は専門ＰＯの意見（研究の進捗状況が理由の場合は、その状況を具体

的に記載）。

・ 既存の装置等での対応の可否、当課題専用での使用かどうか。

・ 当該物品を購入した場合、研究の進捗にどのような効果があるか、又は購入

中止した場合、研究の進捗に影響はないか。

・ 当初計画外の物品を購入する場合、リース又は外注による検討の状況。

また、当初計画において物品を購入することとなっているものを、購入契約ではなく、

リース契約により対応することとした場合は、事前に技術会議事務局までご連絡くださ

い。

２．変更申請に対する承認

受託者から提出された委託事業計画変更承認申請書に基づき、技術会議事務局は内容の審

査を行い、計画を変更するやむを得ない事情があると認めたときは承認し、受託者に通知し

ます。

なお、委託プロジェクト研究については、各研究課題又はコンソーシアムの構成員の変更

がある場合には、プロジェクト研究運営委員会（外部有識者）の了解を得た上で、技術会議
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事務局として承認を行い、受託者に通知します。

計画変更により、委託契約書第3条の委託費の限度額に変更がある場合は、契約の変更を

することとなります。

３．委託事業の中止等

委託先のやむを得ない事情により、委託事業の遂行が困難となった場合は、委託事業中止

申請書（別紙様式第４号）を提出し、技術会議事務局と協議していただきます。

協議の結果、契約の解除又は契約の一部変更を行うこととなりますが、契約を解除する場

合には、委託費の額の確定をし、委託費の精算を行うこととなります。

計画変更手続きの流れ

※再委託先事業計画の変更については、コンソーシアム方式以外の契約方式による契約におい

て、委託・再委託による契約方式を採用した場合などに限られます。

●計画変更が見込まれる場合は、事前に技術会議事務局にご相談下さい。

●計画変更に際し、委託費の限度額に変更がない場合は、変更契約書の取り交わしを行わず、
事業内容の変更の変更承認の通知により処理します。

事業内容の変更
別紙様式第５号により申請

（添付書類）

当初計画と変更後の対照表

収支予算の変更

・直接経費→一般管理費又
は間接経費への流用は×

・消費税相当額の変更は手
続不用

区分欄の費目の相
互間の３０％を超え
るか？

別紙様式第５号により申請

（添付書類）

当初計画と変更後の対照表

承認手続不用

実績報告の際に金額の増減が比

較的大きいものについては、理由を
求める場合あり（計画に対し皆減な
ど）

物品購入計画の変更
区分欄の費目の相
互間の３０％を超え
るか？

別紙様式第５号により申請

（添付書類）

当初計画と変更後の対照表

承認手続き不用

計画外購入等、変更が生じる場合

は、理由書を作成の上、事前に技術
会議事務局に協議

再委託先事業計画の変更

別紙様式第５号により申請

（添付書類）

当初計画と変更後の対照表

委託事業の中止等

別紙様式第４号により申請

契約を解除する場合は額の確定を
行い、委託費を精算

○

×

○

×
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Ⅳ．検査・調査等

１．検査

技術会議事務局が委託先から実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、委託事業が契

約の内容に適合するものであるかどうか検査を行います。

（１）検査の方法

委託先から提出された実績報告書及びその他関係書類による書面での検査、又は必要

に応じ実地検査を行います。

（２）提出する関係書類

実績報告書とともに提出していただく書類は以下のとおりです。なお、詳細は「委託

契約に係る委託事業実績報告書提出に関する留意事項について」（P１２９）をご参照

願います。

・帳簿の写し

・作業（業務）日誌等（研究計画、雇用契約書等で、被雇用者が本委託事業のみに従

事することが明確になっている場合には、作業日誌の提出は不要です。）

・委託事業に係るチェックリスト

○ 資金の配分を受けた全ての研究機関（コンソーシアムにおいては、全ての構成員）

別途電子データでお送りする「委託事業に係るチェックリスト（共同研究機関）」

について、各項目についてチェックのうえ、以下の手順により実績報告書ととも

に代表機関に提出していただきます。

① 分担している研究課題に係る事務担当者等が「委託事業に係るチェックリ

スト（共同研究機関）」により、各項目について確認し、その結果に基づき

チェックしてください。（疑義が生じた場合は、研究者等関係者に確認し、

必要に応じて実績報告書に計上する精算額等を修正してください。）

② 実績報告書に当該チェックリストを添付し、所属する機関の決裁を受けて

ください。（事務担当者等以外による確認）

③ 実績報告書、当該チェックリスト、帳簿（写）、作業（業務）日誌等（写）

（以下「実績報告書等」という。）を代表機関が示す期限までに代表機関に

提出してください。

○ 代表機関（委託先がコンソーシアム形式の場合のみ）

構成員から提出された実績報告書等に基づき「委託事業に係るチェックリスト

（代表機関）」により、各項目についてチェックのうえ、以下の手順により実績

報告書とともに技術会議事務局に提出していただきます。

① 委託事業毎に事務担当者等が「委託事業に係るチェックリスト（代表機関）」

により、各構成員から提出された実績報告書等に基づき、各項目について確

認し、その結果に基づきチェックしてください。（疑義等が生じた場合は当

該内容を確認し、必要に応じて提出した研究機関に対して提出された実績報

告書等の修正を依頼してください。）

② 実績報告書に当該チェックリスト、帳簿（写）、作業（業務）日誌等（写）
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及び構成員から提出された実績報告書等を添付し機関内の決裁を受けてくだ

さい。（事務担当者等以外による確認を受けてください。）

③ ②で決裁された書類一式（実績報告書、当該チェックリスト、帳簿（写）、

作業（業務）日誌等（写））を技術会議事務局に提出してください。

加えて、必要に応じて、委託費の支払実績を証するための証拠書類（取引業者の売上

帳・得意先元帳等の写しを含む。）又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）の提出

を求める場合があります。

証拠書類等の具体例については、「Ⅱ．２．各費目の説明」を参照してください。

また、実績報告書の提出に当たっては、［参考資料］の「委託事業実績報告書提出に

関する留意事項について」及び「委託事業に係るチェックリストの提出について」を参

照してください。

（３）検査のポイント

検査のポイントは次のとおりです。

○委託事業実施計画書、委託事業実施要領に基づく事業項目が実施されているか。

○委託契約書、委託契約書実施細則に定められた手続きが必要な場合は、その手続き

が行われているか。

○委託事業計画書、委託事業実施要領に基づく研究成果が報告されているか。

○委託事業に係る経費の執行に当たっては、委託契約書、委託契約書実施細則及び事

業実施機関の規程に基づき処理されているか。

○委託契約書の物品購入計画に基づいて、又はその後技術会議事務局と協議した上で

取得した物品は、物品購入実績として報告されているか。

○委託事業により特許権等（特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、著作権等）が

発生しているか。また、必要な報告等がなされているか。

検査の結果、不明な点がある場合は、証拠書類等又は経費の計上に係る理由書の提出

をお願いすることがあります。

２．調査

実績報告書に基づく確定検査のほか、委託事業実施期間中に限らず、技術会議事務局が必

要であると認めた場合には、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について

報告を求め、又は実地で調査を行います。

調査の際に確認する事項は、原則１．（３）及び「委託事業に係るチェックリスト」に従

って行います。

３．帳簿及び証拠書類等

委託事業に係る経費については、委託先において、単独の事業及び国庫補助金等の経費と

は別に、帳簿及び証拠書類等を備えるとともに、これに応じた証拠書類等を事業終了年度の

翌年度から５年間整備・保管していただきます。

これらの帳簿及び証拠書類等については、１や２の検査等において、必要に応じて提示い

ただく場合があります（帳簿の写しについては、１．（２）のとおり、実績報告書に添付し
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てください。）。

帳簿には、特に指定の様式は定めておりませんが、品名、規格、数量、金額、契約相手方、

（旅費においては、用務名、用務期間、用務先名）契約年月日、納品年月日、支払年月日が

確認できるものとしてください。指定した内容が確認できれば、各機関において使用してい

る会計システム等の帳票でも可能です。

４．不適正な経理等に対する措置

１や２の検査等の結果不適正な経理が認められた場合、又は３の帳簿及び証拠書類等の整

備・保管に不備があったと認められる場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けるこ

とができません。また、既に交付を受けている場合には、技術会議事務局の指示に従い、当

該委託費を返還していただきます。

５．不正申請又は不正等行為に対する措置

委託先による不正の申請（以下「不正申請」という。）又は委託業務の実施に当たっての

不正若しくは不当な行為（以下「不正等行為」という。）の疑いがあると認められた場合に

は、以下の手続によることとします。

① 技術会議事務局が、不正申請又は不正等行為の疑いがあると認められた委託先（コ

ンソーシアムの一構成員の場合は、当該構成員。以下、この項において単に「委託先」

という。）に対し、直接内部調査を指示します。

② 委託先は速やかに内部調査を行い、技術会議事務局に対し報告書を提出していただ

きます。

③ 技術会議事務局は、②で提出された報告書を精査します。

精査するに当たり、必要に応じて、告知の上、委託先に対し立入調査を行います。

ただし、委託先からの内部調査の報告が著しく遅滞している場合など、技術会議事

務局が特に必要と認める場合には、内部調査を経ずに立入調査を行う場合があります。

④ 技術会議事務局は、③の精査の結果、不正申請又は不正等行為があると認られる場

合には、委託先に対し、契約の解除又は変更、及び既に支払った委託費の全部又は一

部の返還を求める場合があります。

また、認められた不正申請又は不正等行為の事実について、氏名及び当該事実の内

容を公表する場合があります。

⑤ ④で委託費の返還がある場合には、当該返還金に加算金を付加します。

加算金については、返還金に係る委託費を委託先が受領した日の翌日から起算し、

返還金を納入した日までの日数に応じ、年利５％の割合により計算します。

なお、４．の不適正な経理及び５．の不正等行為については、各事業の応募要領をよくご確認く

ださい。
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Ⅴ．委託費による財産の取得

１．財産の管理

委託先には、委託費により取得した物品及び試作品（以下「財産」という。）を、善良な

る管理者の注意をもって管理していただきます。また、当該財産については、構成員の規程

に基づき、備品管理簿等に登録した上で、シールを財産の正面等の見やすい箇所に貼るなど

して、どの委託事業で取得したか把握できるようにしてください。（本体と一体になってい

ない付属品がある場合には、付属品にも枝番等を付してください。）

委託事業終了後、実績報告書において、これら財産の所有権者を報告していただきます。

財産を購入したコンソーシアムの代表機関及び各構成員におかれては、財産の所在及び所有

関係が曖昧にならないよう、十分気をつけて管理してください。

【財産標示シール例】

物 品 標 示 票

事 業 名 農水省委託プロ

課 題 名 ○○○○○委託事業

品 名

物 品 番 号

取得年月日 年 月 日

備 考 △△△機構 ×××研究所

２．財産の所有権の帰属

委託事業により取得した財産の所有権は、当該財産を購入、製造又は取得等（以下「取得」

という。）した委託先に帰属しますが、委託事業終了後、原則として、技術会議事務局に引

き渡していただきます。引き渡された財産の所有権は技術会議事務局に移転しますが、委託

先が財産を引き渡さず、そのまま継続使用する場合には、所有権は、実際に継続して使用す

るコンソーシアムの構成員に帰属します。（したがって、当該物品等に係る固定資産税はそ

の所有権を有する者が負担することになります。なお、委託契約期間中の固定資産税は、委

託費で負担することが可能です。）

また、委託事業実施期間中の所有権の移転は、コンソーシアムの構成員間の移転等に限定

させていただきます。なお、その際の必要となる物品の運搬費用等については、委託費から

支出することができます。

３．財産の継続使用の手続

（１）継続使用の申請手続

委託事業終了後、同種の研究を実施するため、財産の継続使用を希望する場合には、実績

報告書の提出の際、報告書の所定の箇所に継続使用を希望する目的、期間等を明記し、その

旨を明らかにしてください。技術会議事務局は、財産の継続使用の希望があった場合、その

可否を、受託者に通知します。
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継続使用期間については、原則として、当該研究をすることが予想される期間を年度別で

記載していただくこととし、その最終年度の３月31日まで承諾することとします。

コンソーシアムの構成員が所有する財産は、コンソーシアムの代表機関を通じて、継続使

用等の手続を行っていただきます。

なお、財産を取得した構成員が継続使用を希望しない場合であって、コンソーシアム内の

他の構成員が同種の研究を実施するために当該財産の継続使用を希望する場合には、当該希

望者が従来の所有者に代わって、当該財産を継続使用することができます。（なお、この継

続使用の申請が承諾された場合には、所有権は、当該継続使用を希望した構成員に移転しま

す。）

（２）事業継続中の継続使用

複数年度にわたる事業については、前年度までに購入していた物品については、継続使用

の申請があったものとみなし、継続使用を希望する旨の通告は不要とします。

（３）継続使用の終了（中止）に係る報告

予定していた継続使用期間終了後および期間終了前に使用を中止することとした場合は、

遅滞なく、「○○委託事業に係る財産継続使用実績報告書」（参照様式）にて、技術会議事

務局に報告していただきます。

（４）再委託先が財産を取得した場合（コンソーシアム方式によらない場合）

受託者は、再委託先において取得した財産について継続使用、返還等の必要が生じた場合

は、受託者が取りまとめのうえ、（１）から（３）の事務手続を技術会議事務局に対して行

ってください。継続申請、返還の要否については、技術会議事務局が受託者に通知しますの

で、受託者は再委託先に対し結果を通知してください。

４．財産の処分

（１）財産の処分手続き

委託事業又は継続使用終了後、技術会議事務局は、提出された実施報告書等に基づいて、

財産の処分方針を決定します。当該処分方針を決定するため、継続使用希望の有無にかかわ

らず、必要に応じて、参考資料（修理不能見積、写真等）の提出を求めることがあります。

別途指示をさせていただいた場合には、委託事業実績報告書提出の際に、併せてそれを添付

してください。

この処分方針については、同報告書等において、委託先の意向を報告していただきます。

提示された方針が妥当と認める場合には、その処分方法を認めた旨を通知します。妥当と認

められない場合には、委託先と技術会議事務局との間で協議をさせていただきます。なお、

処分費用は委託先に負担していただきます。

（２）引渡しの手続き

場合によっては、委託先に対して、財産の引渡しを指示することがあります。この場合、

引渡しに要する経費は技術会議事務局が負担します。

【引渡しを要しないと判断する場合の例】

・故障し修理不能と判断される物品
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・残存価値※に対して引渡し費用が高額な物品

・耐用年数が超過し、維持管理のリスクが高い物品 等

※ 残存価値とは、引き渡しを要しないと判断する時点における時価（評価額）

を指します。

５．試作品の取扱い

委託費により作成した試作品については、個々の事業及び試作品の特性に応じて管理して

いただくこととなります。受託者には、試作品の所在及びその所有関係を明確にして、物品

同様、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。

試作品については、委託事業計画書で認められている場合に限り、事業実施期間内での解

体・撤去が可能です。その場合、処分費用については、委託費での支出が可能です。

ただし、委託事業終了後も引き続き継続使用をする場合には、解体・撤去などの処分費用

は、継続使用した機関の自己負担となります。

委託事業期間中、あるいは、終了時に試作品が完成したとみなして、委託先において試作

品を資産計上していた、又はすることとした場合には、委託事業の最終年度の実績報告書に

より、資産計上した旨を技術会議事務局に報告していただきます。

委託費で取得した物品及び試作品に関する手続

技
術
会
議

事
務
局
（甲
）

（代
表
機
関
）

契約

（
構
成
員
）

報告

継続使用を希望しない場合

委託事業終了時

通知

処分方針
の決定

継続使用を希望する場合

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

（乙
）

実績報告書

通知
報告 報告

通知

委託事業終了時
（継続使用申請時）

継続使用終了時

手続きは代表機関経由

実績報告書
【記載事項】

① 残存価額及びその算定根拠
② 処分方針
③ ②の方針に係る処分費用

実績報告書
【記載事項】

① 継続使用を希望する旨
② 継続使用を希望する構成員名
③ 継続使用の目的
④ 希望する継続使用期間

継続使用の実績報告
【記載事項】

① 継続使用の実績
② 残存価額及びその算定根拠
③ 処分方針
④ ③の方針に係る処分費用

処分方針
の決定

継続使用
の承認

実績報告書

※継続使用終了時にはコンソーシア
ムは解散していることが多いため、
手続きは、構成員が甲と直接行う。
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Ⅵ．研究成果に関する事項

委託契約書及び委託契約書実施細則では、委託事業により得られた研究成果及び研究成果に係る知

的財産権の取扱いに関して規定しています。知的財産権に関する規定は、権利に係る紛争を未然に防

ぐために置くものであり、権利化を推奨するためのものではありません。

権利化については、委託事業の目的、各機関の知的財産戦略や費用対効果、権利侵害の立証可能性

等を考慮しつつ検討（※）してください。

※ 権利化の検討に当たっての留意点

① 実用化・商品化につながる技術や、将来的に多くの新技術や幅広い応用分野に発展する可能

性が高い基本的な技術については、権利化しその権利の活用を図る戦略が一般的である。

しかし、権利出願した内容は公開されることから、製造技術のように最終製品を見ただけで

は模倣の立証が難しい技術については、権利化せず秘匿する方が良い場合もある。

② 権利化する場合は、出願前に研究成果を公表すると新規性が失われ、原則として権利化する

ことができなくなることに留意する必要がある。

③ 当該研究成果を秘匿する方が権利化するよりも実用化・商品化した場合の利益が増大する可

能性はないか、十分に考慮することが重要である。また、秘匿することとした場合には、当該

研究成果の外部への漏えいや不注意による公表等を行わないよう、情報管理を適切に行う必要

がある。

④ 海外において事業化が見込まれるものについては、我が国への生産物の輸出が防止できるな

ど、我が国農林水産業・食品産業等に悪影響を及ぼさない範囲において、国内だけでなく、海

外においても、同様に権利化、秘匿化及びその戦略的活用に取り組むことが重要である。

⑤ 農林水産施策の立案・実施に活用される研究成果や、民間企業における実用化がほとんど見

込めないもの等については、研究のさらなる発展を促すため、速やかに論文発表等により公開

し、誰でも使えるようにするとともに、特定の者による囲い込みを防ぐ戦略が有効である。

１．研究成果に係る知的財産権の帰属等

委託事業により得られた成果は、本来、委託者である国が所有すべきものであるため、研究成果に

係る知的財産権が発生した場合、受託者から譲り受ける必要があります。しかし、日本版バイ・ドー

ル制度（産業技術力強化法第１９条）に基づき、受託者が当該知的財産権を自ら所有することを希望

する場合、委託者は受託者から譲り受けないことが可能です。

ただし、委託事業から得られた研究成果に係る知的財産権の帰属を希望する場合、受託者は次のこ

とに従っていただく必要があります。

（１）確認書の提出

委託契約締結日に、帰属の条件（委託契約書第１８条第１項（１）から（５））の遵守を約束す

る確認書（委託契約書別紙様式第６号）を提出していただきます。確認書を提出いただかない場合、

研究成果に係る発明等は技術会議事務局に承継されることになりますので、委託事業の契約締結前
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に、研究成果の取扱いについてしっかりと検討した上で、確認書の提出の必要性を判断してくださ

い。

また、コンソーシアムによる共同研究の場合、提出にあたっては、コンソーシアムの各構成員が

代表機関に対して技術会議事務局長宛ての確認書を提出していただき、それを代表機関がまとめて

ご提出ください。

（２）委託事業計画書の５「構成員の事業計画」における、研究成果の知的財産としての取扱いに関す

る記載

委託契約締結時に、委託事業計画書（別紙様式第１号）を提出していただきますが、５「構成員

の事業計画」の様式において、事業内容ごとに、

① 委託契約期間中に得られると想定される研究成果の概要

② ①の研究成果について、事業計画時点で想定している知的財産としての取扱い

について記載してください。

特に②については、各研究機関やコンソーシアムにおいて十分に検討した上で記載してください。

また、一つの事業内容に対して複数の研究成果が発生する場合は、それぞれの研究成果について知

的財産としての取扱いを番号で記載してください。

なお、②の内容は、事業計画時点での想定であるため、委託契約締結をもって知的財産の取扱い

を承認するものではありません。したがって、委託契約書第１８条から第２４条までの手続を進め

る中で、必要な協議等を行います。研究成果の公表や権利化等を行う場合は、２．～６．に示され

た手続きや留意点等に従ってください。

（３）研究成果に係る発明等の報告

委託事業の研究成果に係る発明等を行った場合には、産業財産権等の出願又は申請を行う前に、

発明等報告書（委託契約書別紙様式第７号関係）を技術会議事務局に提出してください。

コンソーシアムの構成員間での共同研究による発明等の場合、当該発明等を行った全ての機関（当

該発明等に係る知的財産権を帰属させる機関）が、代表機関に対して、技術会議事務局宛の発明等

報告書（別紙様式第７－２号）を提出していただき、代表機関はそれを添付した発明等報告書（別

紙様式第７－１号）を技術会議事務局に提出してください。

なお、複数の構成員の参画によってこれら研究成果に係る発明等を行った場合には、参画機関同

士で協議の上、それぞれの持分を定めて下さい。

（４）研究成果に係る知的財産権が技術会議事務局に承継される場合

帰属の条件（委託契約書第１８条第１項（１）から（５）まで）を遵守する旨の確認書（委託契

約書別記様式第６号）が未提出又は遵守事項について正当な理由なく履行されていない場合、研究

成果に係る知的財産権が技術会議事務局に帰属されることになります（委託契約書第１８条第２項

及び第３項）。また、その際には、「２．研究成果に係る知的財産権の出願及び登録」及び「３．

研究成果に係る知的財産権の実施及び管理」に係る手続等について、個別にご相談いたします。

２．知的財産権の出願及び登録等

（１）次の行為を行う場合、契約期間中であるか否かにかかわらず、知的財産権状況報告書（参照様式

１）により報告してください。また、それぞれの報告の際には、報告することとなった事由が生じ

た理由を、備考欄に必ず明記してください。

① 出願等を行った場合及びその出願等に関して設定の登録等を受けた場合（出願等及び設定の登
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録等の日から６０日以内に報告すること。また、産業財産権等審査官庁から送付される関連書類

の写しを添付すること。）

② 審査請求を行わなかった場合や出願を取り下げた場合など、受託者の判断において権利の取得

を断念した場合（関係書類の写しを添付すること）

③ 出願等はしたものの、審査の結果、拒絶された等、出願した知的財産権が登録されなかった場

合、また、権利が発生した後に取り消された場合（産業財産権等審査官庁から送付されるその旨

の通知文書を受け取った日から６０日以内に報告すること。また、当該通知文書の写しを添付す

ること。）

④ 知的財産権を放棄する場合（放棄を行う前に報告すること。）

（２）産業財産権等の出願等を国外で行う場合には、当該出願等を行う前に、国外での産業財産権等出

願等報告書（委託契約書別紙様式第８号）を提出してください。

３．知的財産権の実施及び管理（国外での実施、移転、専用実施権等の設定等）

（１）事前協議

知的財産権を国外で実施する場合、第三者に移転又は専用実施権等の設定等する場合には、契約

期間中であるか否かにかかわらず、あらかじめ技術会議事務局に事前申請書（委託契約書別紙様式

第９号、第１０号及び第１１号）を提出してください。

（ただし、国内の者に対する通常許諾については、知的財産権状況報告書（参照様式１）による事

後の報告で構いません。）

技術会議事務局では、事前申請書を受領した場合、移転又は専用実施権等の設定等に係る参考と

するポイント（※１）及び国外での実施に係る参考とするポイント（※２）に基づき判断し承諾又

は不承諾とする旨を通知します。このため、事前申請書の作成にあたっては、それぞれの別紙様式

及び移転等を行う理由を示す共通様式にある留意事項や記載例を踏まえて下さい。また、国外での

実施者、移転又は専用実施権等の設定等をする相手先の概要がわかる資料（定款、活動実績等）や

その他参考となる資料を添付資料として提出してください。

事前申請書の別紙（委託契約書（別紙）別紙様式第８号、第９号、第１０号及び第１１号の別紙

の共通様式を含む。）の記載、又はこれら補足資料が不十分だと認められる場合には、訂正等を求

めることがあります。

※１ 移転又は専用実施権等の設定等の承諾にあたり参考とするポイント

移転先又は専用実施権等の設定等先が、

① 当該知的財産権を活用するための事業計画等を有し、実用化・商品化されることが期待

できる者であること

② 当該知的財産権を活用して行う事業が、法律や公序良俗に反するものでないこと

③ 倒産したり、合併・買収される恐れがないこと

等

移転又は専用実施権等の設定等によって、

④ 農林水産業・食品産業等に関する技術の向上が見込まれること

⑤ 国内企業等（大学・研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスする困難とな

る恐れがないこと

⑥ 国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないこと

等
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※２ 国外での出願又は実施の承諾にあたり参考とするポイント

① 当該知的財産権を活用するための事業計画等を有し、実用化・商品化が見込まれる

② 当該知的財産権を活用して行う事業が、法律や公序良俗に反するものでないこと

③ 農林水産業・食品産業等に関する技術の向上が見込まれること

④ 国内農林水産業・食品産業等に影響を及ぼさないこと

⑤ 国内企業等（大学・研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難

となる恐れがないこと

⑥ 国内企業の競争力の維持に対する不利益をもたらさないこと

等

（２）事前協議を経て移転等の承諾をした後、事前申請書の内容に変更がある場合

移転等の承諾をした後、事前申請書の内容に変更がある場合は、必ず再度事前協議を行ってくだ

さい。

ただし、次の場合には、再度の協議を不要としますので、公的にそれを証明する書類の写しを添

えて、その旨を技術会議事務局に知的財産権状況報告書（参照様式１）により事前に報告してくだ

さい。

① 専用実施権等の設定等の期間を短縮する場合であって、その他は以前の内容と全く同一の場合。

② 会社の合併及び市町村の合併等により、当該国内のみで移転等先の名称・住所が変更になった

場合（国を跨がった合併の場合には、再度協議が必要です。）

（３）事前協議の例外

（１）において事前協議が必要となる知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等であっても、

次の①から⑤までに該当する場合には、技術会議事務局の承認を得る必要はありません。これらの

場合には、移転又は専用実施権等の設定等を行った旨を証明する書類の写しを添えて、知的財産権

状況報告書（参照様式１）により技術会議事務局に報告していただくとともに、委託契約書の該当

する条項（移転であれば第１８条から第２４条まで、専用実施権等の設定等であれば第１８条、第

１９条、第２２条、第２４条）に規定する技術会議事務局に対する義務を履行するよう確約してい

ただきます。

① 法人の合併又は分割により知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合

② 子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）又は親会社(同条第４号に規定する親

会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

③ 承認ＴＬＯ(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

(平成１０年法律第５２号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項の変更の承認を

受けた者を含む。））又は認定ＴＬＯ(同法第１２条第１項又は同法第１３条第１項の認定を受け

た者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

④ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

⑤ 本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転し

なければならない場合

４．その他研究成果の取扱い等

（１）委託事業の研究成果によって得られた知的財産権については、「大学等における政府資金を原資

とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」（平成１８年５月

２３日総合科学技術会議）※１及び「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の
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円滑化に関する指針」（平成１９年３月１日総合科学技術会議）※２に基づき対応することとしま

す。

※１ 大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究

ライセンスに関する指針

【目的】

政府資金を原資として得られた研究開発の成果に基づく大学等（我が国における大学、大学共

同利用機関、高等専門学校、研究開発を行っている国の施設等機関、公立の試験研究機関、研究

開発を行っている特殊法人及び独立行政法人）の知的財産権について、他の大学等が非営利目的

の研究において使用する場合の基本的な考え方を示すことにより、大学等の研究における知的財

産権の使用の円滑化を図る。

【基本的な考え方】

① 研究ライセンスの供与

大学等の間では、非営利目的の研究に当たり、各々が所有する知的財産権の使用を認める。

② 研究ライセンスの対価

対価は、原則ロイヤリティ・フリー又は合理的なロイヤリティとする。

③ 研究ライセンスの遵守と管理

供与を受けた大学等は、研究者が研究ライセンスの範囲や条件を遵守するよう管理に努める。

④ 簡便で迅速な手続

研究ライセンスが、簡便で迅速な手続により行われるよう努める。

⑤ 研究者との認識共有

研究ライセンスに関するポリシー策定に当たっての周知や研究者の意志の確認により、研究

者との認識共有を進める。

⑥ 有体物の提供

大学等間では円滑な有体物の提供に努める。

【詳細情報】

http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060523_2.pdf

※２ ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針

【目的】

ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許（ライフサイエンス分野において研究を行

うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許であり、実験用動植物、細胞株、単

クローン抗体、スクリーニング方法等）について、大学等や民間企業が研究において使用する場

合の基本的な考え方を示すことにより、その使用の円滑化を図る。

【基本的な考え方】

① ライセンスの供与

研究段階での使用に対し非排他的にライセンス供与を行う。

② ライセンスの対価及び条件

対価は合理的な対価とする。特に、大学等間でのライセンスの供与は無償とすることが望ま

しい。
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③ 簡便で迅速な手続

ライセンスが、簡便で迅速な手続により行われるよう努める。

④ 有体物の提供

有体物の所有者は、合理的な条件と簡便で迅速な手続による有体物の提供に努める。

【詳細情報】

http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken070301.pdf

（２）委託事業により得られた研究成果については、その内容について熟知する受託者において、更な

る研究開発や実用化・商品化を進めることによって国内農林水産業・食品産業等の発展に繋がると

期待されます。他方、これらの研究成果は、国の委託事業によって得られたものであることから、

受託者においては、研究成果を適切に管理・活用するようお願いします。また、試作品の取扱いに

ついては、「ⅴ．委託費による財産の取得 ５．試作品の取扱い」を参照願います。

委託事業によって生じた研究成果

委託期間内で行った活動によって得られた研究成果を指します。したがって、委託期間終了後

にその研究成果をベースに更なる研究開発を行うことによって得られた研究成果は、委託事業に

よって生じた研究成果に含まれません。

（３）職務発明又は共同研究に係る取決めが定められていない場合、権利の承継に当たり、使用者と従

業者の間で、又は共同研究機関間において問題が生じる可能性が大きいので、委託契約書において

は、各研究機関が職務発明規程を整備することを求めています。

特に、コンソーシアムは複数の研究機関から構成されるものであり、すべての構成員が、あるい

は一部の構成員が共同して発明等を行う場合が容易に想定されます。代表機関と技術会議事務局が

締結する委託契約書には知的財産に係る条項が設けられていますが、この委託契約書においてはコ

ンソーシアム内部のことについては規定していません。コンソーシアムの構成員が行った共同発明

等に係る持分の配分、他の構成員への許諾の条件等について、コンソーシアム内部で取決めがなさ

れていない場合には、技術会議事務局が作成している「農林水産研究委託事業の契約手続きについ

て」等をご参考に、コンソーシアム内部の取決めを作成、あるいは構成員間で確認するようお願い

します。

また、発明者個人に権利が帰属することとなる場合には、委託契約書及び本実施細則に定められ

た特許権等所有者の責務が果たされるよう職務発明規程の整備等をお願いします。

５．雑誌、図書、新聞、学会、シンポジウム等による事業又は研究成果の公表

成果の公表には、２通りの方法があることを想定しています。一つは、事業に参加した研究者等が

自ら論文等を公表する場合や学会、シンポジウム等で発表するような場合、もう一つは、取材等を受

けメディアが事業の成果を新聞などでニュースとして取り上げられるような場合です。

知的財産権が技術会議事務局に承継することとなっている研究成果を公表する場合（発明等報告書

（委託契約書別紙様式第７号関係）が未提出の研究成果を含む。）には、公表の都度、必ず事前に技

術会議事務局へ報告していただきます。場合によっては、技術会議事務局の承諾を得ていただく必要

があります。
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また、事業の成果を、論文、図書、パンフレット等の著作物によって公表する場合には、知的財産

権の帰属の承諾を得ているか否かにかかわらず、委託事業による成果である旨を必ず明記していただ

きます。

（１）論文、学会、シンポジウム等による研究成果の公表

論文、学会、シンポジウム、申請等により成果を公表する場合には、事前に著作物の種類（雑誌、

図書、手続名等、媒体に係る情報）、公表（予定）日、論文、学会、シンポジウム、会議等の名、

著作者の氏名、論文の概要等を書面にて、技術会議事務局までお知らせいただきます。事業の成果

を公表するために受託者が作成する著作物（論文、学会資料、パンフレット、公開が予定されてい

る申請書等）については、その写し又は実物の送付をお願いすることがあります。場合によっては、

技術会議事務局の承諾を得ていただく必要があります。

プレスリリースであっても、研究成果の内容が公表される場合には、同じく技術会議事務局の承

諾を得ていただく必要があります。

得られた研究成果について知的財産権を取得した場合又はそれを公表した場合は、当該成果を広

く活用していただくため、可能な限り第三者に公開する又は第三者が閲覧可能な状態を確保してく

ださい。

① 委託プロジェクト研究の成果に係る公表の報告

委託プロジェクト研究については、「委託プロジェクト研究の実施について」（平成18年２月

23日付け17農会第1466号農林水産技術会議事務局長通知、最終改正平成２６年１月８日）第

1１に基づき、平成２７年度委託プロジェクト研究応募要領において、全ての研究成果の公表に

ついて、技術会議事務局に連絡するようお願いしています。委託プロジェクト研究で得られた研

究成果を公表する場合には、別添報告様式（Ｐ４６以降の書式集に収録）により半年以内に発表

（論文の場合は投稿）が予定される成果の概要を技術会議事務局のＰＯに報告してください。（コ

ンソーシアムの場合は各コンソーシアムの構成員が研究開発責任者に報告し、研究開発責任者は

該当する全てのコンソーシアム構成員分を集約して技術会議事務局のＰＯに報告してください。）

報告期限は５月、８月、１１月、２月のそれぞれ第２金曜日、１７時までとします。

報告した内容に未確定な部分があった場合は、それが確定し次第、速やかにその内容を報告し

てください。

また、上記報告期限が来る前に未報告のものが公表される場合は、上記報告期限にかかわらず、

判明し次第速やかにその旨を報告してください。

※「委託プロジェクト研究の実施について」第10抜粋

第１１ 委託プロジェクト研究の成果の取扱いについて

１ 研究受託者は、委託プロジェクト研究の成果を新たに公表する場合、事前にその概要をＰ

Ｏに報告するものとする。

２ ＰＯは、委託プロジェクト研究の受託者から、成果の公表について事前に報告があった場

合には、その概要を運営委員会委員に報告するものとする。

３ ＰＯは、必要に応じて成果の可否及びその内容について運営委員会に諮るものとする。

報告を受けたＰＯは、局内関係部局に報告するとともに、運営委員会の場で研究成果の発表予

定を運営委員会委員に報告します。ただし、報告から運営委員会開催までに間がある場合は書面

による報告をもって、これに替えてください。なお、食品等のリスク管理措置等、行政施策と密

接に関係する内容については、必ずＰＯが関係行政部局と調整し、運営委員会にお諮りします。

論文、図書等の著作物によって公表する場合には、研究成果を承継しているか否かにかかわら
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ず、委託事業による成果である旨を必ず（他者によって公表される場合には可能な限り）明記し

ていただきます。

② 農食研究推進事業の成果に係る公表の報告

農食研究推進事業の成果を公表する場合には、Ⅵ－１－（３）による発明等報告書の提出の有

無に関わらず、書面にて事前に報告してください。

公表する著作物に、「農食研究推進事業」を英語で記載する場合には、"Science and technolog

y research promotion program for agriculture, forestry, fisheries and food industry"と表記して

ください。

（２）新聞、テレビ等メディアにおける成果の公表

研究の成果の概要が新聞、テレビ等のメディアで取り上げられる場合については、いずれの事業

においても、事前に、技術会議事務局に、報道内容の概要、メディア名、報道（予定）日等を書面

にて（、やむを得ない場合には口頭にて）お知らせいただきます。市販されていないリーフレット、

パンフレット等で紹介された場合には、その写し又は実物の送付をお願いすることがあります。

特に、委託プロジェクト研究については、公表の可否について技術会議事務局の承諾を得ていた

だく場合がありますので、必ず事前にご連絡いただきます。公表の可否を検討するための協議が必

要と認められる場合には、公表を一時見合わせるよう、速やかに受託者にご連絡いたします。

メディア等において公表される場合には、公表決定から公表までの時間が非常に短いことが想定

されますので、受託者におかれましては、成果の公表について時間的余裕をもってお知らせくださ

い。

（３）一度公表した研究成果の取扱い

別の媒体等で公表する場合は「新しく公表する場合」とみなしますので、書面にて事前にお知ら

せください。

研究成果の革新的な部分（それが公表されることによって、以後の知的財産権の取得が難しくな

ると想定されるような部分）が公表される場合であって、かつ、当該研究成果に係る知的財産権が

技術会議事務局に帰属することとなっている場合には、公表の都度、必ず事前に技術会議事務局の

承諾を得てください。

日本語で協議したことがある研究成果について、英語で公表する場合には事前協議は不要です。

可能な限り事前に（、又は事後速やかに）技術会議事務局に報告してください。

【参考】知的財産権等に関する手続及び提出書類

提出書類 手続きを必要
内 容 ※別紙様式とあるのは委託契約 手続区分 とする期限

書の別紙様式をいう。

① 研究成果に係る知的財産権の 確認書（別紙様式第６号） 届出 契約締結日
帰属を想定している場合

② 研究成果に係る発明等が得ら 発明等報告書（別紙様式第７－ 産業財産権 期限なし
れた場合 １号及び第７－２号） 等の出願又

は申請を行
う前に報告
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③ 国内で出願又は申請を行った 知的財産権状況報告書（参照様 報告 ６０日以内
場合 式１） ※事務連絡

※審査官庁から送付された文書 で可
を添付

④ 出願等した産業財産権等が登 知的財産権状況報告書（参照様 報告 ６０日以内
録された場合 式１） ※事務連絡

※審査官庁から送付された文書 で可
を添付

⑤ 出願等したが拒絶又は権利が 知的財産権状況報告書（参照様 報告 ６０日以内
取り消された場合 式１） ※事務連絡

※審査官庁から送付された文書 で可
を添付

⑥ 知的財産権を放棄する場合 知的財産権状況報告書（参照様 事前報告 期限なし
式１） ※事務連絡
※特許証の写し等、放棄する知 で可
的財産権を取得した際の公的
文書の添付

⑦ 産業財産権等を自ら実施した 知的財産権状況報告書（参照様 遅滞なく報 期限なし
とき及び第三者にその実施を許 式１） 告
諾した場合 ※許諾先の業務内容等がわかる ※事務連絡

資料を添付 で可

⑧ 国外で出願する場合 国外での産業財産権等出願等報 事前報告 期限なし
告書（別紙様式第８号）

⑨ 国外で実施する場合 国外での知的財産権実施事前申 事前協議 期限なし
請書（別紙様式第９号）

⑩ 第三者に移転する場合 知的財産権移転事前申請書（別 事前協議 期限なし
紙様式第１０号）

⑪ 第三者への専用実施権等の設 知的財産権の専用実施権等の設 事前協議 期限なし
定等（独占的通常許諾を含む。） 定等事前申請書（別紙様式第１
をする場合 １号）

⑧～⑪までの別紙 別紙様式第８号から第１１号ま ⑧～⑪に ⑧～⑪に同じ
での別紙 同じ

⑫ ⑩及び⑪が行われた場合 知的財産権状況報告書（参照様 遅滞なく報 期限なし
式１） 告
※その旨がわかる資料を添付

⑬ 著作物等の研究成果を公表す 書面 報告（場合 名称使用の都
る場合（「５．（１）論文、学 により事前 度
会、シンポジウム等における研 協議）
究成果の公表）

⑭ 事業の成果を公表する場合 書面 報告（場合 委託事業最終
（「５．（２）新聞、テレビ等 により事前 年度の翌年度
メディアにおける成果の公表） 協議） まで（ただし、

事業名を公表
する場合には
期限なし）
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６．秘密の保持

委託事業に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず第三者（コンソーシアムの構成

員以外の者）に漏らすことは禁止しています。ただし、以下に該当する情報は対象外です。

秘密の保持を徹底するため、得られた研究成果をもとに共同研究等を別途実施する際には事前にご

相談ください。

●秘密保持対象外の情報

① 知り得た際、既に受託者が保有していたことを証明できる情報

② 知り得た後、受託者の責めによらず公知となった情報

③ 秘密を保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明で

きる情報

④ 技術会議事務局から開示された情報によることなく受託者が独自で開発して得たことを証明で

きる情報

⑤ 事前協議により技術会議事務局の同意を得た情報

・研究成果に係る情報の共有についての事前協議は、「参照様式３」により提出してください。

また、その他の事案が発生した場合は、事務局までご相談ください。
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書 式 集

委 託 契 約 書 委託プロジェクト研究標準例 Ｐ４１

別 紙 様 式 第 １ 号 委託プロジェクト研究 委託事業計画書 Ｐ５１

委 託 契 約 書 農食研究推進事業推進事業標準例 Ｐ５５

別 紙 様 式 第 １ 号 農食研究推進事業 委託事業計画書 P６６

【 共 通 様 式 】

別 紙 様 式 第 ２ 号 委託事業実績報告書 Ｐ６９

別 紙 様 式 第 ３ 号 委託事業委託費概算払・精算払請求書 Ｐ７３

別 紙 様 式 第 ４ 号 委託事業中止申請書 Ｐ７４

別 紙 様 式 第 ５ 号 委託事業計画変更承認申請書 Ｐ７５

別 紙 様 式 第 ６ 号 確認書 P７６

別紙様式第７ー１号 発明等報告書(ｺﾝｿｰｼｱﾑ用) Ｐ７７

別紙様式第７ー２号 発明等報告書(研究機関用) Ｐ７８

別 紙 様 式 第 ８ 号 国外での産業財産権等出願等報告書 Ｐ７９

別 紙 様 式 第 ９ 号 国外での知的財産権実施事前申請書 Ｐ８０

別紙様式第１０号 知的財産権移転事前申請書 Ｐ８１

別紙様式第１１号 専用実施権等の設定等事前申請書 Ｐ８２

（ 別 紙 ） 別紙様式第８号、第９号、第１０号及び第１１号 Ｐ８３

の別紙の 様式

別紙様式第１２号 収益状況報告書 Ｐ８５

（ 参 照 様 式 １ ） 知的財産権状況報告書 Ｐ８６

（ 参 照 様 式 ２ ） [報告様式]●●プロジェクト研究における研究成 P８７

果の発表予定について

（ 参 照 様 式 ３ ） 研究成果に係る情報の共有についての事前協議書 P８８

（ 参 照 様 式 ４ ） ○○委託事業に係る財産継続使用実績報告書 P８９

「研究成果」原稿作成要領 P９１

40



委 託 契 約 書（案）

支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長 △△ △△（以下「甲」という ）は、○○コンソ。
ーシアム（以下「乙」という ）の構成員を代表する法人○○○○○○○長△△ △△と、平成○○年。
度○○○○委託事業の委託について、次のとおり委託契約を締結する。

（実施する委託事業）
第１条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。

（１）委託事業名
平成○○年度○○○○委託事業（以下「本委託事業」という ）。

（２）本委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり

（３）履行期限
平成○○年○月○○日

（本委託事業の遂行）
第２条 乙は、本委託事業を、第１条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければな

らない。当該計画が変更されたときも同様とする。
２ 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務

を行わなければならない。

（委託費の限度額）
第３条 甲は、本委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、金■■■，■■■，■■■円

（うち消費税及び地方消費税の額■■，■■■，■■■円）を超えない範囲内で乙に支払うものと
する。
（注 「消費税及び地方消費税の額は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２８条第１項及び）
第２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及び第７２条の８３の規定
により算出したもので、委託費の額に１０８分の８を乗じて得た金額である。

、 。２ 乙は 委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない
当該計画が変更されたときも同様とする。

（契約保証金）
第４条 会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、予

算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第３号の規定により免除する。

（再委託の禁止）
第５条 乙は、本委託事業を第三者に委託してはならない。

（研究成果及び事業実績の報告）
第６条 乙は、本委託事業が終了したとき（本委託事業を中止したときを含む ）は、遅滞なく本委託。

（ ） 。事業の成果を記載した委託事業実績報告書 別紙様式第２号 正副２部を甲に提出するものとする
２ 乙は、本委託事業の最終年度においては、農林水産技術会議事務局が発行する「研究成果シリー

ズ」の原稿を、甲が別途定める期限までに、甲の指示に従い、甲に提出するものとする。なお、当
該原稿については、第１８条第４項に規定する発明等報告書その他これらに類するものに含まれる
ものとする。

（検査）
第７条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内

容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を
提出させ、又は実地に検査を行うものとする。

（委託費の額の確定）
第８条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、

委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
２ 前項の委託費の確定額は、本委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に規定する委託費

の限度額のいずれか低い額とする。

（委託費の支払）
第９条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から

３０日以内にその支払を行うものとする。
２ 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請求

（Ｈ２７委託プロジェクト研究標準例）
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により概算払をすることができるものとする。
３ 乙は、前二項の規定により委託費の請求をするときは、請求書（別紙様式第３号）正副２部を甲

に提出するものとする。

（過払金の返還）
第１０条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第８条第１項に規定する委託費の確定額を超えるとき

は、その超える金額について、甲の指示により返還するものとする。

（本委託事業の変更、中止等）
、 、 、第１１条 乙は 天災地変その他やむを得ない事由により 本委託事業の遂行が困難となったときは

委託事業中止申請書（別紙様式第４号）正副２部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又
は契約の一部を変更するものとする。

２ 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。

（委託事業計画の変更）
第１２条 乙は、前条に規定する場合を除き、第１条に規定する委託事業計画書に記載された事項を

、 （ ） 、変更しようとするときは 委託事業計画変更承認申請書 別紙様式第５号 正副２部を甲に提出し
その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の２の収支予算の支出の部の区分の欄
に掲げる費目の相互間（直接経費から一般管理費への流用を除く ）における３０％以内の流用につ。
いては、この限りではない。

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。

（不正申請又は不正等行為に対する対応等）
農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン（平成１８第１３条 乙は、

年１２月１５日１８農会第１１４７号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下
「研究不正対応ガイドライン」という ）に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実。
施しなければならない。

乙は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）を行ってはならない。２
乙は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（平成19年10月1日19農会第706号農３

、 、 。 「 」 。）林水産技術会議事務局長 林野庁長官 水産庁長官通知 以下 公的研究費管理ガイドライン という
による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。

４ 甲は、乙がこの契約の締結に際しての不正の申請（以下「不正申請」という ）又は委託業務の実。
施に当たっての不正、不当な行為若しくは第２項の特定不正行為（以下「不正等行為」という ）を。
した疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。

５ 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければな
らない。

６ 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、
必要と認めるときは、乙に通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査（以下「立入調査」という ）を。
することができる。

７ 甲は、第５項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三
項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。

８ 甲は、第５項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかにな
ったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求
することができる。

９ 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表する
ことができる。

研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、
ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。

、 、 、11 甲は 前項の履行状況調査の結果 乙の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は
乙に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。

12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。

（契約の解除等）
第１４条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、

既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。

（違約金）
第１５条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の

１００分の１０に相当する額を請求することができる。

（利息金）
第１６条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
２ 利息金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの
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日数に応じ、年利５パーセントの割合により計算するものとする。

（知的財産権等の範囲）
第１７条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
（１）特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という 、特許法に。）

規定する特許を受ける権利 実用新案法 昭和３４年法律第１２３号 に規定する実用新案権 以、 （ ） （
下「実用新案権」という 、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法（昭和３。）
４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意匠権」という 、意匠法に規定する意匠登録。）
を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する

（ 「 」 。）、 、回路配置利用権 以下 回路配置利用権 という 回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成者権」という 、種苗法に。）
規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利（以下「産業財産権
等」と総称する ）。

（２）著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第２８条までに規定するすべての
権利を含む ）及び外国におけるこれら権利に相当する権利（以下「著作権」という ）。 。

（３）第２４条の協議において指定された研究成果を使用する権利
２ この契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権

の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものにつ
いてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウの対象となるもの
についてはその案出をいう。

３ この契約書の第１８条から第２４条において「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、
実用新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第３項に定める行為、半導体集積回路の回路
配置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第２１
条から第２８条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用
する行為をいう。

（知的財産権の帰属）
第１８条 甲は、契約締結日に乙の構成員が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書（別紙

様式第６号）による書面で甲に届け出た場合、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を当該乙の
構成員から譲り受けないものとする。

（１）乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る発明等を行った場合には、産業財産権等の出願又
は申請を行う前に、発明等報告書（別紙様式第７－２号）を甲に報告すること。乙は、乙の構成
員から発明等報告書の提出があった場合には、乙の構成員が産業財産権等の出願又は申請を行う
前に、別紙様式第７－１号により、甲にその旨を報告すること。

（２）乙の構成員は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める
場合には、無償で本委託事業の研究成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾すること。

（３）乙の構成員は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権
を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的
財産権の活用を促進するために特に必要であるとして、その理由を明らかにして求めるときは、
当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾すること。

（４）乙の構成員が、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実
施権若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移
転の承諾（独占的通常実施権を含む。以下「専用実施権等の設定等」という ）をする場合には、。
合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の
承認を受けること。
イ 子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう ）又は親。

会社（同条第４号に規定する親会社をいう ）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定。
等をする場合

ロ 承認TLO 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 平（ （
成１０年法律第５２号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項の変更の承認を受

。）） （ ）けた者を含む 又は認定TLO 同法第１２条第１項又は同法第１３条第１項の認定を受けた者
に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
（５）乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について自ら又は乙の構成員から許諾

を受けた者が国外で実施する場合には、あらかじめ甲の承諾を得ること。
２ 甲は、乙の構成員が第１項で規定する書面を提出しない場合、当該乙の構成員から本委託事業の

研究成果に係る知的財産権を譲り受けるものとする。なお、甲が承継することとなった当該知的財
産権については、乙の構成員は、甲の指示によりこれを保管、利用等するものとする。

３ 乙の構成員は、第１項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしてお
らず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、本委託事業の研
究成果に係る知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。また、当該知的財産権を無償で
甲に移転することとなった場合において、当該知的財産権を既に出願していた場合には甲への名義
変更を行い、当該知的財産権を既に取得していた場合には甲へ当該知的財産権を移転するものとす

4343



（Ｈ２７委託プロジェクト研究標準例）

る。なお、名義変更等により発生する費用は、乙の構成員が負担するものとする。
４ 前各項の規定にかかわらず、発明等報告書その他これに類するものに係る著作権は甲に帰属する

ものとする。

（研究成果に係る著作物の利用行為）
第１９条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に当たっ

ては、当該公表が行われる前に、当該公表について甲に報告するものとし、甲が必要と認めた場合
には、その承諾を得るものとする。なお、公表に際し、本委託事業による研究成果である旨を明示
しなければならない。

２ 乙の構成員は、前条第１項の規定にかかわらず、本委託事業により甲に納入された著作物（発明
等報告書その他これに類するものを除く ）に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必。
要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したも
のとする。

３ 乙の構成員は、前項において、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、乙の構成員が著
作者人格権を行使しようとする場合であって、乙が特に行使の必要があると認める場合には、甲に
対してその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作
者が乙の構成員以外の者であるときも、同様とする。

（知的財産権の報告等）
、 （ 「 」第２０条 乙の構成員は 本委託事業の研究成果に係る産業財産権等の出願又は申請 以下 出願等

という ）を行った場合及びその出願等に関して設定の登録等を受けた場合は、出願等及び設定の登。
録等の日から６０日以内に、産業財産権等審査官庁から送付される関連書類を添付して、書面によ
り、甲に提出しなければならない。当該出願等が拒絶され、又は権利が取り消された場合にも同様
とする。また、乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産権等の出願等を国外で行う場
合には、当該出願等を行う前に、国外での産業財産権等出願等報告書（別紙様式第８号）を甲に提
出しなければならない。

２ 乙の構成員は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特
許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）第２３条第６項に従い、以下の記載例を参考に
して、当該出願書類に国の委託事業の研究成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願記載例（願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入 】）
「国等の委託研究の成果に係る特許出願（平成○年度農林水産省「○○委託プロジェクト研究」産
業技術力強化法第１９条の適用を受ける特許出願 」）

３ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその
実施を許諾したとき（ただし、第２２条第３項に規定する場合を除く ）は、書面により、遅滞なく。
甲に提出しなければならない。

４ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求め
に応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を、書面により、甲に報告しなければな
らない。

５ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について、自ら又は乙の構成員から許諾
を受けた者が国外で実施する場合には、国外での知的財産権実施事前申請書（別紙様式第９号）を
甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。

６ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る著作物（発明等報告書その他これに類するものを除
く ）のうち、次の各号に掲げるものについて、甲からの求めがあった場合、当該著作物を電磁的記。
録媒体に記録して甲に提出するものとする。

（１）著作権法第２条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
（２）プログラムの手引書その他これに類するもの
（３）乙の構成員が著作権の行使又は第三者への著作権の利用の許諾を行うもの

（知的財産権の移転）
第２１条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合

（本委託事業の研究成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転
する場合を除く ）には、第１８条から第２４条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者。
に約させなければならない。

２ 乙の構成員は 前項の移転を行う場合には 当該移転を行う前に 知的財産権移転事前申請書 別、 、 、 （
紙様式第１０号）を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により
移転する場合及び第１８条第１項（４）のイからハまでに定める場合には、この限りでない。

３ 乙の構成員は、第１項の移転を行ったときは、書面により、遅滞なく甲に提出しなければならな
い。

（知的財産権の許諾）
第２２条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を

許諾する場合には、第１８条、第１９条、本条及び第２４条の規定の適用に支障を与えないよう当
該第三者に約させなければならない。
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２ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等
の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施権等の設定等事前申請書（別紙様式第
１１号）により甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、乙の構成員が通常実施許諾
しようとする相手方が外国籍を有する者である場合も同様とする。ただし、第１８条第１項（４）
のイからハまでに定める場合には、この限りでない。

３ 乙の構成員は、前項の専用実施権等の設定等を行ったときは、書面により、遅滞なく甲に提出し
なければならない。

（知的財産権の放棄）
第２３条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行

う前に、その旨を書面により、甲に報告しなければならない。

（ノウハウの指定）
第２４条 甲、乙及び乙の構成員は、協議の上、発明等報告書に記載された研究成果のうち、秘匿す

ることが可能であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、効率的に活用するためには公表す
ることが適当でないものについて、ノウハウとして、速やかに指定するものとする。

２ ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
３ 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙及び乙の構成員が協議において、決定するものとし、原則とし

て、委託事業完了の翌日から起算して５年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、
協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

（職務発明規程の整備）
、 、 、 （ 「 」第２５条 乙は 乙の構成員に対し 契約の締結後速やかに その従業者又は役員 以下 従業者等

という ）が本委託事業を実施するために行った行為の結果得られた研究成果に係る知的財産権は、。
当該乙の構成員に帰属する旨の契約をその従業者等と締結させ、又はその旨を規定する職務発明規
程等を定めさせなければならない。ただし、当該乙の構成員が知的財産権を従業者等から当該乙の
構成員に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規程等を定
めており、これらを本委託事業に適用できる場合はこの限りではない。

（知的財産権等の使用）
、 、第２６条 乙の構成員は 知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

（財産の管理）
第２７条 乙は 乙の構成員が本委託事業を実施するに当たって委託費により購入又は取得 以下 取、 （ 「

得」という ）した財産（以下「取得財産」という ）の所有権（取得財産に係るその他の権利を設。 。
定した場合には、これら権利を含むものとする。以下同じ ）については、本委託事業の終了の時期。
（本委託事業が、甲が複数年度において実施することを予定する研究事業の一部として行われるも
のである場合には、当該研究事業の最終年度に当たる委託事業の終了の時期とする。以下この条か
ら第３０条までにおいて同じ ）までの間、当該財産を取得した乙の構成員にこれを帰属させるもの。
とする。

２ 乙は、本委託事業の終了の時期までの間における取得財産の所有権の移転については、乙の構成
、 。員の間において行う場合及び甲が特に必要があると認める場合を除き これを行わないものとする

なお、乙の構成員の間において所有権の移転を行った場合には、甲に新たな所有権者を報告するも
のとする。

３ 乙は、取得財産について、本委託事業が終了したときに甲がその引渡しを請求した場合には、こ
れを当該財産を所有する乙の構成員から甲に引き渡させなければならない。

４ 乙は、取得財産について、本委託事業で取得したものであることを示すため、これに表示票を添
付して管理しなければならない。

（財産の継続使用）
第２８条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することができるものとす

る。
２ 乙は、本委託事業の終了の時期において、乙の構成員が取得財産を研究目的で継続使用すること

を望む場合には、第６条第１項に規定する委託事業実績報告書に、その旨、継続使用を希望する当
該構成員の名称、継続使用の目的及び希望する継続使用期間を明記するとともに、継続使用につい
て甲の承諾を得なければならない。

３ 甲は、前項の場合において、継続使用を希望する乙の構成員の継続使用の目的が研究目的その他
適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、当該構成員の希望する期
間における継続使用を認めるものとする。

４ 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産について、継続使用を行う乙の構成
員（以下「継続使用者」という ）が、甲が認めた目的以外の目的による使用をし、又は甲の許可を。
得ない処分等不適切な行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合
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には、継続使用者による継続使用を中止させることができるものとする。
５ 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、乙は、

継続使用を中止した時点における残存価額を、継続使用者から甲に納付させるものとする。なお、
この場合、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。

（財産管理に係る費用の負担等）
第２９条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担する

とともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙の構成員以外の第三者が損害を
受けた場合には、当該構成員にその責任を負わせなければならない。前条第３項により継続使用が
認められた財産についても、同様とする。

（財産の処分）
第３０条 乙は、本委託事業の終了の時期において、取得財産について継続使用の希望がない場合に

、 。 、 、 、は 当該取得財産を適切に処分しなければならない このとき 乙は 事前に当該財産の残存価額
その算定根拠、処分方針及び当該方針に係る処分費用について、第６条第１項に規定する委託事業
実績報告書に明記し、甲に提出しなければならない。

２ 乙は、第２８条第３項の規定により認められた継続使用が終了したときは、継続使用者に、当該
取得財産を適切に処分させなければならない。このとき、乙は、当該継続使用者に、事前に継続使
用の実績、継続使用した財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該処分方針に係る処分費
用について、書面により、甲に報告させなければならない。

３ 甲は、前二項の処分方針について、これを認める場合には、その旨を乙に通知するものとし、認
めない場合には、甲乙協議の上、処分方針を決定するものとする。

４ 乙及び継続使用者は、前項において処分方針を認める通知がなされ、又は処分方針が決定された
場合には、その方針に従って取得財産の処分を行うものとする。

５ 第１項に係る取得財産については、前項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を
引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、甲にその額を返納するものとする。なお、処分に
要する費用は、乙が負担するものとする。

６ 第２項に係る取得財産については、第４項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用
を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、継続使用者に、甲にその額を返納させなければ
ならない。なお、処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。

（本委託事業の調査）
第３１条 甲は、必要に応じ、乙に対し、本委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項に

ついて所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなけれ
ばならないものとする。

（帳簿等）
第３２条 乙は、本委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補

助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
２ 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うも

のとし、新たに物品等を取得した場合には、第６条第１項に規定する実績報告書においてその所有
者を確実に報告できるよう、記帳等の管理を行うものとする。

３ 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類
（ 「 」 。） 、 、又は証拠物 以下 証拠書類等 という を 乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず

当該委託事業終了の翌年度の４月１日から起算して５年間、整備・保管しなければならない。
４ 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委

託費の支払実績額を記載しなければならない。
５ 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認め

た場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けてい
る場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。

（旅費及び賃金）
第３３条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の実施要領に定

める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
２ 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等

に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に
従い当該額を返還しなければならない。

（普及・事業化等への協力）
第３４条 乙は、本委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民

理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるもの
とする。

２ 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努
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めるものとする。

（追跡調査）
第３５条 甲は、本委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に

報告を求めることができるものとする。

（秘密の保持）
第３６条 乙及び本委託事業に従事する者（従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という ）。

は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはな
らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。

（１）知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
（２）知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
（３）秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
（４）甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
（５）事前協議により、甲の同意を得た情報

（個人情報に関する秘密保持等）
第３７条 乙及び本委託事業従事者は、本委託事業に関して知り得た個人情報（生存する個人に関す

る情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む ）をいう。以下同じ ）を本委託事業の遂行に使用する以外に使用。 。
し、又は提供してはならない。

２ 乙及び本委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に利用してはならない。

３ 前二項については、本委託事業が終了した後においても同様とする。

（個人情報の複製等の制限）
第３８条 乙は、本委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存す

る場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以
外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応）
第３９条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場

合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被
害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。

（本委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却）
第４０条 乙は、本委託事業が終了したときは、本委託事業において保有した各種媒体に保管されて

いる個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとと
もに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。

（個人情報の保護）
第４１条 甲は、本委託事業における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り

扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。

（事故の報告）
第４２条 乙は、本委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事

故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必
要な措置を講じなければならない。

（協議、報告書等の履行）
第４３条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙の構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙

の構成員を代表して甲と本契約を締結した者（次条において「代表機関」という ）がこれを行うも。
のとする。

（乙の解散に係る権利義務の承継）
第４４条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者につい

て、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければ
ならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと
認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その代表機関に承継されたものとみな
す。
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（疑義の解決）
第４５条 乙は、前各条のほか、この委託契約書の実施について甲が別途定める細則を遵守しなけれ

ばならない。
、２ この委託契約書及び前項の細則に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には

甲乙協議の上、解決するものとする。
３ 本委託事業に関する訴えの第一審は、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものと

する。

（特約条項）
第４６条 この委託契約書に定める条項以外の特約条項は、別紙｢談合等の不正行為及び暴力団の関与

に関する特約条項｣に定めるとおりとする。

上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有するものとする。

平成 年 月 日

委託者（甲） 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 △△ △△ 印

受託者（乙）

、 。※ 本書式は委託プロジェクト研究の標準例であり 先端技術展開事業は以下の条文が追加されます

（収益状況の報告）
第２７条 乙は、本委託事業の実施により乙の構成員に相当の収益が生じた場合、本委託事業の成果

による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書（別紙様式第１２号）を、別添の委託事業計画
書に記載された事業実施期間中の各年度末の翌日から起算して９０日以内に甲に提出しなければな
らない。

２ 乙は、前項に規定する収益状況報告書を甲に提出する際は、乙が別途指示する期日までに、乙の
各構成員から同報告書を提出させ、それぞれの収益状況を取りまとめた上で、甲に提出しなければ
ならない。

（収益の納付）
第２８条 乙は、前条第１項の収益状況報告書を甲が精査した結果、本委託事業の実施により乙の構

成員に相当の収益が生じたと認めたときは、甲の指示により、当該収益の一部に相当する金額を甲
に納付しなければならない。

２ 乙の構成員が前項の規定により収益を納付する期間は、前条の規定により収益状況報告書を提出
する期間と同様とする。

３ 本委託事業の成果の企業化により乙の構成員に収益が発生した場合における納付額は、次の算式
により算出される金額とする。
納付額＝収益額×（委託費の確定額の総額／企業化に係る総費用）×企業化利用割合×１／２

４ 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
収益額 本委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第８条に基づき確定された各年度における委
託費の総額
企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額
企業化利用割合 製品全体の製造原価に占める本委託事業に係る成果物の製造原価の割合
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別 紙

談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項

（談合等の不正行為に係る解除等）
第１条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を

解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することがで
きる。

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という ）第７条又は第８条の２（同法第８。
条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る ）の規定による排除措置命令を行ったとき、。
同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）の規定によ。
る課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による課徴
金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業
員を含む。次条第１項第４号及び第２項第２号において同じ ）が刑法（明治４０年法律第４５。
号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第
１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処
分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）
第２条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全

部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する金額を、違約金
として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２（同法第８条
第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る ）の規定による排除措置命令を行い、当該排除。
措置命令が確定したとき。

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３
において読み替えて準用する場合を含む ）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命。
令が確定したとき。

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の
規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（４）乙又は乙の代理人に係る刑法第９６条の６又は第１９８条若しくは独占禁止法第８９条第１項
又は第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の
契約金額の１００分の１０に相当する金額のほか、契約金額の１００分の５に相当する金額を違約
金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

（１）前項第２号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規定の適
用があるとき。

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であ
ることが明らかになったとき。

３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除）
第３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解

除することができる。
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合。

は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう ）の代表者、団体である場。
合は代表者 理事等 その他経営に実質的に関与している者をいう 以下同じ が 暴力団 暴、 、 。 。） 、 （
力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以。
下同じ ）であるとき。

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている
とき

（Ｈ２７委託プロジェクト研究標準例）
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（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除）
第４条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何

らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
（５）その他前各号に準ずる行為

（暴力団が関与していない旨の表明確約）
第５条 乙は、第３条の各号及び第４条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわ

たっても該当しないことを確約する。

（暴力団関与の場合の損害賠償）
第６条 甲は、第３条又は第４条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害

について、何ら賠償又は補償することを要しない。
２ 乙は、甲が第３条又は第４条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたと

きは、その損害を賠償するものとする。

（暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告）
第７条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不

当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介
入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（Ｈ２７委託プロジェクト研究標準例）
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別紙様式第１号

１　事業内容
ア　事業実施方針（研究目標）及び研究（調査）内容

イ　事業実施期間
　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

ウ　担当者

エ　研究及び報告の方法

２　収支予算
収入の部

予　　算　　額
円

国庫委託費 うち消費税及び地方消費税の額 円

計

支出の部
予　　算　　額

円
人件費
謝金 円
国内旅費 円
外国旅費 円
委員等旅費 円
試験研究費 円
（うち賃金 円)

試験研究費の１５％以内

計

直接経費

一般管理費

消費税等相当額 人件費、謝金、外国旅費、賃金に係る消費税等

区　　　分 備　　　　　　　考

委　託　事　業　計　画　書

　受託者が事業を終了したときは、実績報告書２部を作成し、当該事業に係る委託者に平成　　年　　月　　日
までに報告すること。

区　　　分 備　　　　　　　考
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３　物品購入計画

　　　　　別記１のとおり

４　支払計画（概算払請求限度額）

第１・四半期 第２・四半期

円 円

５　構成員の事業計画

　ア　担当事業名

　　　　　別記２のとおり

　イ　構成員名

　　　　　別記２のとおり

　ウ　構成員の事業内容、研究費の限度額

　　　　　別記２のとおり

　エ　想定される研究成果の概要

　　　　　別記２のとおり

　オ　研究成果の知的財産としての取扱い

　　　　　別記２のとおり

　カ　結果報告及び取扱い

　　　　　　　結果の報告は、報告書によるものとする。

第３・四半期 第４・四半期

円 円
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別記１

３　物品購入計画

単　価 金　額

円 円

（注）　記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が５万円以上の物品とする。

　ただし、開発研究用器具及び備品（試験または測定機器、計算機器、撮影機器及び顕微鏡）を購入する場合に記載する品目は、取
得価格が10万円以上の物品とする。

品　　　　　名 規　　　　格 員数
購入予定

使用目的 備考
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別記２
５　構成員の事業計画

ア　担当事業名 ウ　構成員の事業内容
エ　想定される研究成
果の概要（※１）

オ　研究成果の知
的財産としての取扱

い（※２）

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

住所 ４

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

イ　構成員名

（記載例１）
品種○○の最適な栽
培管理法が確立でき
る見込み。

1

名称

本年度に得られる
研究成果は、研究
途中のものである
ため。

（記載例２）
○○の加工を行える
△△装置が開発され
る見込み。

２

（特許権）
名称

（記載例３）
○○技術の開発に必
要な基本データが蓄
積されるとともに、△
△の特性評価結果が
得られる見込み。

名称

（記載例４）
○○抵抗性及び△△
への加工適性に優れ
た有望系統が育成さ
れる見込み。

２

（育成者権）
名称

名称

名称

名称

※１　エは、ウの事業内容に関し、履行期限までに得られると想定される研究成果の概要を課題ごとに記載すること。

※２　オは、エに記載した研究成果について、計画時点で想定している知的財産としての取扱いを、以下の該当番号から選択し記載すること。
　　　　　１　本年度中に権利化せずに論文等による公開
　　　　　２　本年度中に権利出願（知的財産権の種類について記載すること。）
　　　　　３　本年度中に秘匿
　　　　　４　翌年度以降において知的財産としての取扱い方針を決定（理由について記載すること。）

名称
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委 託 契 約 書（案）

支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長 △△ △△（以下「甲」という。）は、○○コンソ
ーシアム（以下「乙」という。）の構成員を代表する○○法人○○長 △△ △△と、平成○○年度
農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業（○○課題）の委託について、次のとおり委託
契約を締結する。

（実施する委託事業）
第１条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
（１）委託事業名

平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業（○○課題）（以下「本
委託事業」という。）

（２）本委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり

（３）履行期限
平成○○年○月○○日

（本委託事業の遂行）
第２条 乙は、本委託事業を、第１条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければな
らない。当該計画が変更されたときも同様とする。

２ 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務
を行わなければならない。

（委託費の限度額）
第３条 甲は、本委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、金■■，■■■，■■■円
（うち消費税及び地方消費税の額■■■，■■■円）を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
（注）「消費税及び地方消費税の額は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２８条第１項及び
第２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及び第７２条の８３の規定
により算出したもので、委託費の額に１０８分の８を乗じて得た金額である。

２ 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。
当該計画が変更されたときも同様とする。

（契約保証金）
第４条 会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、予
算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第３号の規定により免除する。

（再委託の禁止）
第５条 乙は、本委託事業を第三者に委託してはならない。

（研究成果及び事業実績の報告）
第６条 乙は、本委託事業が終了したとき（本委託事業を中止したときを含む。）は、遅滞なく本委託
事業の成果を記載した委託事業実績報告書（別紙様式第２号）正副２部を甲に提出するものとする。

（検査）
第７条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内
容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を
提出させ、又は実地に検査を行うものとする。

（委託費の額の確定）
第８条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、
委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。

２ 前項の委託費の確定額は、本委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に規定する委託費
の限度額のいずれか低い額とする。

（委託費の支払）
第９条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から
３０日以内にその支払を行うものとする。

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請求
により概算払をすることができるものとする。

（H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例）
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３ 乙は、前二項の規定により委託費の請求をするときは、請求書（別紙様式第３号）正副２部を甲
に提出するものとする。

（過払金の返還）
第１０条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第８条第１項に規定する委託費の確定額を超えるとき
は、その超える金額について、甲の指示により返還するものとする。

（本委託事業の変更、中止等）
第１１条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、本委託事業の遂行が困難となったときは、
委託事業中止申請書（別紙様式第４号）正副２部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又
は契約の一部を変更するものとする。

２ 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
３ 乙が研究連携協定に基づいて本委託事業を受託した場合であって、契約締結後に協定の内容が変
更され、又は失効した場合は、乙は、遅滞なく甲にその旨を報告するものとする。

４ 前項の規定により報告がなされた場合には、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更
を行うものとする。

（委託事業計画の変更）
第１２条 乙は、前条に規定する場合を除き、第１条に規定する委託事業計画書に記載された事項を
変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書（別紙様式第５号）正副２部を甲に提出し、
その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の２の収支予算の支出の部の区分の欄
に掲げる費目の相互間（直接経費から間接経費への流用を除く。）における３０％以内の流用につい
ては、この限りではない。

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。

（不正申請又は不正等行為に対する対応等）
第１３条 乙は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン（平成１８
年１２月１５日１８農会第１１４７号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下
「研究不正対応ガイドライン」という。）に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実
施しなければならない。

２ 乙は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）を行ってはならない。
３ 乙は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（平成１９年１０月１日１９農会第
７０６号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライ
ン」という。）による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。

４ 甲は、乙がこの契約の締結に際しての不正の申請（以下「不正申請」という。）又は委託業務の実
施に当たっての不正、不当な行為若しくは第２項の特定不正行為（以下「不正等行為」という。）を
した疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。

５ 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければな
らない。

６ 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、
必要と認めるときは、乙に通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査（以下「立入調査」という。）を
することができる。

７ 甲は、第５項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三
項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。

８ 甲は、第５項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかにな
ったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求
することができる。

９ 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表する
ことができる。

10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理
ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。

11 甲は、前項の履行状況調査の結果、乙の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、
乙に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。

12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。

（契約の解除等）
第１４条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、
既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。

（違約金）
第１５条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の
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１００分の１０に相当する額を請求することができる。

（利息金）
第１６条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
２ 利息金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの
日数に応じ、年利５パーセントの割合により計算するものとする。

（知的財産権等の範囲）
第１７条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
（１）特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、特許法に

規定する特許を受ける権利、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権（以
下「実用新案権」という。）、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法（昭和３
４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意匠権」という。）、意匠法に規定する意匠登録
を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する
回路配置利用権（以下「回路配置利用権」という。）、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、
種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成者権」という。）、種苗法に
規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利（以下「産業財産権
等」と総称する。）

（２）著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第２８条までに規定するすべての
権利を含む。）及び外国におけるこれら権利に相当する権利（以下「著作権」という。）

（３）第２４条の協議において指定されたノウハウを使用する権利
２ この契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権
の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものにつ
いてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウの対象となるもの
についてはその案出をいう。

３ この契約書の第１８条から第２４条において「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、
実用新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第３項に定める行為、半導体集積回路の回路
配置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第２１
条から第２８条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用
する行為をいう。

（知的財産権の帰属）
第１８条 甲は、契約締結日に乙の構成員が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書（別紙
様式第６号）による書面で甲に届け出た場合、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を当該乙の
構成員から譲り受けないものとする。
（１）乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る発明等を行った場合には、産業財産権等の出願又

は申請を行う前に、発明等報告書（別紙様式第７－２号）を甲に報告すること。乙は、乙の構成
員から発明等報告書の提出があった場合には、乙の構成員が産業財産権等の出願又は申請を行う
前に、別紙様式第７－１号により、甲にその旨を報告すること。

（２）乙の構成員は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める
場合には、無償で本委託事業の研究成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾すること。

（３）乙の構成員は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権
を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的
財産権の活用を促進するために特に必要であるとして、その理由を明らかにして求めるときは、
当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾すること。

（４）乙の構成員が、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実
施権若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移
転の承諾（独占的通常実施権を含む。以下「専用実施権等の設定等」という。）をする場合には、
合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の
承認を受けること。
イ 子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）又は親
会社（同条第４号に規定する親会社をいう。）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定
等をする場合

ロ 承認TLO（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平
成１０年法律第５２号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項の変更の承認を受
けた者を含む。））又は認定TLO（同法第１２条第１項又は同法第１３条第１項の認定を受けた者）
に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
（５）乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について自ら又は乙の構成員から許諾

を受けた者が国外で実施する場合には、あらかじめ甲の承諾を得ること。
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２ 甲は、乙の構成員が第１項で規定する書面を提出しない場合、当該乙の構成員から本委託事業の
研究成果に係る知的財産権を譲り受けるものとする。なお、甲が承継することとなった当該知的財
産権については、乙の構成員は、甲の指示によりこれを保管、利用等するものとする。

３ 乙の構成員は、第１項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしてお
らず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、本委託事業の研
究成果に係る知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。また、当該知的財産権を無償で
甲に移転することとなった場合において、当該知的財産権を既に出願していた場合には甲への名義
変更を行い、当該知的財産権を既に取得していた場合には甲へ当該知的財産権を移転するものとす
る。なお、名義変更等により発生する費用は、乙の構成員が負担するものとする。

４ 前各項の規定にかかわらず、発明等報告書その他これに類するものに係る著作権は甲に帰属する
ものとする。

（研究成果に係る著作物の利用行為）
第１９条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に当たっ
ては、当該公表が行われる前に、当該公表について甲に報告するものとし、甲が必要と認めた場合
には、その承諾を得るものとする。なお、公表に際し、本委託事業による研究成果である旨を明示
しなければならない。

２ 乙の構成員は、前条第１項の規定にかかわらず、本委託事業により甲に納入された著作物（発明
等報告書その他これに類するものを除く。）に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必
要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したも
のとする。

３ 乙の構成員は、前項において、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、乙の構成員が著
作者人格権を行使しようとする場合であって、乙が特に行使の必要があると認める場合には、甲に
対してその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作
者が乙の構成員以外の者であるときも、同様とする。

（知的財産権の報告等）
第２０条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産権等の出願又は申請（以下「出願等」
という。）を行った場合及びその出願等に関して設定の登録等を受けた場合は、出願等及び設定の登
録等の日から６０日以内に、産業財産権等審査官庁から送付される関連書類を添付して、書面によ
り、甲に提出しなければならない。当該出願等が拒絶され、又は権利が取り消された場合にも同様
とする。また、乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産権等の出願等を国外で行う場
合には、当該出願等を行う前に、国外での産業財産権等出願等報告書（別紙様式第８号）を甲に提
出しなければならない。

２ 乙の構成員は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特
許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）第２３条第６項に従い、以下の記載例を参考に
して、当該出願書類に国の委託事業の研究成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願記載例（願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入）】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願（平成○年度農林水産省「農林水産業・食品産業科学技術
研究推進事業」産業技術力強化法第１９条の適用を受ける特許出願）」

３ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその
実施を許諾したとき（ただし、第２２条第３項に規定する場合を除く。）は、書面により、遅滞なく
甲に提出しなければならない。

４ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求め
に応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を、書面により、甲に報告しなければな
らない。

５ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について、自ら又は乙の構成員から許諾
を受けた者が国外で実施する場合には、国外での知的財産権実施事前申請書（別紙様式第９号）を
甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。

６ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る著作物（発明等報告書その他これに類するものを除
く。）のうち、次の各号に掲げるものについて、甲からの求めがあった場合、当該著作物を電磁的記
録媒体に記録して甲に提出するものとする。
（１）著作権法第２条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
（２）プログラムの手引書その他これに類するもの
（３）乙の構成員が著作権の行使又は第三者への著作権の利用の許諾を行うもの

（知的財産権の移転）
第２１条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合
（本委託事業の研究成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転
する場合を除く。）には、第１８条から第２４条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者
に約させなければならない。

5858



（H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例）

２ 乙の構成員は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、知的財産権移転事前申請書（別
紙様式第１０号）を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により
移転する場合及び第１８条第１項（４）のイからハまでに定める場合には、この限りでない。

３ 乙の構成員は、第１項の移転を行ったときは、書面により、遅滞なく甲に提出しなければならな
い。

（知的財産権の許諾)
第２２条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を
許諾する場合には、第１８条、第１９条、本条及び第２４条の規定の適用に支障を与えないよう当
該第三者に約させなければならない。

２ 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等
の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施権等の設定等事前申請書（別紙様式第
１１号）により甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、乙の構成員が通常実施許諾
しようとする相手方が外国籍を有する者である場合も同様とする。ただし、第１８条第１項（４）
のイからハまでに定める場合には、この限りでない。

３ 乙の構成員は、前項の専用実施権等の設定等を行ったときは、書面により、遅滞なく甲に提出し
なければならない。

（知的財産権の放棄）
第２３条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行
う前に、その旨を書面により、甲に報告しなければならない。

（ノウハウの指定）
第２４条 甲、乙及び乙の構成員は、協議の上、発明等報告書に記載された研究成果のうち、秘匿す
ることが可能であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、効率的に活用するためには公表す
ることが適当でないものについて、ノウハウとして、速やかに指定するものとする。

２ ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
３ 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙及び乙の構成員が協議において、決定するものとし、原則とし
て、委託事業完了の翌日から起算して５年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、
協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

（職務発明規程の整備）
第２５条 乙は、乙の構成員に対し、契約の締結後速やかに、その従業者又は役員（以下「従業者等」
という。）が本委託事業を実施するために行った行為の結果得られた研究成果に係る知的財産権は、
当該乙の構成員に帰属する旨の契約をその従業者等と締結させ、又はその旨を規定する職務発明規
程等を定めさせなければならない。ただし、当該乙の構成員が知的財産権を従業者等から当該乙の
構成員に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規程等を定
めており、これらを本委託事業に適用できる場合はこの限りではない。

（知的財産権等の使用）
第２６条 乙の構成員は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、
その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

（収益状況の報告）
第２７条 乙は、別添の委託事業計画書に記載された研究課題が終了した年度の翌年度から起算して
５年間のうちに、本委託事業の研究成果に係る特許権等の移転、実施権の設定又は成果の企業化が
発生した場合は、本委託事業の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書(別紙様式第
１１号）を、当該発生年度から起算して５年間、甲に提出しなければならない。

２ 乙は、前項に規定する収益状況報告書を甲に提出する際は、乙が別途指示する期日までに、乙の
各構成員から同報告書を提出させ、それぞれの収益状況を取りまとめた上で、甲に提出しなければ
ならない。

３ 第１項に規定する収益状況報告書は、毎事業年度末の翌日から起算して９０日以内に甲に提出す
るものとする。

（収益の納付）
第２８条 乙は、前条第１項の収益状況報告書を甲が精査した結果、本委託事業の実施により乙の構
成員に相当の収益が生じたと認めたときは、甲の指示により、当該収益の一部に相当する金額を甲
に納付しなければならない。

２ 乙の構成員が前項の規定により収益を納付する期間は、前条の規定により収益状況報告書を提出
する期間と同様とする。

３ 本委託事業の成果に係る特許権等の移転又は実施権の設定により乙の構成員に収益が生じた場合
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における納付額は、次の算式により算出される金額とする。
納付額＝収益額×（委託費の確定額の総額／本委託事業に関連して支出された技術開発費総額）
×１／２

４ 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
収益額 特許権等の移転又は実施権の設定により生じた収益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第８条に基づき確定された各年度における委
託費の総額
本委託事業に関連して支出された技術開発費総額 委託費の確定額の総額及び特許権等を得るため
に要した本委託事業以外の技術開発費の合計額

５ 本委託事業の成果の企業化により乙の構成員に収益が発生した場合における納付額は、次の算式
により算出される金額とする。
納付額＝収益額×（委託費の確定額の総額／企業化に係る総費用）×企業化利用割合×１／２

６ 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
収益額 本委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第８条に基づき確定された各年度における委
託費の総額
企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額
企業化利用割合 製品全体の製造原価に占める本委託事業に係る成果物の製造原価の割合

（財産の管理）
第２９条 乙は、乙の構成員が本委託事業を実施するに当たって委託費により購入又は取得（以下「取
得」という。）した財産（以下「取得財産」という。）の所有権（取得財産に係るその他の権利を設
定した場合には、これら権利を含むものとする。以下同じ。）については、本委託事業の終了の時期
（本委託事業が、甲が複数年度において実施することを予定する研究事業の一部として行われるも
のである場合には、当該研究事業の最終年度に当たる委託事業の終了の時期とする。以下この条か
ら第３２条までにおいて同じ。）までの間、当該財産を取得した乙の構成員にこれを帰属させるもの
とする。

２ 乙は、本委託事業の終了の時期までの間における取得財産の所有権の移転については、乙の構成
員の間において行う場合及び甲が特に必要があると認める場合を除き、これを行わないものとする。
なお、乙の構成員の間において所有権の移転を行った場合には、甲に新たな所有権者を報告するも
のとする。

３ 乙は、取得財産について、本委託事業が終了したときに甲がその引渡しを請求した場合には、こ
れを当該財産を所有する乙の構成員から甲に引き渡させなければならない。

４ 乙は、取得財産について、本委託事業で取得したものであることを示すため、これに表示票を添
付して管理しなければならない。

（財産の継続使用）
第３０条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することができるものとす
る。

２ 乙は、本委託事業の終了の時期において、乙の構成員が取得財産を研究目的で継続使用すること
を望む場合には、第６条第１項に規定する委託事業実績報告書に、その旨、継続使用を希望する当
該構成員の名称、継続使用の目的及び希望する継続使用期間を明記するとともに、継続使用につい
て甲の承諾を得なければならない。

３ 甲は、前項の場合において、継続使用を希望する乙の構成員の継続使用の目的が研究目的その他
適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、当該構成員の希望する期
間における継続使用を認めるものとする。

４ 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産について、継続使用を行う乙の構成
員（以下「継続使用者」という。）が、甲が認めた目的以外の目的による使用をし、又は甲の許可を
得ない処分等不適切な行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合
には、継続使用者による継続使用を中止させることができるものとする。

５ 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、乙は、
継続使用を中止した時点における残存価額を、継続使用者から甲に納付させるものとする。なお、
この場合、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。

（財産管理に係る費用の負担等）
第３１条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担する
とともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙の構成員以外の第三者が損害を
受けた場合には、当該構成員にその責任を負わせなければならない。前条第３項により継続使用が
認められた財産についても、同様とする。

6060



（H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例）

（財産の処分）
第３２条 乙は、本委託事業の終了の時期において、取得財産について継続使用の希望がない場合に
は、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、乙は、事前に当該財産の残存価額、
その算定根拠、処分方針及び当該方針に係る処分費用について、第６条第１項に規定する委託事業
実績報告書に明記し、甲に提出しなければならない。

２ 乙は、第３０条第３項の規定により認められた継続使用が終了したときは、継続使用者に、当該
取得財産を適切に処分させなければならない。このとき、乙は、当該継続使用者に、事前に継続使
用の実績、継続使用した財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該処分方針に係る処分費
用について、書面により、甲に報告させなければならない。

３ 甲は、前二項の処分方針について、これを認める場合には、その旨を乙に通知するものとし、認
めない場合には、甲乙協議の上、処分方針を決定するものとする。

４ 乙及び継続使用者は、前項において処分方針を認める通知がなされ、又は処分方針が決定された
場合には、その方針に従って取得財産の処分を行うものとする。

５ 第１項に係る取得財産については、前項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を
引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、甲にその額を返納するものとする。なお、処分に
要する費用は、乙が負担するものとする。

６ 第２項に係る取得財産については、第４項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用
を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、継続使用者に、甲にその額を返納させなければ
ならない。なお、処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。

（本委託事業の調査）
第３３条 甲は、必要に応じ、乙に対し、本委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項に
ついて所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなけれ
ばならないものとする。

（帳簿等）
第３４条 乙は、本委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補
助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。

２ 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うも
のとし、新たに物品等を取得した場合には、第６条第１項に規定する実績報告書においてその所有
者を確実に報告できるよう、記帳等の管理を行うものとする。

３ 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類
又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、
当該委託事業終了の翌年度の４月１日から起算して５年間、整備・保管しなければならない。

４ 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委
託費の支払実績額を記載しなければならない。

５ 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認め
た場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けてい
る場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。

（旅費及び賃金）
第３５条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の実施要領に定
める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。

２ 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等
に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に
従い当該額を返還しなければならない。

（普及・事業化等への協力）
第３６条 乙は、本委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民
理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるもの
とする。

２ 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努
めるものとする。

（追跡調査）
第３７条 甲は、本委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に
報告を求めることができるものとする。

（秘密の保持）
第３８条 乙及び本委託事業に従事する者（従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。）
は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはな
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らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
（１）知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
（２）知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
（３）秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
（４）甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
（５）事前協議により、甲の同意を得た情報

（個人情報に関する秘密保持等）
第３９条 乙及び本委託事業従事者は、本委託事業に関して知り得た個人情報（生存する個人に関す
る情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）を本委託事業の遂行に使用する以外に使用
し、又は提供してはならない。

２ 乙及び本委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に利用してはならない。

３ 前二項については、本委託事業が終了した後においても同様とする。

（個人情報の複製等の制限）
第４０条 乙は、本委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存す
る場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以
外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応）
第４１条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場
合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被
害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。

（本委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却）
第４２条 乙は、本委託事業が終了したときは、本委託事業において保有した各種媒体に保管されて
いる個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとと
もに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。

（個人情報の保護）
第４３条 甲は、本委託事業における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り
扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。

（事故の報告）
第４４条 乙は、本委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事
故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必
要な措置を講じなければならない。

（協議、報告書等の履行）
第４５条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙の構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙
の構成員を代表して甲と本契約を締結した者（次条において「代表機関」という。）がこれを行うも
のとする。

（乙の解散に係る権利義務の承継）
第４６条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者につい
て、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければ
ならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと
認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その代表機関に承継されたものとみな
す。

（疑義の解決）
第４７条 乙は、前各条のほか、この委託契約書の実施について甲が別途定める細則を遵守しなけれ
ばならない。

２ この委託契約書及び前項の細則に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、
甲乙協議の上、解決するものとする。

３ 本委託事業に関する訴えの第一審は、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものと
する。
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（特約条項）
第４８条 この委託契約書に定める条項以外の特約条項は、別紙｢談合等の不正行為及び暴力団の関与
に関する特約条項｣に定めるとおりとする。

上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有するものとする。

平成○○年○月○○日

委託者（甲） 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 △△ △△ 印

受託者（乙）

印

※ 本書式は、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業のうち、シーズ創出ステージ、発展融合
ステージの標準例であり、実用技術開発ステージの第27条第1項の条文は以下のとおりとなります。

（収益状況の報告）
第２７条 乙は、本委託事業の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書（別紙様式第
１２号）を、別添の委託事業計画書に記載された研究課題が終了した年度の翌年度から起算して５
年間、甲に提出しなければならない。ただし、研究課題終了年度の翌年度から起算して５年間のう
ちに、本委託事業の研究成果に係る特許権等の移転、実施権の設定又は成果の企業化が発生した場
合においては、乙は、これに係る収益状況報告書を、当該発生年度から起算して５年間、甲に提出
しなければならない。
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（H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例）

別 紙

談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項

（談合等の不正行為に係る解除等）
第１条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を
解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することがで
きる。
（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は第８条の２（同法第８
条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、
同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ
る課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による課徴
金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業
員を含む。次条第１項第４号及び第２項第２号において同じ。）が刑法（明治４０年法律第４５
号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第
１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処
分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）
第２条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全
部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する金額を、違約金
として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２（同法第８条

第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、当該排除
措置命令が確定したとき。

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３
において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命
令が確定したとき。

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の
規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（４）乙又は乙の代理人に係る刑法第９６条の６又は第１９８条若しくは独占禁止法第８９条第１項
又は第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の
契約金額の１００分の１０に相当する金額のほか、契約金額の１００分の５に相当する金額を違約
金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
（１）前項第２号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規定の適

用があるとき。
（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であ

ることが明らかになったとき。
３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、
甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除）
第３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解
除することができる。
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合
は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場
合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以
下同じ。）であるとき

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている
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（H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例）

とき
（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除）
第４条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何
らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
（５）その他前各号に準ずる行為

（暴力団が関与していない旨の表明確約）
第５条 乙は、第３条の各号及び第４条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわ
たっても該当しないことを確約する。

（暴力団関与の場合の損害賠償）
第６条 甲は、第３条又は第４条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害
について、何ら賠償又は補償することを要しない。

２ 乙は、甲が第３条又は第４条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたと
きは、その損害を賠償するものとする。

（暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告）
第７条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不
当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介
入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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別紙様式第１号 

委 託 事 業 計 画 書 

１ 事業内容 

 

  ア 事業実施方針（研究目標）及び研究（調査）内容 

        平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業実施要領に基づき委託事業を実施する。 

（課題番号：000000 課題名：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○の開発） 

 

 イ 事業実施期間 

        平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 

  ウ 担当者 

 

 

  エ 研究及び報告の方法 

    受託者が事業を終了したときは、実績報告書２部を作成し、当該事業に係る委託者に平成  年  月 

 日までに報告すること。 

 

２ 収支予算 
 
  収入の部 

区   分 予  算  額 備       考 

 
 
国庫委託費 
 
         

 
                       円 

    

 
 
うち消費税及び地方消費税の額        円 

 
 支出の部 

区    分 予  算  額 備       考 

 
 
直接経費 

 
                      円 

 

 
 
物品費                    円 
（うち設備備品費                     円） 
人件費・謝金                            円 
（うち課税事業者分の人件費・謝金           円） 
旅費                            円 
その他                              円 
（うち課税事業者分の消費税等相当額         円） 

間接経費 
 
 
 
計 
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３ 物品購入計画（物品の購入がある場合） 

    

 

 

品   名 

 

 

規  格 

 

 

員数 

 

購  入  予  定 
 

 

使用目的 
 

 
 

備 考  

単 価 
 

金 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

 

       円 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 支払計画（概算請求限度額） 

 

 

  第１・四半期 
 

  第２・四半期 
 

  第３・四半期 
 

  第４・四半期 

 

                   円 

 

 

                  円 

  

 

                   円 

 

 

                   円 

 

 

５ 構成員の事業計画 

 

ア 担当事業名 

       別紙のとおり 

    

イ 構成員名 

別紙のとおり 

    

ウ 構成員の事業の内容、研究費の限度額 

別紙のとおり 

    

エ 想定される研究成果の概要 

別紙のとおり 

 

オ 研究成果の知的財産としての取扱い 

       別紙のとおり 

 

カ 結果の報告及び取扱い 

       結果の報告は、報告書によるものとする。 
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５　構成員の事業計画

課題番号；

ア　委託事業名 ウ　構成員の事業内容
エ　想定される研究成

果の概要(※１)

オ　研究成果の
知的財産として
の取扱い(※２)

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

住所

研究費の限度額：千円

※１　エは、ウの事業内容に関し、履行期限までに得られると想定される研究成果の概要を課題ごとに記載すること。
※２　オは、エに記載した研究成果について、計画時点で想定している知的財産としての取扱いを、以下の該当番号から選択し記載すること。
　　　　　１　本年度中に権利化せずに論文等による公開
　　　　　２　本年度中に権利出願（知的財産権の種類について記載すること。）
　　　　　３　本年度中に秘匿
　　　　　４　翌年度以降において知的財産としての取扱い方針を決定（理由について記載すること。）

平成○○年度農林水産
業・食品産業科学技術
研究推進事業委託事業
（○○課題）

（記載例５）
普及実用化支援機関で
あるため、研究成果は
生じない見込み。

－

名称

平成○○年度農林水産
業・食品産業科学技術
研究推進事業委託事業
（○○課題）

（記載例４）
○○抵抗性及び△△へ
の加工適性に優れた有
望系統が育成される見
込み

２
（育成者権）

名称

平成○○年度農林水産
業・食品産業科学技術
研究推進事業委託事業
（○○課題）

（記載例３）
○○技術の開発に必要
な基本データが蓄積さ
れるとともに、△△の
特性評価結果が得られ
る見込み。 　　　４

本年度に得られ
る研究成果は、
研究途中のもの
であるため。

名称

平成○○年度農林水産
業・食品産業科学技術
研究推進事業委託事業
（○○課題）

（記載例２）
○○の加工を行える△
△装置が開発される見
込み。

２
（特許権）

名称

課題名：

イ　構成員名

平成○○年度農林水産
業・食品産業科学技術
研究推進事業委託事業
（○○課題）

（記載例１）
①品種○○の最適な栽
培管理法が確立できる
見込み。

②○○の新品種開発に
係る系統情報が蓄積さ
れる見込み。

①について：１

②について４
（系統情報が蓄
積される見込み
であるが、本年
度中に品種登録
までは行わない
予定であるた
め）

名称
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別紙様式第２号 
 

平成○○年度○○委託事業実績報告書 
 

番     号 
年  月  日 

   支出負担行為担当官 
   農林水産技術会議事務局長 殿 
   官署支出官 
   農林水産省大臣官房経理課経理調査官 殿 
                                         
                                            住  所 
                                            氏  名                                    印 
 
  平成○○年○○月○○日付け契約のこのことについて、下記のとおり、事業を実施したので、委託
契約書第６条第１項の規定に基づき、その実績を報告します。 
（なお、併せて委託費金○○○○円也の支払を請求します。） 
 

記 
１ 事業の実施状況 

ア 事業項目及び研究対象 
イ 事業実施期間 
ウ 担当者 
エ 事業の成果の概要（成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。） 
オ 事業に係る報告等（対外的に配布又は公表された資料名称を報告すること。） 

 

（注）「エ 事業の成果の概要」には、委託事業実施要領又は委託事業計画書に基づく研究課題ごと

に、その年度に得られた研究成果についてはその概要及び研究計画の達成状況（１課題1,000字

以内）を記載する。本委託事業の研究成果に係る産業財産権等の出願等をしたもの、ノウハウと

して指定したものがあれば、その発明等の名称、出願番号、出願者（ノウハウの提案者）等を記

載。また、研究計画において数値目標を設定した場合には、達成状況を数値化して記載。あわせ

て、委託事業に係るシンポジウムの開催等あれば、その活動状況を記載。 
 

 
２ 収支精算 
 
収入の部  

  
  区  分 

 
 精 算 額 

 
 予 算 額 

  比 較 増 減  
        備    考 

 

    増     減 

 国庫委託費 
 
 
      計 

     うち消費税及び地方消費税の額 
              円 

 
支出の部  

  
  区  分 

 
 精 算 額 

 
 予 算 額 

  比 較 増 減  
        備    考 

 

    増     減 
 
 
 
 
 
      計 
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（記載要領） 
「備考」欄には、精算の内訳を記載のこと。 
 
３－１ 物品購入実績（翌年度も事業を継続する場合は、３－１のみを提出すること。）  

  
    品   名 

 
規  格 

 
 員  数 

  購  入  実 績 所有権者  
 使用目的 

 
 備考 

 

  単 価   金 額 

         円         円    

 
（記載要領） 

１：物品購入計画に掲げたもののほか、記載する品名は、物品購入計画の場合と同様とする。 
      ２：契約時の物品購入計画に掲げたもの以外の購入物品があった場合には、購入することとなった理

由を備考欄に記載する。 
 

３－２ （継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、
３－１の右に続けて、３－２も提出すること。）  

 継続
希望
の 
有無 

継続使用
を希望す
る者 

 
物品の使
用予定地 

 
継続使用
の目的 

継続使用
を希望す
る期間 

 
取得年度 

消耗の程度 残存価額 移動の
可否 

処分方
針 

撤去及
び処分
費用 

 

程度 その
理由 

評価 その
根拠 

             

 
（記載要領） 

１：「継続希望の有無」欄（継続の有無にかかわらず記載） 
希望がある場合には「○」を、希望がない場合には「－」を、それぞれ記載する。 

 
     ２：「継続使用を希望する者」欄（継続希望の場合にのみ記載） 

コンソーシアムの構成員のうち、当該物品の継続使用を希望する者を記載する。 
 

３：「物品の使用予定地」欄（継続希望の場合にのみ記載） 
  実際に物品を使用する予定の所在地を記載する。 
 
４：「継続使用の目的」欄（継続希望の場合にのみ記載） 
  継続使用する研究課題名を記載する。なお、経費区分（農水委託、交付金課題、自社課題等）を
カッコ書きで併記する。 

 
５：「継続使用を希望する期間」欄（継続希望の場合にのみ記載） 

    継続使用を希望する場合には、上記研究課題が終了すると見込まれる年度を記載する（継続
使用期間は、記載された年度の３月３１日までとする。） 

 
６：「取得年度」欄（継続希望の有無にかかわらず記載） 

物品を購入した年度を記載する。 

 

７：「消耗の程度」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

「程度」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを下記により記載する。 
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Ａは、修理費が取得価格の２０％未満と推定されるもの 

Ｂは、修理費が取得価格の２０％以上５０％未満と推定されるもの 

Ｃは、修理費が取得価格の５０％以上と推定されるもの 

「その理由」欄には、「程度」欄でＡ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについての説明等を記

載する。 

  

８：「残存価額」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

  「評価」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを下記により記載する。 

Ａは、現状のまま、又は修理により２年以上使用可能と推定されるもの 

Ｂは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの 

Ｃは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの 

「その根拠」欄には、「評価」欄でＡ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについて、残存簿価等 

残存価額の算定根拠となるものを記載する。 

 

９：「移動の可否」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

  該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。 

 

１０：「処分方針」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を 

記載する。 

 

１１：「撤去及び処分費用」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

  「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用（概算）及 

び「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用を記載する。 

 

１２：継続使用希望の有無にかかわらず、必要に応じて、参考資料（修理不能見積、写真等）の提

出を求めることがある。このため、農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、

併せてそれを添付する。 
 

 
４－１ 取得した試作品（翌年度も事業を継続する場合は、４－１のみを提出すること。） 

試作品名  

仕  様 

 

 

製造又は取

得価格 

 

所有権者 

（試作品の所

在地） 

 

資産計上

した場合

の年月 

 

備 考 

  構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（記載要領） 

１：試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載するこ

と。 

２：「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。 

３：「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途

中に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。 

４：「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定が
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ある場合に、その旨を記載すること。 

   
４－２ （継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、
４－１の右に続けて、４－２も提出すること。） 

 継続
希望
の 
有無 

 
継続使用
を希望す
る者 

 
物品の使
用予定地 

 
継続使用
の目的 

継続使用
を希望す
る期間 

 
取得年度 消耗の程度 残存価額 移動の

可否 
処分方
針 

撤去及
び処分
費用 

 

程度 その
理由 

評価 その
根拠 

             

 
 

（記載要領） 
３－２と同様に記載する。 
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別紙様式第３号 
                                         

平成○○年度○○委託事業委託費概算払・精算払請求書 
 

                                                                        番     号 
                                                                        年  月  日 
 
    官署支出官 
    農林水産省大臣官房経理課経理調査官 殿 
 
 
                                 
                                     住   所 
                                     氏   名                                     印 
 
  平成○○年○○月○○日付け契約の平成○○年度○○委託事業について、下記により委託費金   
○，○○○，○○○円也を概算払・精算払により支払されたく請求します。 
 
  

記  
  

 
 
 区 分 

 
 
 
 国庫委託費 

 既 受 領 額  今 回 請 求 額  残 高  
 
 事業完了 
 予  定 
 年 月 日 

 
 
 
 備 考 

 

 
 金  額 

 
 出来高 

 
 金  額 

 ○月○日 
 現在（予 
 定) 出来 
 高 

 
 金  額 

 ○月○日 
 現在（予 
 定) 出来 
 高 

          円      円      ％      円        ％      円        ％   

 
     （注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができる 
     ものとする。 
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別紙様式第４号 
 

平成○○年度○○委託事業中止申請書 
 

番     号 
年  月  日 

    
支出負担行為担当官 

   農林水産技術会議事務局長 殿 
 
 
                                         
                                            住  所 
                                            氏  名                                    印 
 
  平成○○年○○月○○日付け契約の平成○○年度○○委託事業について、下記により中止したいの
で、委託契約書第１１条第１項の規定に基づき申請します。 
 

記 
 

１ 委託の中止の理由 
 

２ 中止しようとする以前の研究実施状況 
  ア 研究について 
  イ 経費について 
 

経費支出状況  
  

 経費の区分 
 ○月○日現 
 
 在支出済額 

 
   残 額 

 
 支出予定額 

 中止に伴 
 う不用額 

 
      備     考 

      

 
 

３ 中止後の措置 
  ア  事業について 
  イ 経費について 
  ウ 経費支出予定明細  

  
 経 費 の 区 分 

 
 支 出 予 定 金 額 

 算   出   基   礎 
 

 （名称、数量、単価、金額） 
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別紙様式第５号 
 

平成○○年度○○委託事業計画変更承認申請書 
 

番     号 
年  月  日 

 
   支出負担行為担当官 
   農林水産技術会議事務局長 殿 
 
 
                                         
                                            住  所 
                                            氏  名                                    印 
 
  平成○○年○○月○○日付け契約の平成○○年度○○委託事業について、下記のとおり変更したい
ので、委託契約書第１２条第１項の規定により承認されたく申請します。 
 

記 
 
１ 変更の理由 
 
２ 変更する事業計画又は事業内容 
 
３ 変更経費区分 
  （注）記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更
   計画を明確に区分して記載のこと。 
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別紙様式第６号 
 

確 認 書 
 

番   号   
年 月 日   

支出負担行為担当官 
農林水産技術会議事務局長 殿 

  
住  所 
氏  名            印  

 
○○○○ （名称及び代表者氏名）（以下「乙」という。）は、支出負担行為担当官農林水産技術会

議事務局長（以下「甲」という。）に対し、下記の事項を約する。 
 
 

 １ 乙は、委託事業（平成○○年度委託プロジェクト研究「○○○○」、課題名「○○○○」）の研究
成果に係る発明等を行った場合には、産業財産権等の出願又は申請を行う前に、当該契約書第１８条
第１項第１号による発明等報告書を甲に報告する。 

 
２ 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無
償で本委託事業の研究成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。 

 
３ 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活
用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促
進するために特に必要であるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施
する権利を第三者に許諾する。 

 
４ 乙は、上記２に基づき、甲に実施する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の実施に協力する。 
 
５ 乙は、甲が上記３に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた
場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。 

 
６ 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権若しくは

  専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾（独占的
  通常実施権の許諾を含む。以下「専用実施権等の設定等」という。）をする場合には、合併又は分割
  により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、予め甲の承認を受ける。 

イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）
又は親会社（同条第４号に規定する親会社をいう。）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の
設定等をする場合 

ロ 乙が承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業への移転の促進に関する法律
（平成１０年法律第５２号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項の変更の承認を受
けた者を含む。））又は認定ＴＬＯ（同法第１２条第１項又は同法第１３条第１項の認定を受けた
者）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合 

ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合 
 
７ 乙は、本委託事業の成果に係る知的財産権について自ら又は乙から許諾を受けた者が国外で実施す
る場合には、あらかじめ甲の承諾を得る。 

 
以上 
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別紙様式第７－１号（コンソーシアム用） 
（※コンソーシアムが受託する場合のみ提出。） 

 
平成○○年度○○委託事業に係る発明等報告書 

                                        
 
 

                                                             番    号 
                                                              年  月  日 

 
 
 

農林水産省農林水産技術会議事務局長  殿 
 
 
                                       （コンソーシアムの代表機関） 
                                       住 所 
                                        
                                       氏 名                   印 
 
 
 
  この度、平成○○年○○月○○日付け契約に基づく開発項目「平成○○年度○○委託事業」におい
て発明等が行われたため、委託契約書第１８条第１項第１号の規定に基づき下記のとおり報告します。 
 
 

記 
 
     １ 発明等の名称 
 
     ２ 発明等の概要 

 
３ 発明等を行った研究機関の名称 

（コンソーシアムの構成員間における共同研究の場合は、発明等に関係した全ての研究機関
の名称を記載すること。発明等を行った者がコンソーシアムの代表機関である場合又は当該
代表機関が含まれる場合には、代表機関の名称も記載すること。） 

 
 
 
 

＜添付書類＞ 
・別紙様式第７－２号を添付すること。ただし、コンソーシアムの代表機関のみが「３．発明等を

行った研究機関」に該当する場合には、別紙様式第７－２号のみ提出すること。 
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別紙様式第７－２号（研究機関用） 

（※同様式は、単独の研究機関が受託者の場合に適用。また、コンソーシアムが受託者の場合であって、本研究成

果に係る構成員が代表機関に報告する場合にも適用。） 

 
平成○○年度○○委託事業に係る発明等報告書 

 
番   号 
年 月 日 

 
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿 

 
（研究機関） 
住 所 
氏 名            印 

（連名で報告する場合は追記）               
（研究機関） 
住 所 
氏 名            印 

 
（研究機関） 
住 所 
氏 名            印 

 
 
 

この度、平成○○年○○月○○日付け契約に基づく委託事業「平成○○年度○○委託事業」において発明

等行われたため、委託契約書第１８条第１項第１号の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 
 

記 
 

１．発明等の名称 
 
２．発明等の概要 
 
３．発明等を行った研究機関の名称 
（コンソーシアムの構成員間における共同研究の場合は、発明等に関係した全ての研究機関の名称を記載

すること。） 
 
４．発明等の出願予定等 
    出願予定等： 

（記載例） 
・特許権 
・実用新案権 
・意匠権       に係る出願又は申請を行う予定 
・回路配置利用権 
・育成者権 

（出願予定国：日本、アメリカ、ＰＣＴ出願（国内移行手続き予定国）、等） 
・著作権の登録を行う予定 
・ノウハウの指定を受けるため、甲と協議する予定 

 
＜添付書類＞ 

発明等の概要が分かる資料。 
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    別紙様式第８号 
 

平成○○年度○○委託事業に係る国外での産業財産権等出願等報告書 
 

番     号 
年  月  日 

     
  農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿 
 

 
住  所 
氏  名                    印 

                                                                                   
  この度、本委託事業の研究成果に係る産業財産権等につき国外で出願等を予定しておりますので、委
託契約書第２０条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 産業財産権等の種類、名称 

「種類」については、該当する権利を記載。（例 「特許権（出願中）」） 
「名称」については、その産業財産権等に係る発明等の名称を記載。 
 

２ 産業財産権等の出願者 
「出願者」については、産業財産権等の国外出願等を行う全ての者を記載。 

 代理人を通じて出願する場合には、当該代理人の名称も記載。 
 
３ 産業財産権等を出願する国（場所） 
（現時点で検討している国等を記載。） 

 
４ 産業財産権等を国外で出願する理由 

別紙のとおり。（共通様式） 
 
５  産業財産権等の出願予定時期 
 
６  産業財産権等の国内における権利者が２以上の場合、各権利者の承諾の有無 
  記載例）国内における全ての権利者が、２に掲げた出願者として出願等する予定。 
 
７ 産業財産権等のこれまでの許諾の実績について 

国内で既に出願済みであり、かつ許諾実績がある場合の、許諾先、許諾の種類（通常許諾か、 
専用実施権等の設定等による許諾か）、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。 

 
８ 優先権の主張 
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別紙様式第９号 
 

平成○○年度○○委託事業に係る国外での知的財産権実施事前申請書 
 

番     号 
年  月  日 

     
  農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿 
 

 
住  所 
氏  名                    印 

                                                                                   
  この度、本委託事業の研究成果に係る知的財産権につき国外で実施する予定ですので、委託契約書第
２０条第５項の規定に基づき、下記の事項について事前に申請します。 
 

記 
 
１ 知的財産権の権利者、種類、名称及び権利期間 

「権利者」については、全ての権利者を記載。また、知的財産権を出願中の場合は、全ての出願者
を記載。 
「種類」については、該当する権利を記載。（例 「特許権（出願中）」） 
「名称」については、その知的財産権に係る発明等の名称を記載。 
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「出願中」と記載。既に登録済の場合
は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。 

 
 
２ 知的財産権の実施者 

（「実施者」については、該当する全ての者を記載。） 
 
３ 知的財産権を実施する国（場所） 
 
４ 知的財産権を国外で実施する理由 
   別紙のとおり。（共通様式） 
 
５  知的財産権の実施予定年月日 
 
６  知的財産権の出願者又は権利者が２以上の場合、各共有者の承諾の有無 
  記載例）１に掲げた全ての権利者が、本実施を承諾している。 
 
７ 知的財産権のこれまでの許諾の実績について 

 許諾先、許諾の種類（通常許諾か、専用実施権等の設定等による許諾か）、許諾期間及び許諾料
収入を、許諾契約ごとに記載。 
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別紙様式第１０号 
 

平成○○年度○○委託事業に係る知的財産権移転事前申請書 
 

番     号 
年  月  日 

    
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿 

 
 
                                          住 所 
                                             
                      氏 名                      印 
 
  この度、本委託事業の研究成果に係る知的財産権につき農林水産技術会議事務局長以外の第三者に
移転する予定ですので、委託契約書第２１条第２項の規定に基づき、下記の事項について事前に申請
します。 
 
 

記 
 
１ 知的財産権の権利者、種類、名称及び権利期間 

「権利者」については、全ての権利者を記載。また知的財産権を出願中の場合は、全ての出願者
を記載。 
「種類」については、該当する権利を記載。（例 「特許権（出願中）」） 
「名称」については、その知的財産権に係る発明等の名称を記載。 
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「出願中」を記載。既に登録済の場
合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。 

 
 
２ 知的財産権を移転する比率 
 
３ 知的財産権を移転する相手先及び理由 
   別紙のとおり。（共通様式） 

（移転額が確定している場合にはその額も記載。） 
 
４  知的財産権の移転予定年月日 
 

    ５  知的財産権の権利者が２以上の場合、各共有者の承諾の有無 
  記載例）１に掲げた全ての権利者（又は出願者）が、本移転を承諾している。 
 
６ 知的財産権のこれまでの許諾の実績について 

相手先、許諾の種類（通常許諾か、専用実施権等の設定等による許諾か）、許諾期間及び許諾料
収入を、許諾契約ごとに記載。 

 
＜添付書類＞ 
１）移転対象となる知的財産権の出願等申請書又は登録証の写し（これら書類が作成された後に権

利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所
に変更後の内容を記載。） 

２）移転先の定款、活動実績、その他どのような者かわかる資料 
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別紙様式第１１号 
（外国籍を有する者に許諾する際にも適用。）                                                 
  

平成○○年度○○委託事業に係る知的財産権の専用実施権等の設定等事前申請書 
 

番     号 
年  月  日 

    
   農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿 
 
                                          住 所 
                                            氏 名                      印 
                                                                      
  この度、本委託事業の研究成果に係る知的財産権につき農林水産技術会議事務局長以外の第三者に
専用実施権等の設定等による許諾（外国籍を有する者に許諾）をする予定ですので、委託契約書第２
２条第２項の規定に基づき、下記の事項について事前に申請します。 
 

記 
 
１ 知的財産権の権利者、種類、名称及び権利期間 

「権利者」については、全ての権利者を記載。また、知的財産権を出願中の場合は、全ての出願
者を記載。 
「種類（※）」については、該当する権利を記載。（例「特許権（出願中）」） 
「名称」については、その知的財産権に係る発明等の名称を記載。 
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「出願中」と記載。既に登録済の場
合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。） 
 

※「種類」について 
（外国籍を有する者に許諾する場合、さらに、出願中又は既に権利が登録済みの場合であって、産業財産権等に係る許諾に

ついては、通常実施（利用）権による許諾なのか、専用実施権等の設定等による許諾なのかを明記すること。 
                           
２ 知的財産権の専用実施権等の設定等先（外国籍を有する者） 
                           
３ 知的財産権の専用実施権等の設定等（外国籍を有する者に許諾）をする理由 
      別紙のとおり。（共通様式） 

（許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。） 
 
４  知的財産権の専用実施権等の設定等（外国籍を有する者に許諾）する予定年月日 
 
５ 知的財産権の専用実施権等の設定等（外国籍を有する者に許諾）をする期間  
 
６ 知的財産権の権利者が２以上の場合、各共有者の承諾の有無 
  記載例）１に掲げた全ての権利者が、本許諾に承諾している。 
 
７ 知的財産権のこれまでの許諾の実績について 

（相手先、許諾の種類（通常許諾か、専用実施権等の設定等による許諾か）、許諾期間及び許諾
料収入を、許諾契約ごとに記載。） 

 
＜添付書類＞ 
１）許諾対象となる知的財産権の出願等申請書又は登録証の写し（これら書類が作成された後に権

利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所
に変更後の内容を記載。） 

２）知的財産権の専用実施権等の設定等先（外国籍有する者）の定款、活動実績、その他どのよう
な者かがわかる資料 
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（別紙） 
※別紙様式第８号、第９号、第１０号及び第１１号の別紙の共通様式。 
  

平成○年○月○日 

○○○○ 

（知的財産権保有者の名称を記載。 

共同研究の場合は、その代表的な研究機関名又は全ての研究機関名を記載。） 

 

 

知的財産権の○○○○（※）をする理由について 

 

 （※）○○○○には、「国外での出願」、「国外での実施」、「移転」、「専用実施権等の設定等」、「外

国籍を有する者への通常許諾」のいずれか該当するものを記載。 
 
１．知的財産権の概要 

 
記載例）平成○○年度○○事業の研究成果「・・・」に係る知的財産権であり、その概要は・・・である。 

  

２ 移転先又は専用実施権等の設定等先の概要、移転又は専用実施権等の設定等することにより見込まれる効

果等 

国外での出願に係る報告（別紙様式第８号）の場合は「２ 国外での実施に係る戦略及び見込まれる効果」

とし、その内容について記載すること。 
 知的財産権を外国で実施することについての事前申請（別紙様式第９号）の場合は、「２ 実施しようと

する相手国、外国で実施することにより見込まれる効果及び外国での実施方法」とし、それらについて以下

の例を参考に記載すること。 
   記載例）今回の申請に係る移転等予定先○○は、△△（住所、代表者、担当者及び連絡先）において、

△△等の業務を行う会社法人である。（同社の詳細な業績は、添付資料のとおり。） 
       今回、同社に許諾することによって、・・・等の効果が見込まれるため、同社に許諾すること

としたい。 
 
 
３．通常許諾ではなく、移転又は専用実施権等の設定等とする理由 

  知的財産権を外国籍を有する者に通常許諾する場合には、記載不要。 

  また、国外での出願の場合及び外国で実施する場合には、「３．外国での実施に当たって留意する事項」

とすること。） 

 
記載例）○○社に対して専用許諾することにより、通常許諾するよりも・・・・等の利点があること

から、専用許諾することとした。 
 

※ 当該別紙の作成にあたっての留意事項。 

 （１）移転又は専用実施権等の設定等の承認を受ける場合は、以下のポイントを参考にし、見込まれる効

果や、通常許諾でなく移転又は専用実施権等の設定等を行うことが適当と判断した具体的な理由、知

的財産権の国外流出の恐れがないこと等を記載すること。 

   ①移転先又は専用実施権等の設定等先が、 

    ・当該知的財産権を活用するための事業計画等を有し、実用化・商品化されることが期待できる者 
であるか。 

    ・当該知的財産権を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。 

    ・権利者とどういう関係にあるか（当該委託研究の共同研究先等）。 

    ・所在する場所は国内か国外か。また、当該知的財産権の活用場所は国内か国外か。 

    ・倒産したり、合併・買収される恐れはないか。 

   ②移転又は専用実施権等の設定等によって、 

    ・農林水産業・食品産業等に関する技術の向上が見込まれるか。 

    ・国内企業等（大学・研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる 
恐れがないか。 

    ・国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。 
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 （２）国外での出願又は実施（自ら又は第三者による実施）若しくは外国籍を有する者への通常許諾の承 
認を受ける場合は、以下のポイントを参考にし、見込まれる効果や、知的財産権の国外流出の恐れが 
ないこと等を記載すること。 

    ・当該知的財産権を活用するための事業計画等を有し、実用化・商品化が見込まれるか。 
・当該知的財産権を活用して行う事業が、法律や公序良俗に反するものでないか。 

    ・農林水産業・食品産業等に関する技術の向上が見込まれるか。 

    ・国外で実施する場合は、国内農林水産業・食品産業等に影響を及ぼさないか。 

    ・国内企業等（大学・研究機関等を含む）が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる 
恐れがないか。 

    ・国内企業の競争力の維持に対する不利益をもたらされないか。 
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別紙様式第１２号 

 

平成○○年度○○委託事業収益状況報告書 

 

 

   １ 技術開発課題名 

 

 

   ２ 本委託事業に係る特許権等の譲渡又は実施権の設定による収益額 

                                         円 

 

   ３ 本委託事業の成果の企業化による収益額 

                                         円 

 

   ４ 本委託事業に関連して支出された技術開発費の総額 

                                         円 

 

   ５ 企業化に係る費用の総額 

                                         円 

 

   ６ 企業化利用割合                             ％ 

 

 

   ７ 研究費の確定額 

             年 月 日付け  第   号確定            円 

             年 月 日付け  第   号確定            円 

             年 月 日付け  第   号確定            円 

                        計                円 

 

   ８ 本年度収益納付額 

                                         円 

 

 

   （注）１．２から６までについては、本委託事業の成果に係る特許権等及び製品ごとに算出すること。 
    ２．各項目の算出の根拠となる資料を添付すること。 
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参照様式１

知的財産権状況報告書

平成○○年○○月○○日

事 業 名 ：○○○○委託事業（平成○○年度～平成○○年度）

開発機関名：▲▲大学、△△県

１．研究課題 ２．知的財産 ３．知的財産 ４．確認書の提 ５．発明等報告 ６．権利 ７．持ち ８．出願又は ９．取得の年 10．専用実施 11．移転先及 12．放棄の年 13．許諾先及 14．理由、そ

の名称 権の種類 権の名称 出の有無及びそ 書の提出の有無 者 分 申請の年月日 月日及びその 権等の設定等 びその年月日 月日（出願の びその許諾期 の他（※３）

の年月日 及びその年月日 及びその出願 登録番号（※ 先及びその設 （※１） 拒絶、権利の 間（※１及び

番号（※１） １） 定等期間（※ 取消を含む。）※３）

１及び※２） （※１及び※

３）

記載例）

○○による防 特許権 ○○害虫の防 有：平成○○年 有：平成○○年 ▲▲大学 50％ 平成○○年○ 平成○○年○ ●●株式会社 ■■株式会社 平成○○年○ ○○株式会社 ○○株式会社

除技術の開発 除方法及び防 ○○月○○日 ○○月○○日 ○月○○日 ○月○○日 （平成○○年（100％移転）○月○○日 （平成○ ○ は、当該防除

除装置 △△県 50％ 第○○○号 第○○○号 ○○月○○日 平成○○年○ 年○○月○○ 装置を商品化

～平成○○年 ○月○○日 日～平成○○ し、販売する

○○月○○ 年○○月○○ ため。

日） 日）

※１：委託契約書第２０条第１項、同条第３項、同条第４項、第２１条第３項、第２２条第３項及第２３条第１項のうち該当する条項を記載すること。

※２：独占的通常実施権の許諾及び通常実施許諾しようとする相手方が外国籍を有する者である場合も含む。

※３：「12」及び「13」の報告を行う場合は、「14」に放棄する理由、拒絶された理由、許諾先を選定した理由等を記載すること。

なお、当該報告書については、その都度、追記及び変更等が分かるようマーカー等を付し提出すること。
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（参照様式２）●●プロジェクト研究における研究成果の発表予定について
（報告日：平成●年●月●日）

所属機関名 担当者氏名 発表を予定している成果の概要 発表の方法 発表の時期
※２ 備　　考

1 ●●研究所
●●　●●
（課題番号を記
入）

タイトルを記入

論文投稿

口頭発表
（会合名　　　　　　　）

その他
（具体的に　　　　　　）

●ヶ月後
（学会等期日が
決まっている場
合は具体的に記
載）

（例）
論文の掲載時に
プレスリリースを
予定

注： １．既に発表することが確定している成果だけでなく、今後半年以内に発表を予定している成果も記載すること。
２．論文投稿については掲載予定時期ではなく、投稿予定時期とする。
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（参照様式３）

研究成果に係る情報の共有についての事前協議書

番 号

年 月 日

農林水産技術会議事務局長 殿

住 所

組織（コンソーシアム）名

代表機関名

氏 名

住 所

組織（コンソーシアム）名

代表機関名

氏 名

この度、○○コンソーシアムと△△コンソーシアムは平成○年度○○の開発委託事業

に係る業務上の秘密のうち下記の研究成果に関する情報を共有することとしたいので、

委託契約書実施細則Ⅵの６の第５の規定に基づき、事前に協議します。

記

１ 共有する研究成果とその概要

２ 共有する理由と見込まれる効果
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（参照様式４） 
平成○○年度○○委託事業に係る財産継続使用実績報告書 

 
番     号 
年  月  日 

   支出負担行為担当官 
   農林水産技術会議事務局長 殿 
                                         
                                            住  所 
                                            氏  名                                    印 
 
  平成  年  月  日付け契約に係る継続使用について、下記のとおり、研究を実施し、継続使
用を終了（中止）したので、その実績を報告します。 
（なお、併せて引渡し費用   円也の支払を請求します。） 
 

記 
 
１ 継続使用期間 
 
  平成○○年４月１日～平成○○年３月３１日 
 
（記載要領） 

実際の継続使用期間が４月１日からではない、または３月３１日までではない場合には、実際の使
用期間を記載。 

 
２ 研究の実施状況 

ア 研究課題及び研究対象 
イ 研究実施期間 
ウ 担当者 
エ 研究成果の概要（成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。） 
オ 研究に係る報告書等（研究成果報告書、学会誌、パンフレット、メールマガジン等、対外的に

配布又は公表された資料を添付すること。） 
 

（記載要領） 

１：継続使用期間中に実施した研究が複数ある場合には、研究課題ごとに番号を振り、ア～オまでを

記載。 

２：「エ 研究成果の概要」には、継続使用期間中に得られた研究成果について、その概要及び研究

計画の達成状況（１課題1,000字以内）を記載。 
 

 
３ 継続使用した物品 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（記載要領） 

１：「取得年度」欄 

品名 規格 員数 単価 金額 
取得 

年度 

消耗の程度 残存価格 移動

の 

可否 

処分 

方針 

撤去及び 

処分費用 
備考 

程

度 

その理

由 

評

価 

その根

拠 
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物品を購入した年度を記載する。 

 

２：「消耗の程度」欄 

「程度」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを下記により記載する。 

Ａは、修理費が取得価格の２０％未満と推定されるもの 

Ｂは、修理費が取得価格の２０％以上５０％未満と推定されるもの 

Ｃは、修理費が取得価格の５０％以上と推定されるもの 

「その理由」欄には、「程度」欄でＡ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについての説明等を記

載する。 

  

３：「残存価額」欄 

  「評価」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを下記により記載する。 

Ａは、現状のまま、又は修理により２年以上使用可能と推定されるもの 

Ｂは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの 

Ｃは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの 

「その根拠」欄には、「評価」欄でＡ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについて、残存簿価等

残存価額の算定根拠となるものを記載する。 

 

４：「移動の可否」欄 

該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。 

 

５：「処分方針」欄 

上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を記

載する。 

 

６：「撤去及び処分費用」欄 

  「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用（概算）及

び「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用を記載する。 

 

７： 必要に応じて、参考資料（修理不能見積、写真等）の提出を求めることがある。このため、

農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、併せてそれを添付する。 
 

 
４ 継続使用した試作品 

試作品名  

仕 様 

 

 

製造又は取

得価格 

 

資産計上

した場合

の年月 

 

消耗の程度 

 

残存価額 

 

移動の

可否 

 

処分

方針 

 

撤去及び

処分費用 

 

備考 

 構成 程度 その

理由 

評価 その

根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

       

   

 

 

 

   

 

    

 

（記載要領） 

１：試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載するこ

と。 

２：「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。 

３：「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途

中に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。 

４：「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定が

ある場合に、その旨を記載すること。 
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「研究成果」原稿作成要領 

平成 27 年 4 月 1 日改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 基本事項  

1.1 本文は MS Word、図表はMS Excel、MS Power Point、写真はTIFF形式またはJPEG形式で作

成し、それぞれ別ファイルとする。 

1.2 体裁に不備がある場合には原稿の作成し直しを求めることがある。原稿作成に際しては、

あらかじめ本作成要領を参照し、その体裁に従うこと。 

1.3 文書スタイルは40文字×50行、文章の文字サイズは10.5ポイント、文字フォントはMS明

朝とする。見出しの文字サイズは11ポイント、文字フォントはMSゴシック、ボールド体と

する。この場合、本文の刷り上がり1ページは、原稿用紙約1枚に相当する。提供する様式

では、これらを既定している。 

1.4 様式に既に記載している項目名を修正しないこと。ただし、記載する事柄がない

場合は、その項目を削除し、項目番号はつめること。  

1.5 年号は、西暦に統一する。 

1.6 句読点は「、」「。」を用い、「，」「．」は不可。 

  ただし、5. 引用文献の記載例で「,」「.」を用いている部分及び単位・記号はこの限り

でない。 

1.7 カタカナ及び「・ ？ ～ ％」は全角とする。ただし、英数字、スラッシュ(/) は全て半

角とする。 

1.8 全角 1文字での複合文字は使用しないこと。  

  例）㍉㌢㍍㌔㈱㈲㈳㎈㎉㎎㎏㎠㎡№  

1.9 国語の表記の具体的な例については文化庁のホームページを参照すること。 

  例）及び 並びに 又は 若しくは 当たり か(箇)所 全て 我が(国) 

    【常用漢字表（平成 22 年 11 月 30 日 内閣告示第 2 号）】 

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101

130.pdf 

【公用文における漢字使用等について（平成 22 年 11 月 30 日 内閣訓令第 1 号）】 

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/kunrei.pdf 

1.10 ページ番号は不要とする。 

1.11 様式内の＜ ＞書きは補足説明であり、原稿作成時には消去すること。 

 

2. 表紙・扉・序文・目次（技会取りまとめ担当者が作成する）  

2.1 冊子の題名は、原則、大課題名とする。ただし、大規模な研究課題のうち、完了した課

題（例えば中課題）の原稿を作成する場合は、完了した課題（中課題）を副題とする。 

2.2 日本語タイトルの下に英文タイトルを記載する。 

2.3 目次のページの記載は、印刷時に編集されるため不要とする。 

2.4 目次は、3. 研究の要約の研究計画表（研究室別年次計画）及び本文中の研究課題名と

一致させること。 

 

3. 研究の要約  

 「研究成果」は、農林水産技術会議が研究機関等に委託して推進した研究の成果を、総

合的かつ体系的に取りまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研

究及び行政の効 率的な推 進に資することを目的として刊行しており、その内容は

AgriKnowledge（http://agriknowledge.affrc.go.jp/）で公開いたします。 

 原稿作成に当たっては、公開を念頭に作成していただきますが、特許の出願等により一

部公表できない箇所があっても、公開可能な範囲で作成してください。 
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3.1 研究の要約は、様式に倣い記載すること。 

3.2 研究計画表の研究課題名は、目次及び本文中の研究課題名と一致させること。 

3.3 研究計画表の下段に、図・表の番号の説明として、「注）文中の図、表に付した番号は、

上記研究課題番号とその中の一連番号を組合せて表示してある。（例：１－（１）－１）

－①の課題の 1 番目の図の場合は、図 1111-1 と表示）」等の説明文を記載する。（図表

番号については、6.図表を参照） 

 

4. 本文  

4.1 本文は、研究計画表の課題順に記載する。 

4.2 本文は、仕上がりがおおよそ 4～6 ページになるように作成すること。 

なお、別ファイルの図表を適切なサイズ（6.図表を参照）で挿入することを考慮するこ

と。 

4.3 様式における大課題、中課題、小課題、細部課題、実行課題の記載は、便宜上の設定と

する。 

  実際の課題構成に応じて、編・章等を設定し、本文中における項目細別記号は、１、２、

３、… ; (１)、(２)、(３)、… ; ア、イ、ウ、… ; (ア)、(イ)、(ウ)、… ; ａ、ｂ、ｃ、

… ; (ａ)、(ｂ)、(ｃ)、… ; ①、②、③、… の順とする。 

4.4 略字、略号を用いるときは、初出の箇所で正式名称を記し、その後ろの（）内に略語を表

記する。 

4.5 文献の引用は本文中の該当人名または事項の右肩に引用の順に 1)、 2, 3)、 1-3) のように上

付番号を付し、一括して引用文献に記載する。 

4.6 他の論文の著者名を引用するときは混乱の起こらない限り姓のみとする。著者が2人の論

文は両者の姓を併記し、3人以上の場合は第1著者以外を「ら」あるいはet al.と略記する。 

4.7 国立研究開発法人や国立大学法人は表記しない。 

例）農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究センター、東京大学 

4.8 研究機関名の略称を使用するときには、本文の初出の箇所に正式名称を記し、その後ろの

（）内に略称を表記する。 

4.9 脚注は本文に現れた事項の右肩に上付アスタリスク(*)を付し、本文の最後に枠線で囲み、

*とともに記載する。一般に定義されていない用語や、特に定義を明確に示す必要がある場

合等に記載する。 

 

5. 引用文献 

5.1 引用文献は、本文中での引用順に片括弧付きの番号を付して記載する。同一筆頭著者のも

のは年次順とする。同一筆頭著者で同一年次のものは年次の後に a、b などを付す。 

5.2 和文文献は、姓と名の間を空けない。英文文献は、姓以外はイニシャルにする。 

5.3 著者名は、著者全員の姓、名のイニシャルの順で記し、出版年は（）内に入れ、論文名、

ジャーナル名、巻号、ページは最初と最後のページを記載する(以下参照)。 

著者が10名以上の場合は、第1著者名に「ら」あるいはet al.を付して省略する。 

5.4 欧文誌名は略称で表記することができる。略称は、ISI Journal Title Abbreviations

（http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/）などを参照するほか、当該誌

の指示に従う。 

  略称の場合は、「Biosci. Biotechnol. Biochem.」のように省略を示すピリオドを挿入す

る。省略形でない雑誌の場合、欧文誌は後ろに半角スペースを挿入する。 

和文誌は原則として略称を用いないが、当該誌に指示されている場合は「日作紀」のよう

に用いることができる。 

5.5 引用文献リスト中の英数字の後に付けるコンマ、ピリオド、セミコロン、コロンなど（ , . 

; : ）は半角文字とする。 

5.6  (印刷中)または(in press)を付すことのできる引用文献は、その投稿論文がすでに受理

され、掲載予定の巻(volume)が決定している場合に限る。校正時までに刊行されていれば、

巻、ページ、発行年を記入する。 
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5.7 記載例 

雑誌：（以下の␣は半角スペース） 

【著者名␣(発行年)␣論文の表題.␣雑誌名␣巻数(号数):␣最初のページ-終わりのページ.】 

1)␣Okada␣H.␣and␣Harada␣H.␣(2007)␣Effects␣of␣tillage␣and␣fertilizer␣on␣

nematode␣communities␣in␣a␣Japanese␣soybean␣field.␣Appl.␣Soil.␣Ecol.␣

35(3):␣582-598. 

2)␣星野(高田)裕子・森本晶␣(2009)␣土壌由来の糸状菌18S␣rDNA␣PCR-DGGEパターンにお

けるサブサンプル間のばらつきに影響を与える実験条件の検討.␣土と微生物␣63(2):␣112. 

3)␣Bert␣W.,␣Okada␣H.,␣Tavernier␣I.,␣Borgonie,␣G.␣and␣Houthoofd␣W.␣

Nematology␣(in press). 

4) Fumoto T. et al. (2009) Assessment of the methane mitigation potentials of alternative 

water regimes in rice fields using a process-based biogeochemistry model. Global Change 

Biology. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2009.02046.x. 

 

単行本：（半角スペースは雑誌の例に倣う） 

【著〔編〕者名␣(発行年)␣論文の表題.␣単行本名.␣発行所,␣出版地.␣ページ.】 

5) 妹尾啓史・石井聡 (2010) 水田土壌で機能する脱窒細菌群集の土壌DNAに基づく特定と

Single-Cell Isolation. 難培養微生物研究の最新技術II～ゲノム解析を中心とした最前線と

将来展望～. シーエムシー出版, 東京. pp. 184-196. 

6) Bell J.C. et al. (2000) A soil–  terrain model for estimating spatial patterns of 

soil organic carbon. In Wilson J.P. et al. (ed.) Terrain analysis- Principles and 

applications. John Wiley & Sons, New York. pp. 295-310. 

 

論文集：（半角スペースは雑誌の例に倣う） 

【著者名␣(発行年)␣論文の表題.␣論文集名.␣発行所.␣ページ.】 

7) 猪谷富雄 (2000) 赤米・紫黒米・香り米－「古代米」の品種・栽培・加工・利用. 農産漁

村文化協会. pp. 132. 

8) Noda, H (2009) How planthopper genomics can be useful for planthopper management? 

In Planthoppers - new threats to the sustainability of intensive rice production systems 

in Asia. K.L. Heong and B. Hardy eds. IRRI, Los Baños (Philippines). pp. 429-446. 

 

学位論文：（半角スペースは雑誌の例に倣う） 

【著者名␣(発行年)␣論文の表題.␣博士論文名(データベース ID).␣ページ.】 

9) 齋藤英樹 (2007) 高頻度観測衛星データ利用による熱帯季節林及び温帯林の森林分類. 九

州大学大学院生物資源環境科学府博士論文(国立国会図書館, 博士論文書誌データベース 書誌

ID:000009230210). 127pp. 

 

特許・実用新案：（半角スペースは雑誌の例に倣う） 

【「特許名」(特許番号)出願者名.】 

10) “Insect Desiccation Resistance Genes and Uses Thereof” United States Patent: Patent 

No: US 7,939,647, B2; (May 10, 2011) 

11) 「細胞・組織供給用支持体，細胞・組織供給体及びその製造方法，組織再生方法，並びに

多孔質体の製造方法」(特願 2009-192600) 玉田靖、小島桂、富田直秀、平方栄一 

12) 「セリシン繭回収装置」登録3132883号, 2007.5.30. 

 

Webページ：（半角スペースは雑誌の例に倣う、参照日付を明記する） 

【Webページの題目.␣URL(参照日:␣yyyy.mm.dd).】 

13) 森林総合研究所フラックス観測ネットワークデータベース. 

http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/data_j.html (参照日: 2011.6.10). 
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6. 図表 

6.1 図表は A4 サイズで作成し、写真は図として取り扱う。 

6.2 本文に引用しない図表は掲載しないこと。 

6.3 図表は原則として白黒で作成し、必要な場合のみカラー印刷を可能とする。 

  印刷に適さない場合は、作成し直しを求めることがある。 

6.4 図表の大きさは、編集時に片段分（横 80mm×縦 250mm）又は左右両段（横 170mm×縦 250mm）

に入るような大きさに縮尺するため、原稿作成者が、縮尺を行う必要はないが、想定して

図中の文字、数字等は、縮尺しても判読できる大きさとする。 

6.5 図を囲む枠は付けないこと。 

6.6 図表は本文へ入れずに別ファイルとするため、本文中の挿入位置は図表番号、タイトル及

び説明で判断する。 

  別ファイルの図表は図表番号だけ付け、タイトル及び説明は不要とする。 

6.7 図（写真）を作成する場合、1 ページにつき 1 枚の図（写真）とし、表は MS Excel の 1sheet

につき 1 枚の表とする。表は sheet の印刷可能範囲内に作成する。 

6.8 図表番号は「編番・章番・項番・( )番-引用した順番」とする。 

 例）第1編・第1章・1・(1)-[1番目の図]の場合は、図1111-1 

   第2編・第-章・1・(1)-[1番目の図]の場合は、図2011-1 

   第2編・第-章・10・(-)-[1番目の図]の場合は、図20100-1 

   第1章・10-[1番目の図]の場合は、図110-1 

6.9 図表番号、タイトル及び説明は、画像ではなく、テキストとする。 

文字サイズは 10 ポイント、文字フォントは、図表番号は MS ゴシック、ボールド体とし、

タイトル及び説明は MS 明朝とする。 

6.10 公表済みの図表を引用する場合、オリジナルの出典を明記する。 

 

7. 校正  

7.1 著者校正は原則 1 回とするが、事務局が必要と判断した場合には、2 回となる場合がある。 

 

8. 著作権 

8.1 研究成果シリーズに掲載された内容の著作権は農林水産技術会議事務局に帰属するものと

する。 

8.2 原 稿 を PDF 化 し た も の を 暫 定 版 と し て 農 林 水 産 技 術 会 議 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.s.affrc.go.jp/docs/kankoubutu.htm）で公開し、冊子として刊行した後、暫

定版のページは削除する。 

冊子と同内容の PDF は AgriKnowledge（http://agriknowledge.affrc.go.jp/）で公開す

る。 

8.3 著者が、自分の記事の全文または一部を複製、翻訳などの形で利用する場合は、事前に事

務局へ申し出を行い、許諾を求めなければならない。 

8.4 第三者から、記事の複製または転載に関する許諾の要請があった場合は、事務局が必要と

認めた場合は許諾することがある。 

 

9. 二重投稿に関する注意点 

9.1 研究成果シリーズは、査読がなく、成果報告書として位置づけているが、刊行及び Web 上

で一般に公開していること、また、研究成果シリーズの報告内容が学会誌等への投稿原稿に

含まれていることから、二重投稿とみなされる可能性がある場合は、著者は学会等へ申告す

ること。 

9.2 学会等がこの問題の対処法を決定する際、研究成果シリーズのコピーを求める場合は、事

務局の許可なく提供して構わない。 
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＜表紙：技会取りまとめ担当者が作成＞ 
 
 

 

研究成果 XXX （2016・3） 

 
 
 
 

大課題名 
－中課題名－ 

 
英文タイトル（大課題名） 

－英文タイトル（中課題名）－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       農林水産技術会議事務局 
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＜扉：技会取りまとめ担当者が作成＞  
 

 

 

 
 
 
 

大課題名 
－中課題名－ 

 
英文タイトル（大課題名）  

－英文タイトル（中課題名）－  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０XX 年 X 月 
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＜序文：技会取りまとめ担当者が作成、局長クリア＞  
 

序   文  
 

研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究

の成果を、総合的かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することによ

り、今後の研究及び行政の効率的な推進に資することを目的として刊行するものである。  

この第 xxx 集「○○○○○○○○○○○○○○○○○－○○○○○○○○○－」は、農

林水産省農林水産技術会議の委託プロジェクト研究として、20xx 年度から 20xx 年度まで

の x 年間にわたり、独立行政法人○○○を中心に実施した研究成果をとりまとめたもので

ある。 

○○○○○○○○○○○において、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が問題に

なっており、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○等から、○○○○○○○○○○○

の開発が課題とされている。＜経緯、背景を記載。＞  

本研究は、○○○○○○○○○○○の開発、○○○○○○○○○○○の確立及び○○○

○○○○○○○○の実証を実施しており、○○○○○○○○○○○に資することを目的と

した。 

＜主要な課題（中課題等）及び利活用（研究目的等）を記載。＞  

この研究の成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見

を与えるものと考え、関係機関に供する次第である。  

最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。  

 

20xx 年 xx 月 

 
農林水産省農林水産技術会議事務局長    

○○ ○○   
 
 
 
 

97



＜目次：技会取りまとめ担当者が作成＞  
 

目  次  
 

研究の要約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 
 

第１編 ○○○＜中課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

第１章 ○○○＜小課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

   １ ○○○＜細部課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (１) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (２) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   ２ ○○○＜細部課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (１) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (２) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

 第２章 ○○○＜小課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   １ ○○○＜細部課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (１) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (２) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   ２ ○○○＜細部課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (１) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (２) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

第２編 ○○○＜中課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 第１章 ○○○＜小課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   １ ○○○＜細部課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (１) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (２) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   ２ ○○○＜細部課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (１) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (２) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

 第２章 ○○○＜小課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   １ ○○○＜細部課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (１) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (２) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   ２ ○○○＜細部課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (１) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

   (２) ○○○＜実行課題名＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
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＜研究の要約＞ 

研究の要約  
 

Ⅰ 研究年次・予算区分  
 研究年次：20xx 年度～20xx 年度 

 予算区分：農林水産省農林水産技術会議 ○○○のための研究 

 
Ⅱ 主任研究者  
 主 査：（独）○○○○○○○○○所 

  理事長 

  山本 ○○（20xx～20xx 年度） 

  佐藤 ○○（20xx 年度） 

 推進リーダー：（研）○○○○○○○○○所 ○○○○○○○○○○○○センター 

  ○○領域 ○○ユニット長 

  福田 ○○（20xx～20xx 年度） 

  森田 ○○（20xx 年度） 

 チームリーダー（１ ○○○○○○○○○○○の開発）： 

  （研）○○○○○○○○○所 ○○○○○○○○○○○○センター 

  ○○ユニット 主任研究員 

  新井 ○○（20xx～20xx 年度） 

  古屋 ○○（20xx 年度） 

 チームリーダー（２ ○○○○○○○○○○○の開発）： 

  （研）○○○○○○○○○所 ○○○○○○○○○○○○センター 

  ○○ユニット長  

  新井 ○○（20xx～20xx 年度） 

  佐藤 ○○（20xx 年度） 

 
Ⅲ 研究担当機関  
 国立研究開発法人○○○○○○○○○所  
 （委託先）国立大学法人○○○大学  
 （委託先）国立研究開発法人○○○○○○○○○所  
 （委託先）○○県○○○所  
 （委託先）株式会社○○○○研究所  

 
Ⅳ 研究目的   ＜中課題ごとに記載する＞  
１ ○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○を開発する。  
 

２ ○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○を確立する。  
 

Ⅴ 研究方法   ＜中課題ごとに記載する＞  
１ ○○○  
 ○○○○○○○○について調査する。○○○○○○○○について検討する。○○○○○

○○○について解析する。○○○○○○○○について策定する。○○○○○○○○につい

て検証する。  
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２ ○○○  
 ○○○○○○○○について検討する。○○○○○○○○について解析する。○○○○○

○○○について開発する。○○○○○○○○について検証する。○○○○○○○○につい

て確立する。  
 

研究計画表（研究室別年次計画） 

研究課題 
研究年度 担当研究機関・研究室 

11 12 13 機関 研究室 

 

１ ○○○＜中課題＞ 

 (１) ○○○＜小課題＞ 

  １) ○○○＜細部課題＞ 

   ① ○○○＜実行課題＞ 

   ② ○○○＜実行課題＞ 

 

２ ○○○＜中課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○所 

○○○大学 

 

 

 

 

 

 

 

○○○ユニット 

○○○研究科 

 

 

 

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組合せて表示

してある。（例：１－(１)－１)－①の課題の 1 番目の図の場合は、図 1111-1 と表示） 

 
Ⅵ 研究結果 ＜中課題ごとに記載する＞  
１ ○○○ 

 ○○○○○○○○を解明した。○○○○○○○○を策定した。○○○○○○○○を明ら

かにした。  
 

２ ○○○  
 ○○○○○○○○を解明した。○○○○○○○○を開発した。○○○○○○○○を確立

した。  
 

Ⅶ 今後の課題  
 ○○○○○○○○を解明する必要がある。○○○○○○○○○を検討する必要がある。

○○○○○○○○の継続調査が必要である。○○○○○○○○を検証する必要がある。  
 

Ⅷ 研究発表   ＜記載順序は筆頭著者の姓のアルファベット順とし、通し番号を付す。同

一筆頭著者のものは年次順とする。記載方法は、引用文献と同じ。＞ 

1) 星野(高田)裕子・森本晶 (2009) 土壌由来の糸状菌 18S rDNA PCR-DGGE パターンにおけ

るサブサンプル間のばらつきに影響を与える実験条件の検討. 土と微生物 63(2): 112. 

2) Okada H. and Harada H. (2007) Effects of tillage and fertilizer on nematode 

communities in a Japanese soybean field. Appl. Soil. Ecol. 35(3): 582-598. 

 
Ⅸ 特許取得・申請  
1) 「豚の椎骨数増大能力を識別する DNA マーカー」(登録番号 4849847) 美川智、上西博

英、林武司、粟田崇、島貫伸一、堂向美千子、両角岳哉、奥村直彦 (2011) 

2) 「鶏卵の卵殻強度に関わる遺伝子変異の検出方法」(特願 2010-514303) 高橋秀彰、佐々

木修、韮澤圭二郎 

 
Ⅹ 研究担当者 ＜中課題ごとに記載する。執筆者には上付アスタリスク( * )を付す＞  
１ ○○○  
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国立研究開発法人○○○○○所  
 新井○○、伊藤○○ *、植木○○ *、・・・・ 

国立大学法人○○○大学 

 佐藤○○ *、山本○○ *、鈴木○○、・・・・ 

○○県○○研究所 

 田中○○ *、木村○○ *、山田○○、・・・・ 

 

２ ○○○  
国立研究開発法人○○○○○所 

 新井○○、伊藤○○ *、植木○○、・・・・ 

国立大学法人○○○大学 

 佐藤○○ *、山本○○ *、鈴木○○、・・・・ 

○○県○○研究所 

 田中○○ *、木村○○ *、山田○○、・・・・ 

                                                                   （ *執筆者） 

 
ⅩⅠ 取りまとめ責任者あとがき  
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。  
（推進リーダー：森田 ○○）  
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＜本文＞  

第１編 ○○○   ＜中課題＞  

 

第１章 ○○○   ＜小課題＞  

 
１ ○○○   ＜細部課題＞  

 
(１) ○○○   ＜実行課題＞  
 ア 研究目的  
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○。  
 

 イ 研究方法  
 (ア) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○。  

  ａ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

  (ａ) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○     

○○○○ 

   ① ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○     

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。  

 (イ) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 
 ウ 研究結果  
 (ア) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○について、井上・井原 1)の研究では、○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（図 1111-1）。○○○○○標準物質 *1

（図 1111-2）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○されている（井上・井原  ）
2)。 

 
図 1111-1 ○○の変化  ＜ 10 ポイント＞  

1)○○○○○○  

2)○○○○○○  

 

図 1111-2 標準物質  ＜ 10 ポイント＞  
1)○○○○○○  

2)○○○○○○  

 
 (イ) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○中山間地域 *2○○○○○○○○○○○について、井上ら 3)は、○○○○○
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○との報告（井上ら 4) , 井原 5)）から、○○○○○

○（表 1111-1）。  
 
表 1111-1 ○○の性質  ＜ 10 ポイント＞  
1)○○○○○○  

2)○○○○○○  

 
 エ 考 察  
 (ア) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。  

 (イ) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。  
 

 オ 今後の課題  
 (ア) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。  

 (イ) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。  

 
 カ 要 約  
 (ア) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。  

 (イ) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。  

 
 キ 引用文献  
1) 井上一郎・井原次郎 (2003) ○○○の研究. ○○報告. 33: 17-21. 

2) 井上一郎・井原次郎  (2003) ○○○の解析 . 農林三郎編 , ○○○の研究 . ○○協会 . 

15-17. 

3) 井上一郎ら (2004) ○○○の研究 原書第 3 版. 森山四郎訳. ○○出版社. 123-145. 

4) 井上一郎ら (2004) ○○○の研究. ○○出版社. 55-73. 

5) 井原五郎  (1999) ○○○の研究 . ○○大学学位論文（国立国会図書館 ,博士論文目録    

99-J-777). 

 

 研究担当者（新井○○ *、伊藤○○、植田○○）＜取りまとめ者に、上付アスタリスク( * )  

を付す＞ 
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*1：標準物質とは、この研究で標準として設定した物質であり、○○・・・である。 

*2：中山間地域とは、農林統計上の定義を用いており、○○・・・である。  

 
 

 

＜以降、編、章ごとに改ページとする＞  
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３．府省共通経費取扱区分表の取扱について・・・・・・・・・・・・１１４

４．競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針・・・・・・・・・・１１６

５．委託事業における非常勤職員の賃金について・・・・・・・・・・１２２

（平成２２年１２月３日付け２２農会第７９０号農林水産技術会議

事務局長通知）

（参照様式）業務日誌

６．プロジェクト研究委託事業の一般管理費での光熱水料等負担額

算出例（その１）～（その４） ・・・・・・・・・・・・・・・１２５

７．委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する留意事項・・・・１２９

（記載例及び作成上の留意点）

８．委託事業に係るチェックリストの提出について・・・・・・・・・１５０

（委託事業に係るチェックリスト）

９．（参照様式）物品継続使用許可申請書 ・・・・・・・・・・・・・１７５

※平成２２年度以前に委託事業、継続事業が終了しているもの

１０．（参照様式）物品返還申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７

※平成２２年度以前に委託事業、継続事業が終了しているもの
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委託費概算払請求書の記載方法について 
 
 
概算払1回目 
・請求書名について 
委託事業の「○○」については委託契約書第１条（１）委託事業名を記載して下さい。 
 
記載例 

 
プロジェクト研究     平成○○年度国産農産物の潜在的品質の評価技術の開発（課題名） 
農食研究推進事業     平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業 

（○○課題）←継続・新規・緊急対応研究のいずれかを記載してください。 
 
・宛名について 
官署支出官 農林水産省大臣官房経理調査官 としてください。 

 
・受託者欄について 
契約書押印部の表記のとおりとしてください。 
 
※契約書押印部にコンソーシアム名が記載されていない場合、受託者下段等にコンソーシアム名を書き足
して下さい。 

 
・文中の請求金額について 
請求金額は今回請求額の合計額と合わせてください。 

 
・「区分」について 
事業名の後ろに課題番号を括弧書きしてください。課題名は表記不要です。 

 
・「国庫委託費」について 
金額は委託契約書の事業計画に基づいて記載してください。 

 
・「今回請求額」について 
・委託契約書の支払い計画の範囲内であればどのように割り振っても構いません。 
・出来高の日付については各四半期ごとの末日を記載してください。 
 
第1四半期  6月30日 
第2四半期  9月30日 
第3四半期 12月31日 
第4四半期  契約履行期限日 

 
・「出来高について」 
・出来高の％については小数点以下切り上げ表記にしてください。 

 
・「残高」について 
・出来高の日付は履行期限日にしてください。 
・％については１００としてください。 
 

・「請求限度額について」 
  第２四半期に請求の場合、第１四半期＋第２四半期の合計額までが請求可能です。 
  第３四半期に請求の場合、第１四半期＋第２四半期＋第３四半期の合計額までが請求可能です。 
 
概算払2回目以降 
・既受領額について 
過去請求した金額の積み上げ額を記載してください。 

 
・今回請求額について 
出来高の％は既受領額＋今回請求額／国庫委託費×１００としてください。 
なお、小数点以下は切り上げてください。 

 
※上記以外は1回目と同様。 
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                                1回目  
別紙様式第３号 
 
平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業(○○課題)委託費 概算払 請求書 
 

文書番号       
                                                                          平成  年 月 日 
 
 
  官署支出官 
  農林水産省大臣官房経理調査官 殿 
 
 
                                       （受託者） 
                                           住 所  

                     組 織（コンソーシアム）名 

                     代表機関名 

                                           氏 名                  印 
 
 
 

  平成○○年○月○日付け契約の平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業 
 
（○○課題）について、下記により委託費金 10,000,000円也を概算払により支払されたく請求します。 

    
     
 
                                          記 

 
  
  

 
 
 区 分 

 
 
 
 国庫委託費 

 既 受 領 額  今 回 請 求 額  残 高  
 
 事業完了 
 予  定 
 年 月 日 

 
 
 
 備 考 

 

 
金 額 

 
出来高 

 
金 額 

 月  日
現在 
（予定) 
出来高 

 
金 額 

3月○日 
現在 

（予定)  
出来高 

農林水産
業・食品産
業科学技
術研究推
進事業（課
題番号） 
 
直接経費 
 
 
間接経費 
 
 
 
 

計 
 
 

 

         円 
 
 
 
 
 
 
 

15,000,000 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

20,000,000 
 

  

     円 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
  

     ％ 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
  

         円 
 

 
 
 
 
 
 

7,700,000 
 
 

2,300,000 
 
 
 
 

10,000,000 
 

  

      ％ 
 

 
 
 
 
 
 

52 
 

 
46 
 
 

 
 

50 
 

  

     円 
  
 
 
 
 
 
 

7,300,000 
 
 

2,700,000 
 
 
 
 

10,000,000 
  

      ％ 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

  

 
 

平成○年 
3月○日 

 
 
 

 
     （注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができる 
     ものとする。 

 

継続、新規、緊急対応研究

のいずれかを記載。 

宛名は変更しな

いこと。 

今回請求額を記載。 
各四半期の末日を記入。 
6 月 30 日、9 月 30 日、

12 月 31 日、3 月○日 
契約書の履行期

限を記載。 

小数点以下

切り上げ。 

委託契約書の支払計画に基

づいた限度額までを記載。 

課題番号を

記載、課題名

は不要。 
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                                ２回目以降  
別紙様式第３号 
 
平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業(○○課題)委託費 概算払 請求書 
 

文書番号       
                                                                          平成  年 月 日 
 
 
  官署支出官 
  農林水産省大臣官房経理調査官 殿 
 
 
                                       （受託者） 
                                           住 所  

                     組 織（コンソーシアム）名 

                     代表機関名 

                                           氏 名                  印 
 
 
 

  平成○○年○月○日付け契約の平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業 
 
（○○課題）について、下記により委託費金 9,100,000円也を概算払により支払されたく請求します。 

    
     
 
                                          記 

 
  
  

 
 
 区 分 

 
 
 
 国庫委託費 

 既 受 領 額  今 回 請 求 額  残 高  
 
 事業完了 
 予  定 
 年 月 日 

 
 
 
 備 考 

 

 
金 額 

 
出来高 

 
金 額 

 月  日
現在 
（予定) 
出来高 

 
金 額 

3月○日 
現在 

（予定)  
出来高 

農林水産
業・食品産
業科学技
術研究推
進事業（課
題番号） 
 
直接経費 
 
 
間接経費 
 
 
 
 

計 
 
 

 

         円 
 
 
 
 
 
 
 

15,000,000 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

20,000,000 
 

  

     円 
 
 
 
 
 
 
 

7,700,000 
 
 

2,300,000 
 
 
 
 

10,000,000 
  

     ％ 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 

46 
 
 
 
 

50 
  

         円 
 

 
 
 
 
 
 

7,100,000 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 

9,100,000 
 

  

      ％ 
 

 
 
 
 
 
 

99 
 

 
86 
 
 

 
 

96 
 

  

     円 
  
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 

700,000 
 
 
 
 

900,000 
  

      ％ 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

  

 
 

平成○年 
3月○日 

 
 
 

 
（注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。 
 
 

継続、新規、緊急対応研究

のいずれかを記載。 

宛名は変更しな

いこと。 

今回請求額を記載。 
各四半期の末日を記入。 
6 月 30 日、9 月 30 日、

12 月 31 日、3 月○日 
契約書の履行期

限を記載。 

小数点以下

切り上げ。 

委託契約書の支払計画に基

づいた限度額までを記載。 

課題番号を

記載、課題名

は不要。 

既受領額＋今回請求額／国庫委託費×１００ 

前回の請求書の今回請求額欄の出来高

と同一であることを確認 
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                                1回目  
別紙様式第３号 
 
平成○○年度○○委託事業委託費 概算払 請求書 
 

文書番号       
                                                                          平成  年 月 日 
 
 
  官署支出官 
  農林水産省大臣官房経理調査官 殿 
 
 
                                       （受託者） 
                                           住 所  

                     組 織（コンソーシアム）名 

                     代表機関名 

                                           氏 名                  印 
 
 
 

  平成○○年○月○日付け契約の平成○○年度○○委託事業について、下記により委託費金 5,600,000円也
を概算払により支払されたく請求します。     

     
 
                                          記 

 
  
  

 
 
 区 分 

 
 
 
 国庫委託費 

 既 受 領 額  今 回 請 求 額  残 高  
 
 事業完了 
 予  定 
 年 月 日 

 
 
 
 備 考 

 

 
金 額 

 
出来高 

 
金 額 

 月  日
現在 
（予定) 
出来高 

 
金 額 

3月○日 
現在 

（予定)  
出来高 

 
 
直接経費 
 
 
 
 
一般管理
費 
 
 
 
消費税等
相当額 
 
 

計 
 
 

 

         円 
 
   18,000,000 
 
    
 
 

1,500,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

20,000,000 
 

  

     円 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

   0 
 
 
 

0 

     ％ 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
  

         円 
 

5,300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 

5,600,000 
 

  

      ％ 
 

30 
 
 
 
 

20 
 

 

 
 

0 
 

 
 

28 
 

  

     円 
  

12,700,000 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

14,400,000 
  

      ％ 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

  

 
 

平成○年 
3月○日 

 
 
 

 
     （注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができる 
     ものとする。 
 

 

契約書第１条（１）委託事

業名を記載。 

宛名は変更しな

いこと。 

今回請求額を記載。 
各四半期の末日を記入。 
6 月 30 日、9 月 30 日、

12 月 31 日、3 月○日 
契約書の履行期

限を記載。 

小数点以下

切り上げ。 

委託契約書の支払計画に基

づいた限度額までを記載。 

消費税等相当額は、構成員のうち、各四半期毎に分割概算前納を行う構成員が必

要とする場合に請求して下さい。決算後、確定額を一括納付する構成員について

は、第４四半期に全額請求して下さい。 
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                                ２回目以降  
別紙様式第３号 
 
平成○○年度○○委託事業委託費 概算払 請求書 
 

文書番号       
                                                                          平成  年 月 日 
 
 
  官署支出官 
  農林水産省大臣官房経理調査官 殿 
 
 
                                       （受託者） 
                                           住 所  

                     組 織（コンソーシアム）名 

                     代表機関名 

                                           氏 名                  印 
 
 
 

  平成○○年○月○日付け契約の平成○○年度○○委託事業について、下記により委託費金 10,550,000円也
を 概算払 により支払されたく請求します。     

     
 
                                          記 

 
  
  

 
 
 区 分 

 
 
 
 国庫委託費 

 既 受 領 額  今 回 請 求 額  残 高  
 
 事業完了 
 予  定 
 年 月 日 

 
 
 
 備 考 

 

 
金 額 

 
出来高 

 
金 額 

 月  日
現在 
（予定) 
出来高 

 
金 額 

3月○日 
現在 

（予定)  
出来高 

 
 
 
直接経費 
 
 
 
 
 
一般管理
費 
 
 
消費税等
相当額 
 

計 

         円 
 
 

18,000,000 
 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 

500,000 
 
 

20,000,000 
 

  

     円 
 
 
5,300,000 

 
 
 

 
 

300,000 
 
 
 

0 
 
 

5,600,000 
  

     ％ 
 
 

30 
 
 

 
 
 

20 
 
 
 

0 
 
 

28 
  

         円 
 

 
10,300,000 

 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 

0 
 
 

10,550,000 
 

  

      ％ 
 

 
87 

 
 
 
 
 

37 
 

 
 

0 
 

 

81 
 

  

     円 
  
 

2,400,000 
 
 
 
 
 

950,000 
 
 
 

500,000 
 
 

3,850,000 
  

      ％ 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

  

 
 

平成○年 
3月○日 

 
 
 

 
（注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。 
 

契約書第１条（１）委託事

業名を記載。 

宛名は変更しな

いこと。 

今回請求額を記載。 
各四半期の末日を記入。 
6 月 30 日、9 月 30 日、

12 月 31 日、3 月○日 
契約書の履行期

限を記載。 

小数点以下

切り上げ。 

委託契約書の支払計画に基

づいた限度額までを記載。 

既受領額＋今回請求額／国庫委託費×１００ 

前回の請求書の今回請求額欄の出来高

と同一であることを確認 
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1／3

大項目 中項目
中項目の
設定・
取扱等

① 本委託事業を行うために必要な機器
のみ認められます。

② リース等で対応し経費を抑えられる
場合は、経済性の観点から可能な限
りリース等で対応して下さい。

③ 本来、機関で備えるべき机、椅子、
書庫等の什器、パーソナルコン
ピュータ本体又は周辺機器（研究用
機器に付随するものは除く）などの
汎用性の高い事務機器は認められま
せん。

④ 建物や構築物の取得は認められませ
ん。

⑤ 受託機関が本来営む業務を実施する
ために整備した機器を本業務・事業
に使用した場合において、その機器
が破損若しくは劣化等で使用不能と
なっても、当該経費での機器の更新
は認められません。

① ソフトウェア（※バージョンアップを含む）

② 図書、書籍（※年間購読料を含む） ②

③ パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM等

④ 実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類

⑤ 試作品

等

①

② ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇
等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、
勤務地手当、委託試験に係る退職手当等

③ 特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用

④ 他機関からの出向研究員の経費

等

① リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント

② 研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員

③ 技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書

等

＊ 人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等によるも
のとします。

制度・事業名：農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業

直
接
経
費

中項目の具体的な支出の例示

業務・事業の実施に直接要するもので、原形のまま比較的長期
の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が５万円以上の物
品の購入経費。ただし、研究開発用器具及び備品（試験又は測
定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡）については、取得価格
が10万円以上の物品の購入経費）

業務・事業の実施に直接要する以下に例示する資材、部品、消
耗品等の購入経費。なお、消耗品の定義・購入手続きは研究機
関の規程等によるものとする。

特記事項

物品費

研究採択者本人の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福
利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試
験に係る退職手当等

①

国及び地方公共団体からの交付金等
で職員の人件費等を負担している法
人（地方公共団体含む）について
は、職員の人件費等は認められませ
ん。

本事業を含む複数の外部資金等から
研究員等に人件費等を支払う場合
は、本事業に直接従事する時間数に
より算出して下さい。この場合、作
業日誌等により十分な勤務管理を
行って下さい。

②

人件費 否

設備備品費 否

消耗品費

① 事務用品など直接研究材料とならな
いものや、汎用性の高い消耗品につ
いては、特に業務・事業の遂行及び
研究成果の取りまとめに研究推進に
直接必要であることが、経理的に明
確に区分できる場合に限ります。

試作品作成に必要な経費について
は、研究開発と一体で行う小規模な
実証（又は製造）試験に係るものの
み認められます。なお、他者に設計
図等を示して製作・加工する場合
は、「外注費」として下さい。

業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当す
る研究者の経費

業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等
を担当する者の経費

府省共通経費取扱区分表

人件費・謝金

否
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2／3

中項目
中項目の
設定・
取扱等

① 研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金

② 講演会等の謝金

③ 個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指
導・原稿の執筆・査読・校正（外国語等）等）

④ データ・資料整理等の役務の提供への謝金

⑤ 通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱）

⑥ 学生等への労務による作業代

⑦ 被験者の謝金

等

＊ 謝金の算定にあたっては、研究機関の謝金支給規程等による
ものとします。

① 機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購
入した備品の法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスによ
る機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む）等の業務
請負

② 実験動物等の飼育、設計（仕様を指示して設計されるも
の。）、試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業務請負

③ 通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業
者請負）

等

＊ 「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く。

① 研究運営委員会等の委員会開催費
② 会場借料

③ 国際会議の通訳料

④ 会議等に伴う飲食代・レセプション代（アルコール類は除く）

等

直
接
経
費

その他

人件費・謝金

中項目の具体的な支出の例示

業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経
費

謝　金 否

特記事項

旅費旅費

旅費に関わる以下の経費

①

②

③

④

＊

「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証
手数料」「予防注射料」「出入国税の実費額」「燃油サーチャー
ジ」「航空保険料」「航空券取扱手数料」等をいう。

外国旅費は、原則認められません。
ただし、研究計画書等においてその
必要性が認められた場合を除きま
す。

学会へ参加するための旅費は、原
則、国内で、かつ、実施課題の成果
を発表する際に限り認められます。
よって、単なる情報収集のための出
張は認められません。

業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員（学部学生・
大学院生を含む）の外国・国内への出張又は移動にかかる経
費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）。学会へ参加するため
の交通費、宿泊費、日当、旅行雑費を含む。

上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の
実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための外国・国内
への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅
行雑費）

外国からの研究者等（大学院生を含む）の招へい経費（交通
費、宿泊費、日当、滞在費、旅行雑費）

外国からの研究者等の招へい経費に
ついては、認められません。（ただ
し、別に定める研究課題について
は、このかぎりではありません。）

①

②

③

研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日
当、移転費、扶養親族移転費、旅行雑費）

等

旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程によるものとす
る。

旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認め
られる場合のみ）を含む。

会議費 否

会議費の支出基準にあたっては、研究機
関等側の規程等によるものとします。

業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の
開催に要した経費

試作品作成に必要な経費については、研
究開発と一体で行う小規模な実証（又は
製造）試験に係るもののみ認められま
す。なお、研究機関等で資材を購入し試
作品を作成する場合は、「消耗品費」と
して下さい。

印刷製本費 否

業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費

チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成
のための印刷代

外注費 否

業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外
注にかかる経費

外注に関わる以下の経費

④

⑤

研究者等が赴帰任する際にかかる経
費については、認められません。

「旅行雑費」のうち、国内旅行にお
ける「空港使用料」は認められませ
ん。

＊

＊

112



3／3

中項目
中項目の
設定・
取扱等

① 電話料、ファクシミリ料

② インターネット使用料

③ 宅配便代

④ 郵便料

等

光熱水料 否

① 物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経
費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料

② 研究機関内の施設・設備使用料

②

④ 学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル
料が認められる場合のみ）

⑤ 研究成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・
論文別刷り代、成果報告書作成・製本費、テキスト作成・出
版費、ホームページ作成費等）

⑥ 広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人
費

⑦ 保険料（業務・事業に必要なもの）

⑧ 振込手数料

⑨ データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェア
のライセンス使用料を含む）、データベース使用料等）

⑩ 特許関連経費

⑪ 薬事相談費

⑫ 薬品・廃材等処理代

⑬ 書籍等のマイクロフィルム化・データ化

⑭ レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するも
のを除く）

等

消費税相当額
（委託費のみ） 要

要再委託費・共同実施費

直
接
経
費

その他

＊本区分表については、「府省共通経費取扱区分表の取扱について」も併せて参照すること。

間接経費

特記事項

その他（諸経費） 否

通信運搬費 否

消費税相当額の根拠となる非課税取引、不
課税取引、免税取引に係る項目及びその金
額について併記してください。

直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究
の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、被配分機
関が使用する経費

委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託又は第三者と共
同で実施するための経費（間接経費相当分を含む）

学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代（ア
ルコール類は除く）を含む。学会に参加するための旅費は『旅
費』に計上）

③
特許関連経費について、出願・登
録・維持に係る費用等は、認められ
ません。

学会参加費は、原則、国内で、か
つ、実施課題の成果を発表をする際
に限り認められます。（単なる情報
収集のための参加費は認められませ
ん。）

上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費

①

「人件費（通勤手当除く）」、「外国旅費・外国人等招へい旅費の
うち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸謝金」及び「保険
料」の８％に相当する額等、消費税に関して非（不）課税取引とな
る経費

業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電
気、ガス及び水道等の経費

光熱水料の全体額の一部を負担する場合
には、研究推進に直接必要であること
が、経理的に明確に区分することができ
るものに限り認められます。

業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等
の通信・電話料

電話料等の全体額の一部を負担する場合
には、研究推進に直接必要であること
が、経理的に明確に区分することができ
るものに限り認められます。

中項目の具体的な支出の例示
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 府省共通経費取扱区分表の取扱について 

 
平成 22 年 12 月 16 日 

 

１．総論 
(1) 府省共通経費取扱区分表（以下、「区分表」という。）は、各競争的資金制度

において共通して使用するものであり、以下にその解釈及び運用について確

認する。 
(2) 各制度は、区分表及び本取扱に基づきあらかじめ費目構成を設定し、経費の

取扱を明確に示す。 
(3) 区分表は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（競争的資金に関

する関係府省連絡会申し合わせ、平成２１年３月２７日改定）で定められて

いる「直接経費」の定義（※）を変更するものではない。 

 
※「直接経費」…競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要

なものに対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。 

 
 
２．費目の設定について 
(1) 各制度は、区分表に記載された費目の名称を用いるものとする。 
(2) 経費の種類は、「直接経費」「間接経費」「再委託費・共同実施費」の３種類

とする。 
(3) 「直接経費」には、「大項目」を設け、大項目にはさらに「中項目」を設け

る。 
(4) 「直接経費」の大項目は、「物品費」「人件費・謝金」「旅費」「その他」の４

項目に統一する。 
(5) 中項目は、以下に統一する。 

・大項目「物品費」の中項目に「設備備品費」「消耗品費」を設定する。 
・大項目「人件費・謝金」の中項目に「人件費」「謝金」を設定する。 
・大項目「旅費」には中項目に「旅費」を設定する。 
・大項目「その他」の中項目に「外注費」「印刷製本費」「会議費」「通信運

搬費」「光熱水料」「その他（諸経費）」「消費税相当額」を設定する。 
(6) 実績報告等は大項目単位によることを原則とし、必要に応じて中項目のうち

額の報告を求めるものについては、配分機関は当該区分表の「中項目の設

定・取扱等」欄に明記する。また、中項目自体を設定しない場合は、同様に

「中項目の設定・取扱等」欄に明記することとする。 
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３．費目の解釈について 
(1) 直接経費の各費目、間接経費及び再委託費・共同実施費の解釈を統一するた

めに、区分表に解説（太字下線部分）を記載した。 
(2) 直接経費の各費目については、研究者等が混乱なく研究費を使用できるよう

に、各制度において共通的なものとして、具体的な支出の例示を区分表に記

載した。 

 
４．各制度における区分表の運用について 
(1) 各制度における事業の性質等により、「中項目の具体的な支出の例示」欄で

示した経費のうち、当該中項目の経費とすることが適当でない場合、また、

支出にあたり一定の条件を付す場合などには、区分表の「特記事項」欄で明

示することとする。 
(2) 中項目の「設備備品費」「消耗品費」「消費税相当額」は、制度の種類により

適用を異にするものであるので、各制度においては、これらの取扱について、

区分表の「特記事項」欄で記述することとする。なお委託費における「設備

備品費」「消耗品費」の定義は、「中項目の具体的な支出の例示」欄に明瞭に

記載することとする。 
(3) 上記(1)及び(2)により制度としての調整を施された区分表は、例えば各制度

のホームページに掲載することなどにより、公開を進めることとする。 
(4) 区分表は各制度共通に使用するものではあるが、主に企業への資金配分を行

っている制度であって、運用上現行の取扱を行った方が配分機関・企業側双

方にとって効率的と判断される場合には、当面現行の運用も可能とする。 
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競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 

                                       

                        平成１３年４月２０日 

競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ 

平成１７年３月２３日改正 

平成２１年３月２７日改正 

平成２６年５月２９日改正 

１．本指針の目的 

 間接経費の目的、額、使途、執行方法等に関し、各府省に共通の事項を定めることにより、当

該経費の効果的かつ効率的な活用及び円滑な運用に資すること。 

 

２．定義 

「配分機関」･･･競争的資金の制度を運営し、競争的資金を研究機関又は研究者に配分する機

関。 

「被配分機関」･･･競争的資金を獲得した研究機関又は研究者の所属する研究機関。 

「直接経費」･･･競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要なもの

に対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。 

「間接経費」･･･直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う研

究機関の管理等に必要な経費として、被配分機関が使用する経費。 

    

３．間接経費導入の趣旨 

 競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対する

一定比率で手当することにより、競争的資金をより効果的・効率的に活用する。また、間接経費

を、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用

することにより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高める。 

 

４．間接経費運用の基本方針 

（１）配分機関にあっては、被配分機関において間接経費の執行が円滑に行われるよう努力する 

こと。また、間接経費の運用状況について、一定期間毎に評価を行うこと。 

（２）被配分機関にあっては、間接経費の使用に当たり、被配分機関の長の責任の下で、使用に 

関する方針等を作成し、それに則り計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確 

保すること。なお、複数の競争的資金を獲得した被配分機関においては、それらの競争的資 

金に伴う間接経費をまとめて効率的かつ柔軟に使用すること。 

 

５．間接経費の額 

 間接経費の額は、直接経費の３０％に当たる額とすること。この比率については、実施状況を

見ながら必要に応じ見直すこととする。 
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６．間接経費の使途 

 間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能

の向上に活用するために必要となる経費に充当する。具体的な項目は別表１に規定する。 

 なお、間接経費の執行は、本指針で定める間接経費の主な使途を参考として、被配分機関の

長の責任の下で適正に行うものとする。 

 

７．間接経費の取り扱い 

 間接経費の取り扱いは、被配分機関及び資金提供の類型に応じ、別表２の分類に従うこと。 

 

８．報告 

 被配分機関の長は、証拠書類を適切に保管した上で、毎年度の間接経費使用実績等を翌年

度の６月３０日までに、別紙様式により配分機関に報告すること。 

 

９．その他 

本指針に定めるものの他、間接経費の執行・評価に当たり必要となる事項については、別途

定めることとする。また、本指針は、今後の執行状況を踏まえ、随時見直すこととする。
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（別表１） 

 

間接経費の主な使途の例示 

 

 被配分機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費

（「３．間接経費導入の趣旨」参照）のうち、以下のものを対象とする。 

 

（１）管理部門に係る経費 

（ア）管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

（イ）管理事務の必要経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、  

会議費、印刷費 

など 

 

（２）研究部門に係る経費 

（ウ）共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、  

印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

（エ）当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、 

通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

（オ）特許関連経費  

（カ）研究棟の整備、維持及び運営経費 

（キ）実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 

（ク）研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

（ケ）設備の整備、維持及び運営経費 

（コ）ネットワークの整備、維持及び運営経費 

（サ）大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 

（シ）大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 

（ス）図書館の整備、維持及び運営経費 

（セ）ほ場の整備、維持及び運営経費 

など 

 

（３）その他の関連する事業部門に係る経費 

 （ソ）研究成果展開事業に係る経費 

 （タ）広報事業に係る経費 

 など  

 

※上記以外であっても、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全

体の機能の向上に活用するために必要となる経費などで、研究機関の長が必要な経費と判

断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とす

る。
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（別表２） 

 

被配分機関の種類等による間接経費の取り扱い整理表 

 

被配分機関の種類 

資金提供の形態 

委託費 

 

個人補助金 

 
機関補助金 

国立大学法人、大学共同利

用機関法人、公立大学法人、

独立行政法人、公益法人、

企業、私立大学 

委託者から受託者に配分 

 

 

 

補助事業者から所属機関に納

付 

 

 

 

国等から補助事業者に配

分 

 

 

 

国立試験研究機関等国の機

関 

受託者が委託者と異なる会計

間であれば配分可能 

補助事業者から所属機関に納

付しても、それに連動する歳出

科目があれば配分可能 

 

 

公設試験研究機関 委託者から受託者に配分（都

道府県議会等における予算の

審議を経て執行） 

 

 

 

補助事業者から所属機関への

納付を経て都道府県等に配分

（都道府県議会等における予

算の審議を経て執行） 

 

 

国等から補助事業者に配分

（都道府県議会等における

予算の審議を経て執行） 

 

 

 

* 「被配分機関の種類」については、代表的な機関を記載。 

* 留意点： 配分機関により、運用は異なることがある（企業の取り扱い等）。   
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（別紙様式） 

競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（平成○○年度） 

１．間接経費の経理に関する報告 

（単位：千円） 

（収入） 

競争的資金の種類 間接経費の納入額 備考 

○○研究費補助金 
○○制度 

○○,○○○ 
○,○○○ 

 

合計 ○○,○○○  

（支出） 

経費の項目 執行額 使途 具体的な使用内容 

１．管理部門に係る経費 
①人件費 
②物件費 
③施設整備関連経費 
④その他 

 
２．研究部門に係る経費 
①人件費 
②物件費 
③施設整備関連経費 
④その他 

 
３．その他の関連する事業部門に係る経
費 
①人件費 
②物件費 
③施設整備関連経費 
④その他 

 
○○,○○○ 

○,○○○ 
○,○○○ 

 
 
 

○,○○○ 
○○,○○○ 
○○,○○○ 

 
 
 
 

○,○○○ 
○○,○○○ 
○○,○○○ 

  

合計 ○○,○○○   

 

※「競争的資金の種類」については、内閣府ホームページに掲載されている「競争的資金制度一覧」中の制度

名を記入し、その競争的資金制度による間接経費を受け入れた額について記入してください。なお、当該ホ

ームページ中に該当する制度名がない場合は、当該競争的資金制度の配分機関に確認してください。 

 （参考）内閣府ホームページ http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/ 

※「使途」については、（別表１）にある（ア）～（タ）の分類に沿って記入してください。（複数項目記入可） 

 （ア）～（タ）以外に使用した場合は、（チ）と記入してください。 

※「具体的な使用内容」については、「使途」が（イ）～（エ）に該当する場合に、別表１の各項目にある具体的な

使用内容を踏まえて、記入してください。また、（チ）に該当する場合も、具体的な使用内容について、記入し

てください。 
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２．間接経費の使用結果に関する報告 

（１）被配分機関において、間接経費をどのように使用し、その結果如何に役立ったのか記載してください。 

（「競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善」、「研究機関全体の機能の向上」の観点から記載し

てください。） 

 

  

 

 

  （２）．間接経費の使用について、該当する項目にチェックをしてください。 

  ①間接経費の使用方針について 

   □被配分機関の長の責任の下で間接経費の使用に関する方針を作成している。 

   □被配分機関の長の責任の下で間接経費の使用に関する方針を作成していない。 

  →方針を作成していない場合は、間接経費の使用について、被配分機関の長の責任の下、どのように間接経

費を運用しているか、具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 ②間接経費の使用について（複数選択可） 

  □間接経費の一部（又は全て）は、被配分機関の長の判断に基づき使用している（研究者の要望を受けて機関

の長が判断している場合を含む）。 

  □間接経費の一部は部局（研究科・専攻等）に配分しており、部局が独自の判断で使用できるようにしている。 

  □間接経費の一部を研究者に配分しており、研究者が独自の判断で使用できるようにしている。  →「間接経

費の一部を研究者に配分しており、研究者が独自の判断で使用できるようにしている。」場合、直接経費で充

当すべき支出に充当しないよう、どのように確認をしているのか、具体的に記載してください。 

 

 

  

 

③間接経費の趣旨及び使途に係る説明について（複数選択可） 

  □間接経費の趣旨及び使途（使用計画等）について、競争的資金の配分を受けた研究者に説明をしている。 

  □間接経費の趣旨及び使途（使用計画等）について、競争的資金の配分を受けた研究者に説明していない。 

  →間接経費の趣旨及び使途（使用計画等）について、競争的資金の配分を受けた研究者に説明している場合

は、どのような手段により、研究者に説明をしているか、具体的に記載してください。 

    また、説明をしていない場合は、どのようにして間接経費の趣旨及び使途（使用計画等）について、周知をし

ているか、具体的に記載してください。 
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２ ２ 農 会 第 ７ ９ ０ 号

平成２２年１２月３日

研究機関代表者 殿

農林水産省農林水産技術会議事務局長

委託事業における非常勤職員の賃金について

委託事業の実施に当たっては、従来から、研究機関における公的研究

費の適正な管理の充実を図るため、「研究機関における公的研究費の管理

・監査のガイドライン（実施基準）」（平成19年10月1日付け19農会第706

号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知）及び「委

託事業事務処理マニュアル」(平成21年3月農林水産技術会議事務局作成）

により、非常勤雇用者の勤務実態確認等の管理体制の整備や区分経理の

実施等、研究費の適正な執行をお願いしているところであります。

しかし、今般、会計検査院から内閣に送付された平成21年度決算検査

報告において、当局関係の委託事業に係る指摘事項として、委託事業に

従事した非常勤職員の賃金について、委託事業ごとの勤務時間を正確に

把握しないまま委託事業実績報告書に計上していたとして是正改善の処

置を要求されたことは誠に遺憾であります。

貴機関におかれましては、既に業務日誌等を作成するなどにより、非

常勤職員の業務実績を適切に把握するための取組が行われていることと

存じますが、非常勤職員の賃金については、別添業務日誌(例)に準じて、

非常勤職員の業務実績を把握し、委託事業実績報告書に適切に計上いた

だきますよう改めてお願いします。

また、賃金に限らず、委託費で支払うことのできる経費は当該委託事

業に要したものに限られておりますので、引き続き委託費の適切な執行

に御協力願います。

なお、関係する内部研究所等がある場合には、貴職から通知いただき

ますようお願いします。
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業 務 日 誌 （様式例）

（基本事項）

従 ○○　○○ 勤務形態 パートタイム

事 　△○×研究室 勤務時間 ６時間／日 平成22年 4月

者 　月～金 備　　考

年/

月 時間 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数

22/

4

氏　名

所　属

勤務日

日 曜日 業務内容 備考ＡＡ委託プロ ＢＢ委託プロ 運営費交付金

1 木

全実績時間
支給区分

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

17 土

実績時間合計

上記のとおりの勤務実績を報告します。

　雇用責任者等

業務従事者 職名　　△○×研究室長　 内訳従事時間　計

氏名 　○○　　○○　　印 　　 氏名　　□□　　□□　　印 通勤日数 計

１）

２）

３）

４）

17 土

18 日

19 月

26

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

30 金

31

火

28 水

月

27

業務内容が、他の事業と共通するものであるなど、各事業ごとの従事時間を明確に区分できない場合は、それぞれの事業の予算規模等に基づく負担

　左記の者について、上記業務に従事しており、報告のとおり勤務したことを確認します。

この業務日誌は、委託費等事業、補助金事業などに従事する者が、毎日記入。

1か月の勤務を終了した場合には、直ちに「業務従事者欄」に記名・捺印のうえ、雇用責任者に提出。

雇用責任者は、1か月の業務実績を確認し、記名・押印のうえ経理担当者に提出。

29 木

４） 業務内容が、他の事業と共通するものであるなど、各事業ごとの従事時間を明確に区分できない場合は、それぞれの事業の予算規模等に基づく負担
割合を算出し、当該従事時間を負担割合で案分するなどの合理的な方法により、従事時間を算出。
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業 務 日 誌 （様式例）

（基本事項）

従 ○○　○○ 勤務形態 パートタイム

事 　△○×研究室 勤務時間 ６時間／日 平成22年 4月

者 　月～金 備　　考

年/

月 時間 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数

22/ 調査補助 6:00 1.0

4

調査補助 6:00 1.0

データ整理 3:00 0.5

実験補助 3:00 0.5

データ整理 3:00 0.5

実験補助 3:00 0.5

データ整理 3:00 0.5

実験補助 3:00 0.5

データ整理 3:00 0.5

実験補助 3:00 0.5

実験補助 6:00 1.0

実験補助 3:00 0.5

器具洗浄 1:00 0.2 2:00 0.3

氏　名

所　属

勤務日

日 曜日 業務内容
全実績時間

支給区分

備考ＡＡ委託プロ ＢＢ委託プロ 運営費交付金

1 木 6:00

2 金 6:00

3 土

4 日

5 月 6:00

6 火 6:00

7 水 6:00

8 木 6:00

9 金 6:00

10 土

11 日

12 月 6:00

13 火

14 水

15 木

16 金

（記　入　例）

一日に複数の研究課題に

従事した場合は、その日毎

に勤務実績時間の割合に

より通勤日数を算定。

どの事業にどれだけの時間

従事したかを作業従事者が

毎日記入。

事業毎の従事時間が、明

確に区分できないような業

務の場合、予算規模による

案分など、合理的な方法に

より業務量を算出。

実績時間合計 48:00 25:00 4.2 23:00 3.8

上記のとおりの勤務実績を報告します。

　雇用責任者等

業務従事者 職名　　△○×研究室長　 内訳従事時間　計 48:00

氏名 　○○　　○○　　印 　　 氏名　　□□　　□□　　印 通勤日数 計 8

１）

２）

３）

18 日

26 月

23 金

24 土

27 火

28 水

29 木

30 金

31

　左記の者について、上記業務に従事しており、報告のとおり勤務したことを確認します。

この業務日誌は、委託費等事業、補助金事業などに従事する者が、毎日記入。

1か月の勤務を終了した場合には、直ちに「業務従事者欄」に記名・捺印のうえ、雇用責任者に提出。

25 日

雇用責任者は、1か月の業務実績を確認し、記名・押印のうえ経理担当者に提出。

21 水

22 木

19 月

20 火

17 土

）

４）

雇用責 者 、 月 業務実績を確認 、記名 押印 う 経 者 提 。

業務内容が、他の事業と共通するものであるなど、各事業ごとの従事時間を明確に区分できない場合は、それぞれの事業の予算規模等に基づく負担割
合を算出し、当該従事時間を負担割合で案分するなどの合理的な方法により、従事時間を算出。
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一般管理費計上根拠（例）

プロジェクト研究委託事業の一般管理費での光熱水料等負担額算出例（その１）
　委託事業に従事する研究者のエフォート率による算出例

前提条件
委託事業費 5,000,000 円
うち試験研究費 4,000,000 円
うち一般管理費 600,000 円 ①

研究機関全体の年間電気料 円
研究機関全体の年間水道料 円
研究機関全体の年間燃料費 円
研究機関全体の年間ガス料 円

委託事業に従事する研究者のエフォート率による算出

全職員数 100 人
うち委託事業に従事する研究者(A,B,Cの3名) 3 人
研究者Ａの委託事業への従事割合 50%
研究者Bの委託事業への従事割合 30%
研究者Cの委託事業への従事割合 20%

1
100

委託事業の一般管理費での負担可能額

電気料 600,000 円
水道料 50,000 円
燃料費 100,000 円
ガス料 60,000 円

計 810,000 円 ②

① ＜ ②

①／②＝ 74.1%

委託事業の一般管理費での負担額

電気料 444,600
水道料 37,000
燃料費 74,000
ガス料 44,400

計 600,000

※本例の研究者のエフォート率は年換算により算出しています。
　 契約期間中のみで算出する場合は、従事期間率も考慮してください。

例　代表機関が構成員（共同研究機関）への経理調査を実施した際の旅費
　　 管理部門の事務補助職員が委託事業のために従事した時間の賃金
　　

60,000,000

10,000,000×1%=

1×50%＋1×30%＋1×20%
100

= =

5,000,000
10,000,000
6,000,000

60,000,000×1%=
5,000,000×1%=

1%

　　　（作業（業務）日誌等で従事時間、作業（業務）内容が確認できる場合に限ります。）

なお、委託事業との関係が明確な経費については、当該額を計上することができます。

6,000,000×1%=

600,000×74.1%=
50,000×74.1%=

100,000×74.1%=
60,000×74.1%=

結果として、電気料(600,000円)のみでも一般管理費の額(600,000円)と同額となっているた
め、以上の計算結果を踏まえ、電気料のみでの負担も可能。
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プロジェクト研究委託事業の一般管理費での光熱水料等負担額算出例（その２）
　委託事業で使用する建物延べ面積による算出例

前提条件
委託事業費 5,000,000 円
うち試験研究費 4,000,000 円
うち一般管理費 600,000 円 ①

研究機関全体の年間電気料 円
研究機関全体の年間水道料 円
研究機関全体の年間燃料費 円
研究機関全体の年間ガス料 円

委託事業に使用する建物延べ面積率による算出

全建物延べ面積 1,000 ㎡
うち委託事業に使用する建物延べ面積 50 ㎡
  うち委託事業に使用する割合 40% ※１
  年間使用割合（期間率） 60% ※２

※２：１年間のうち委託事業で使用する期間に基づき算出

12
1000

委託事業の一般管理費での負担可能額

電気料 720,000
水道料 60,000
燃料費 120,000
ガス料 72,000

計 972,000 ②

① ＜ ②

①／②＝ 61.7%

委託事業の一般管理費での負担額

電気料 444,300
水道料 37,100
燃料費 74,100
ガス料 44,500

計 600,000

例　代表機関が構成員（共同研究機関）への経理調査を実施した際の旅費
　　 管理部門の事務補助職員が委託事業のために従事した時間の賃金
　　

なお、委託事業との関係が明確な経費については、当該額を計上することができます。

　　　（作業（業務）日誌等で従事時間、作業（業務）内容が確認できる場合に限ります。）

60,000,000
5,000,000
10,000,000
6,000,000

50㎡×40%×60%
= =

1000㎡

※１：委託事業に使用する建物について、他の事業との使用割合を研究機関のルールに基づき算出

120,000×61.7%=
72,000×61.7%=

結果として、電気料(720,000円)のみでも一般管理費の額(600,000円)を超えているため、
以上の計算結果を踏まえ、電気料のみでの負担も可能。

1.2%

60,000,000×1.2%=
5,000,000×1.2%=

10,000,000×1.2%=
6,000,000×1.2%=

720,000×61.7%=
60,000×61.7%=
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プロジェクト研究委託事業の一般管理費での光熱水料等負担額算出例（その３）
　事業費比率（予算額）による算出例（その１）

前提条件
委託事業費 5,000,000 円
うち試験研究費 4,000,000 円
うち一般管理費 600,000 円 ①

研究機関の全予算額 500,000,000 円

研究機関全体の年間電気料 円
研究機関全体の年間水道料 円
研究機関全体の年間燃料費 円
研究機関全体の年間ガス料 円

事業費比率（予算額）による算出

研究機関の全予算額 500,000,000 円
うち委託事業の予算額 5,000,000 円

委託事業の一般管理費での負担可能額

電気料 600,000 円
水道料 50,000 円
燃料費 100,000 円
ガス料 60,000 円

計 810,000 円 ②

① ＜ ②

①／②＝ 74.1%

委託事業の一般管理費での負担額

電気料 444,600
水道料 37,000
燃料費 74,000
ガス料 44,400

計 600,000

例　代表機関が構成員（共同研究機関）への経理調査を実施した際の旅費
　　 管理部門の事務補助職員が委託事業のために従事した時間の賃金
　　

50,000×74.1%=

60,000,000
5,000,000
10,000,000
6,000,000

5000000円
= 1.0%

500000000円

60,000,000×1%=
5,000,000×1%=

10,000,000×1%=
6,000,000×1%=

600,000×74.1%=

100,000×74.1%=
60,000×74.1%=

結果として、電気料(600,000円)のみでも一般管理費の額(600,000円)と同額となっているた
め、以上の計算結果を踏まえ、電気料のみでの負担も可能。

なお、委託事業との関係が明確な経費については、当該額を計上することができます。

　　　（作業（業務）日誌等で従事時間、作業（業務）内容が確認できる場合に限ります。）
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プロジェクト研究委託事業の一般管理費での光熱水料等負担額算出例（その４）
　事業費比率（一般管理費）による算出例（その２）

前提条件
委託事業費 5,000,000 円
うち試験研究費 4,000,000 円
うち一般管理費 600,000 円

研究機関の全予算額 500,000,000 円
研究機関の一般管理費 100,000,000 円

研究機関の一般管理費(100,000,000円)の内訳
　うち電気料 円
　うち水道料 円
　うち燃料費 円
　うちガス料 円
　うち通信運搬費 5,000,000 円
　うち管理部門の賃金 20,000,000 円
　うち管理部門の消耗品費等 8,000,000 円

事業費比率（一般管理費）による算出

研究機関の一般管理費 100,000,000 円
うち委託事業の一般管理費 600,000 円

委託事業の一般管理費での負担額

電気料 300,000 円
水道料 24,000 円
燃料費 48,000 円
ガス料 30,000 円
通信運搬費 30,000 円
管理部門の賃金 120,000 円
管理部門の消耗品費 48,000 円

計 600,000 円

例　代表機関が構成員（共同研究機関）への経理調査を実施した際の旅費
　　 管理部門の事務補助職員が委託事業のために従事した時間の賃金
　　

50,000,000
4,000,000
8,000,000

600,000円
= 0.6%

100,000,000円

5,000,000

8,000,000×0.6%=

　　　（作業（業務）日誌等で従事時間、作業（業務）内容が確認できる場合に限ります。）

50,000,000×0.6%=
4,000,000×0.6%=
8,000,000×0.6%=

なお、委託事業との関係が明確な経費については、当該額を計上することができます。

5,000,000×0.6%=
5,000,000×0.6%=

20,000,000×0.6%=
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委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する留意事項について 

 

 

実績報告書の作成に当たっての留意事項等を以下のとおりまとめておりますので、これにより、

円滑な額の確定事務が行えるようご協力願います。 

委託事業実績報告書提出の際に併せて提出いただく添付資料は、契約方式により異なりますの

で、下記をご確認ください。また、併せて、「委託事業に係るチェックリスト」を併せて提出いた

だきますようよろしくお願いします。 

 

 

記 

 

１．委託事業実績報告書の提出期限 

委託契約書に添付されている、委託事業計画書（別紙様式１号）の「エ 研究及び報告の

方法」に記載された報告期限（厳守）までに、正副２部を書面にて提出してください。 

なお、提出期限前に、あらかじめ、提出予定の実績報告書及び関係書類をメールでいただ

けましたら、事前に確認させていただき、修正の要否等をお知らせいたします。 

 

２．添付書類 

（１）契約方式がコンソーシアム方式の場合 

１）帳簿等の写し 

収支精算の計数の基礎となる資料として、帳簿の写しを紙媒体で１部と帳簿の電子媒

体をメールにて提出してください。（帳簿が電子媒体での出力が不可能な場合は、その

旨ご連絡ください。） 

なお、帳簿は必ず、品名、規格、（旅費については、用務期間、用務内容、用務先）

数量、金額、契約相手方、契約年月日、納品年月日、支払年月日が確認できる資料とし

てください（指定した内容が確認できれば、各機関において使用している会計システム

等の帳票の写しでも可能です。） 

また、委託先において、事業実施期間中に支払いが済んでいないもの（賃金、光熱費

等）がある場合については、帳簿の支払年月日欄に支払予定年月日を記入して提出して

ください。 

代表機関を含む全構成員分を提出ください。 

 

２）計画外物品購入理由書 

委託事業実施期間中に、委託事業計画書（別紙様式１号）の「３ 物品購入計画」に

記載されていない物品の購入を行った場合、購入に当たり事前協議を行っていると思い

ますが、その際に提出した理由書を基に「使用目的」欄に記載していただくか、別途理

由書（事前協議したもので可）を添付してください。 

代表機関を含む全構成員分を提出ください。 
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３）作業（業務）日誌 

複数の外部資金等により人件費、賃金を支払っている研究員、研究補助者等につきま

しては、従事時間数をエフォート管理している「業務日誌」を PDFファイルで全て提出

してください。 

     代表機関を含む全構成員分を提出ください。 

 

  ４）委託事業に係るチェックリスト 

     別紙によりお示しします「委託事業に係るチェックリストの提出について」に基づき、

コンソーシアム毎構成員毎に「委託事業に係るチェックリスト」により、チェックをし

ていただき、「×」がないようご確認（必要に応じて修正）のうえ、当該チェックリス

トを電子データで提出してください。 

     代表機関を含む全構成員分を提出ください。 

 

※上記以外でも、必要に応じ、計上された費用等の根拠資料の提出を求める場合があります

のでご了承ください。 

 

 

（２）契約方式が委託・再委託方式の場合 

１）再委託契約書の写し 

事業を実施するに当たり、再委託を行っている場合には、再委託契約書の写しを提出

して頂いておりますが、まだ、未提出の場合は当該年度の２月末日までに提出してくだ

さい（原則両面コピー（別紙様式第２号以降の内容の記載のない様式は不要です。）Ｐ

ＤＦでの提出も可。）。なお、再委託先が複数ある場合には、事業（契約案件）毎にとり

まとめの上、提出してください。 

また、再委託について、変更契約や研究の中止等が行われている場合には当該書類の

写しも添付してください。 

 

２）帳簿等の写し 

収支精算の計数の基礎となる資料として、帳簿の写しを紙媒体で１部と帳簿の電子媒

体をメールにて提出してください。（帳簿が電子媒体での出力が不可能な場合は、その

旨ご連絡ください。） 

なお、帳簿は必ず、品名、規格、（旅費については、用務期間、用務内容、用務先）

数量、金額、契約相手方、契約年月日、納品年月日、支払年月日が確認できる資料とし

てください（指定した内容が確認できれば、各機関において使用している会計システム

等の帳票の写しでも可能です。） 

また、委託先において、事業実施期間中に支払いが済んでいないもの（賃金、光熱費

等）がある場合については、帳簿の支払年月日欄に支払予定年月日を記入して提出して

ください。 

代表機関のみ提出してください。 
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３）計画外物品購入理由書 

委託事業実施期間中に、委託事業計画書（別紙様式１号）の「３ 物品購入計画」に

記載されていない物品の購入を行った場合、購入に当たり事前協議を行っていると思い

ますが、その際に提出した理由書を基に「使用目的」欄に記載するか、別途理由書（事

前協議したもので可）を添付してください。 

代表機関のみ提出してください。 

 

 

４）作業（業務）日誌 

複数の外部資金等により人件費、賃金を支払っている研究員、研究補助者等につきま

しては、従事時間数をエフォート管理している「業務日誌」を PDFファイルで全て提出

してください。 

代表機関のみ提出してください。 

 

  ５）委託事業に係るチェックリスト 

     別紙によりお示しします「委託事業に係るチェックリストの提出について」に基づき、

コンソーシアム毎構成員毎に「委託事業に係るチェックリスト」により、チェックをし

ていただき、「×」がないようご確認（必要に応じて修正）のうえ、当該チェックリス

トを電子データで提出してください。 

   代表機関のみの提出で結構ですが、再委託先についても本チェックリストに基づきチ

ェックを行った場合は、再委託先のチェックリストも併せてご提出ください。 

 

※上記以外でも、必要に応じ、計上された費用等の根拠資料の提出を求める場合があります

のでご了承ください。 

 

 

（３）研究機関等との単独契約の場合 

１）帳簿等の写し 

収支精算の計数の基礎となる資料として、帳簿の写しを紙媒体で１部と帳簿の電子媒

体をメールにて提出してください。（帳簿が電子媒体での出力が不可能な場合は、その

旨ご連絡ください。） 

なお、帳簿は必ず、品名、規格、（旅費については、用務期間、用務内容、用務先）

数量、金額、契約相手方、契約年月日、納品年月日、支払年月日が確認できる資料とし

てください（指定した内容が確認できれば、各機関において使用している会計システム

等の帳票の写しでも可能です。） 

また、委託先において、事業実施期間中に支払いが済んでいないもの（賃金、光熱費

等）がある場合については、帳簿の支払年月日欄に支払予定年月日を記入して提出して

ください。 
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２）計画外物品購入理由書 

委託事業実施期間中に、委託事業計画書（別紙様式１号）の「３ 物品購入計画」に

記載されていない物品の購入を行った場合、購入に当たり事前協議を行っていると思い

ますが、その際に提出した理由書を基に「使用目的」欄に記載していただくか、別途理

由書（事前協議したもので可）を添付してください。 

 

 

３）作業（業務）日誌 

複数の外部資金等により人件費、賃金を支払っている研究員、研究補助者等につきま

しては、従事時間数をエフォート管理している「業務日誌」を PDFファイルで全て提出

してください。 

 

  ４）委託事業に係るチェックリスト 

     別紙によりお示しします「委託事業に係るチェックリストの提出について」に基づき、

コンソーシアム毎構成員毎に「委託事業に係るチェックリスト」により、チェックをし

ていただき、「×」がないようご確認（必要に応じて修正）のうえ、当該チェックリス

トを電子データで提出してください。 

 

※上記以外でも、必要に応じ、計上された費用等の根拠資料の提出を求める場合があります

のでご了承ください。 

 

３．委託事業実績報告書の記載例 

別添資料（委託プロジェクト研究、農食研究推進事業の例）を参考に作成してください。 

【重要】消費税等相当額について 

各費目に課税取引と非課税・不課税・免税取引（以下、「非課税等取引」という。）が混

在する場合、必ず当該費目の下段に非課税等取引の金額を括弧書きで記載してください。

（各費目の下段括弧書きの合計額×８％が、消費税等相当額の金額となるようにするこ

と。） 

 

４．その他留意事項 

（１）委託費の返還 

委託費の返還見込については、実績報告書提出以前であっても、随時、判明した時点

で契約班担当者にメールでご連絡ください。 

なお、その場合には、メールの件名に「(返還)」及び「(事業実施機関名)」を記入し

てください。 

 

（２）物品購入実績のデータ送付 

技術会議事務局では、委託費で取得した物品の台帳を整理します。物品購入実績があ

る場合は、別紙様式第２号の「３－１物品購入実績」及び「４－１取得した試作品」の

データを契約班担当者にメールで提出してください。 
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（３）提出前のチェック 

表計算ソフト（excel等）で報告書を作成している場合、セルの表示幅設定等により、

印刷の際に文章全体が表示されないまま提出されるケースが非常に多くなっておりま

す。提出の際は、必ず紙ベースまたは印刷プレビューでの確認を行ってください。 

 

（４）委託費で取得した物品及び試作品に関する継続使用手続 

継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品（試作品を

含む。）全てについて、別紙様式第２号の「３－２」、あるいは、「４－２」により、継

続使用の有無を提出してください。 

また、提出に当たっては、別紙様式第２号の「３－２」「４－２」のデータを契約班

担当者にメールで提出してください。 
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（別添資料） 

◆委託プロジェクト研究及びその他の事業◆  コンソーシアム方式 
（再委託の場合は、農食研究推進事業（委託・再委託方式）を参照。） 

 

別紙様式第２号（記載例及び作成上の留意事項） 
 

平成○○年度○○○○○○の開発委託事業実績報告書 
 

 

番     号 

年  月  日 

支出負担行為担当官 

農林水産技術会議事務局長 殿 

官署支出官 

農林水産省大臣官房経理課経理調査官 殿 

 

                                         
                                            住  所 

                                            氏  名                          印 

 

平成  年 月 日付け契約（及び平成  年 月 日付け変更契約）のこのことについて、下記

のとおり、事業を実施したので、委託契約書第６条第１項の規定により、その実績を報告します。 

（なお、併せて委託費金○，○○○，○○○円也の支払を請求します。） 

 

記 

１ 事業の実施状況 

   ア 事業項目及び研究対象 
    別記のとおり 

 

 

   イ 事業実施期間 

    平成  年  月  日～平成  年  月  日 

 

 

   ウ 担当者 

          別記のとおり 
       
 

エ 事業の成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。) 

       別記のとおり  

 

 

オ  事業に係る報告等(対外的に配布又は公表された資料名称を報告すること。) 

       別記のとおり 

 

○○○には委託契約書に記載

している委託事業名を記載。 

精算払により、実績報告書と請求

書を兼ねる場合のみ記載。 

実施期間中に変更契約があった場

合に記載。 

※ア、ウ、エ、オについて 

各欄に直接記載としても又は「別記のとおり」としても、どちらでも可とする。 

（別記の場合、様式については後段の別記様式を参照。） 

委託契約書別紙様式第1号「委託事業計画書」の１「事業内容」のイ「事

業実施期間」を記載。ただし、計画で定められた期限より前に実績報告書

を提出した場合、事業実施期間の最終日は実績報告書提出日を記載。（最

終日は報告書の提出日と同じ日付とします。） 

別記１を参照のうえ作成してください。 

委託契約書別紙様式第1号「委託事業計画書」の１「事業内容」

のウ「担当者」を記載。契約締結後、担当者が変更となっている

場合は、変更後の担当者を記載。 

別記２を参照のうえ作成してください。 
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２ 収支精算 

                                                    

                           

   収入の部 

区  分 精 算 額 予 算 額 
比 較 増 減         

備    考 
増 減 

 
国庫委託費 

 

自己負担額 

 

     計 

       円

  95,000,000 

 

    6,000,000 

 

101,000,000 

 

       円 

  100,000,000

  

0 

 

100,000,000 

 

     円 

       0 

 

6,000,000 

  

6,000,000 

 

     円 

5,000,000 

 

0 

 

 5,000,000 

  

 

うち消費税及び地方消費税の額 

 

            7,037,037円 

  

   
支出の部                 

区  分 精 算 額 予 算 額 
比 較 増 減         

備    考 
   増    減 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般管理費 

 

 

消費税等相当額 

  

 

 

 

 

 

 

 

計 

     円 

94,740,000 

 

   

 

 

 

 

 

 

5,044,000  

 

 

1,216,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

101,000,000  

     円 

93,445,000 

 

  

 

 

 

 

 

 

5,667,000 

 

 

888,000  

 

 

 

 

 

 

 

  

100,000,000 

    円 

1,295,000 

 

  

 

 

 

  

 

 

0 

 

 

328,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,623,000  

    円 

0 

 

  

 

 

 

 

 

 

623,000 

 

 

0  

 

 

  

  

 

 

 

 

623,000 

 

人件費    10,000,000円 

諸謝金     500,000円 

委員等旅費     400,000円 

国内旅費     19,800,000円   ① 

外国旅費    4,945,000円 

試験研究費  59,095,000円 

（うち賃金  1,000,000円） 

 

 

光熱水料、燃料費、通信運搬費     

 

 

 

課税外取引額計  15,200,000円 

 人件費         8,500,000円 

 諸謝金           500,000円 

 外国旅費       4,500,000円 

 賃金         800,000円 

試験研究費その他 200,000円 

 一般管理費賃金   600,000円 

 一般管理費その他 100,000円 

 

 

                                                   

 

    

                      

 

 
（注） １．精算額欄は、収入の部、支出の部ともに単純に、各構成員の精算額を区分毎に加算（串刺し計算）し、コンソーシアムとして

の合計額を記載してください。 

    ２．収入の部において、上記のように国庫委託費が５百万円の執行残が出た場合、自己負担額分を充当（国庫委託費９５百万円→ 

      １００百万円、自己負担額６百万円→１百万円）する形にはしないでください。この内容の確認資料として「構成員別費目一

覧表」を作成してください。 

実績額を記載。 

① 各構成員の実績額を費目毎に積み上げてください。 

② 一般管理費から直接経費への流用は、一般管理費の３０％以内であるか確認。また、執行額は試験研究費の１５％以内となっ

ているか確認。（ただし、一般管理費、試験研究費ともに自己負担額が混在している場合は、その額を控除した額で確認。） 

③ 計上している主な内容を記載してください。 

④ 課税取引額計の８％の金額ではなく、各構成員の会計伝票等で「租税公課」として計上している金額を単に積み上げてくださ

い。なお、地方公共団体等、消費税を納税する必要がない構成員は計上する必要はありません。 

⑤ 実績額のうち、非課税、不課税、免税取引の額を費目毎に全構成員の額を積み上げてください。なお、地方公共団体等、消費

税を納税する必要がない構成員は計上する必要はありません。 

当初予算額を記載。（変更契約、事業計画の変

更があった場合は変更後の額を記載する。） 

国庫委託費精算額の消費税（国

庫委託費精算額×８/10８）小

数点以下は切り捨て。 

② ③ 

④ 

⑤ 
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３－１ 物品購入実績（翌年度も事業を継続する場合は、３－１のみを提出すること。） 
 

  
    品   名 

 
規  格 

 
 員  数 

  購  入  実 績 所有権者  
 使用目的 

 
 備考 

 

  単 価   金 額 

サーマルサイクラー Applied syst

ems 2700 

サーマルサイ

クラー 

1台  500,000円  500,000円 ○○県 PCR検出に

おいてDNA

の増幅のた

めに利用す

る。 

追加 

別紙理由

書のとお

り 

オートクレーブ トミー精工 

 LBS-325 

１台 462,000円 462,000円 地方独立行

政法人□□

農業研究所 

遺伝子診断

用資材の滅

菌処理に利

用する。 

 

位相差顕微鏡 ライカ研究用

正位相差顕微

鏡DMC2500 

 

 

１台 

 

1,287,300円 1,287,300円 ○○大学 特性を解明

する上で、

その同定や

形態比較、

形態的な差

異を明らか

にすること

に使用する 

 

 
 
 

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（記載要領） 
１：物品購入計画に掲げたもののほか、記載する品名は、物品購入計画の場合と同様とする。 

      ２：契約時の物品購入計画に掲げたもの以外の購入物品があった場合には、購入することとなった理由
を備考欄に記載する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委託契約書の物品購入計画に記載した

使用目的又は員数以外の物品を購入し

た場合は、例に倣って「追加」と追記

し、理由書を添付する。 

・委託事業計画書と同じ表現とすること。 

・計画時になかった物品については、追加報告の

際に記載した内容（具体的な使用目的）を要約し

て記入する。 

 
 
    

員数及び単位（台、

式等）を記載 メーカー名、主要

な規格、製品番号

を記載。 

・物品購入実績は、本委託事業において代表機関およ

びコンソーシアムの構成員が直接経費で購入した備品

全てを、契約書の委託事業計画書の物品購入計画の記

載順に記載する。 

・購入を計画していたものの実際は購入しなかったも

のについては、記載する必要はありません。〔理由書

を事前に提出しているものに限る。〕 

・物品購入計画で記載していたものが、購入時に消耗

品相当となったものについても記載願います。 

・全く何も購入していない場合は「該当なし」と記載

する。 

記載要領は削除可。 
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３－２ （継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、３
－１の右に続けて、３－２も提出すること。） 

 

 
継続
希望
の 
有無 

継続使用
を希望す
る者 

 

物品の使
用予定地 

 

継続使用
の目的 

継続使用
を希望す
る期間 

 

取得年度 

消耗の程度 残存価額 移 動
の 可
否 

処分方
針 

撤去及
び処分
費用 

 

程度 その
理由 

評価 そ の
根拠 

○ ○○県 ○○県○○

市○○ 

○○県農業

技術センタ

ー 

平成○□年

度から「○

○○に基づ

く○○対策

の確立（県

単）」で引

き続き使用

したい。 

 

平成○△年

度 

平成○○年

度 

Ａ 修理費

が取得

価格の

２０％

未満と

推定さ

れる 

 Ａ 現状の

まま、

又は修

理によ

り２年

以上使

用可能

と推定

される 

可   

○ 地方独立

行政法人

□□農業

研究所 

□□県□□

市□□１番

地 

地方独立行

政法人□□

農業研究所 

本成果に基

づき平成○

□年度から

「○○○を

利用した○

○方式の確

立（□□県

重 点 研

究）」で引

き続き使用

したい。 

平成○△年

度 

平成○◎年

度 

B 修理費

が取得

価格の

２０％

以上５

０％未

満と推

定され

る 

Ａ 現状の

まま、

又は修

理によ

り２年

以上使

用可能

と推定

される 

可   

○ ○○大学 ○○県△△

市△△２番

地 

○○大学 

農学部○○

研究室 

平成○□年

度から「○

○○を利用

した○○シ

ステムの構

築」ほか病

原菌類の高

感度検出方

法の開発に

関連した研

究推進のた

め、引き続

き使用した

い。 

 

平成○△年

度 

平成○◎年

度 

Ａ 修理費

が取得

価格の

２０％

未満と

推定さ

れる 

Ａ 現状の

まま、

又は修

理によ

り２年

以上使

用可能

と推定

される 

可   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・希望がある場合には「○」を、希望がない場合には「－」。 

・「－」とした場合、「継続使用を希望する者」「物品の使用予定地」「継続使

用の目的」「継続使用を希望する期間」欄への記載は不要。 

物品を購

入した年

度を記載

する。 

当該機器を購入した研究課題における研究成果、成果を

踏まえ継続する研究内容、研究課題等を記載。 

・「程度」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれ

かを下記（記載要領）５により記載する。 
・「その理由」欄には、「程度」欄でＡ、

Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについての説

明等を記載する。 

・「評価」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのい

ずれかを下記（記載要領）６により記

載する。 
・「その根拠」欄には、「評価」欄で

Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことにつ

いての残存簿価等残存価額の算定根拠

となるものを記載する。 
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（記載要領） 
１：「継続希望の有無」欄（継続希望の有無に係わらず記載） 

希望がある場合には「○」を、希望がない場合には「－」を、それぞれ記載する。 
 

     ２：「継続使用を希望する者」欄（継続希望の場合にのみ記載） 
コンソーシアムの構成員のうち、当該物品の継続使用を希望する者を記載する。 

 
   ３：「物品の使用予定地」欄（継続希望の場合にのみ記載） 
      実際に物品を使用する予定の所在地を記載する。 
  
   ４：「継続使用の目的」欄（継続希望の場合にのみ記載） 
     継続使用する課題名を記載する。なお、経費区分〔農水委託、交付金課題、自社課題等〕をカッコ

書きで併記する。 
 

５：「継続使用を希望する期間」欄（継続希望の場合にのみ記載） 
   継続使用を希望する場合には、上記研究課題が終了すると見込まれる年度を記載する（継続使

用期間は、記載された年度の３月３１日までとする。） 
 

６：「取得年度」欄（継続希望の有無に係わらず記載） 

物品を購入した年度を記載する。 

 

７：「消耗の程度」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

「程度」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを下記により記載する。 

Ａは、修理費が取得価格の２０％未満と推定されるもの 

Ｂは、修理費が取得価格の２０％以上５０％未満と推定されるもの 

Ｃは、修理費が取得価格の５０％以上と推定されるもの 

「その理由」欄には、「程度」欄でＡ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについての説明等を記載す

る。 

８：「残存価額」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

  「評価」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを下記により記載する。 

Ａは、現状のまま、又は修理により２年以上使用可能と推定されるもの 

Ｂは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの 

Ｃは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの 

「その根拠」欄には、「評価」欄でＡ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについて、残存簿価等残

存価額の算定根拠となるものを記載する。 

 

９：「移動の可否」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

   該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。 

 

１０：「処分方針」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を記

載する。 

 

１１：「撤去及び処分費用」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

  「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用（概算）及び

「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用（概算）を記載する。 

 

１２：継続使用希望の有無にかかわらず、必要に応じて、参考資料（修理不能見積、写真等）の提出

を求めることがある。このため、農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、併せ

てそれを添付する。 
 

 

記載要領は削除可。 
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４－１ 取得した試作品（翌年度も事業を継続する場合は、４－１のみを提出すること。） 

試作品名  

仕  様 

 

 

製造又は取

得価格 

 

所有権者 

（試作品の所

在地） 

 

資産計上

した場合

の年月 

 

備 考 

  構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（記載要領） 

１：試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載すること

。 

２：「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。 

３：「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途中

に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。 

４：「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定があ

る場合に、その旨を記載すること。 

   

 
４－２ （継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、４
－１の右に続けて、４－２も提出すること。） 

 
継続
希望
の 
有無 

 
継続使用
を希望す
る者 

 
物品の使
用予定地 

 
継続使用
の目的 

継続使用
を希望す
る期間 

 

取得年度 
消耗の程度 残存価額 移動の

可否 
処分方
針 

撤去及
び処分
費用 

 

程度 その
理由 

評価 その
根拠 

             

 
（記載要領） 

３－２と同様に記載する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試作品については物品購入実績と同様に記載する。 
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（別記） 

課題名「           」    課題番号（   ） 

 

ア 事業項目、及び研究対象 

「○○課題名（課題番号****）」として～委託契約書の委託事業実施要領（委託契約書の一

番最後の資料）にある研究内容をそのまま記載する。 

 なお、平成○○年度においては、～（研究計画における「３．年次計画」の○○年度の内容

【小課題毎】を列記）を確立する（を行う，を開発する,を実施する･････…）。 
 

（記載例） 

「○○に向けた○○に関する開発（課題番号****）」として○○技術の産業利用を進めるた

め～を開発する。 

 なお、平成２７年度においては、 

１「～の改良【中課題】」において、①「～の解明【小課題】」では○○分布の解明、②「～

の実証【小課題】」では○○の実証 

２「～技術の開発【中課題】」において、①「～の検討【小課題】」では○○のモデル化、「

○○の調査【小課題】」では○○の調査 

を実施する。 

報告書提出の際は、【中課題】・【小課題】の記載は不要です。 

ウ 担当者 

委託契約書の委託事業計画書に記載した担当者（変更申請した場合はその担当者）を記載する

。（課題番号：研究総括者の所属する機関名・部署名・役職名・氏名） 

 

エ 事業の成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。) 

前述のアの○○年度の研究内容に対応して、研究計画書における「Ⅱ．細部計画」の「達成目

標」を参考にして、今年度に得るべき十分な成果が得られたことを、具体的な数値達成をおりま

ぜながら、簡潔（最大でも１０００字まで）に記載する。 

 謝金・委員旅費の実績があるものは、研究への具体的な貢献・活用実績を記載（例：○○の専

門家である○○大学○○に研究推進アドバイザーとして研究推進会議や研究実施現場において助

言・指導を受け、当該研究の実施を加速化させた）する。 

 

（記載例） 

１ 「～の改良【中課題】」においては、 

① ○○分布の解明として、～の作用について～法により～の範囲で高濃度（対照区の○％増）

であることを明らかにした。 

① ○○の実証として、～の条件に分けて～を栽培したところ、～条件において、慣用栽培と同

程度（１ａあたり○ｋｇ）以上の収量が得られることを確認できた。 

２「～技術の開発【中課題】」においては、 

① ○○のモデル化として、～要素に分けて分析し、～に関する最適モデルを明らかにした。 

○○の調査として、～を対象にアンケート調査し、～層では○％以上で～と認識していること

を明らかにした。 

報告書提出の際は、【中課題】の記載は不要です。 

オ  事業に係る報告等(対外的に配布又は公表された資料名称を報告すること。)  

ない場合は 「なし」 と記載する。 

 
※平成○○年度の研究計画書の｢年次計画｣及び｢○○年度細部計画｣並びに後日提出する実績報告書

との整合性を必ず図って下さい。 

※全ての構成員（又は再委託先）が行った成果を記載してください。また、構成員ごとではなく研

究課題ごとに記載してください。 
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◆農食研究推進事業◆  コンソーシアム方式 
 

別紙様式第２号（記載例及び作成上の留意事項） 

 

平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業 
（新規課題、継続課題、緊急対応研究課題）実績報告書 

 

番     号 

年  月  日 

   支出負担行為担当官 

   農林水産技術会議事務局長 殿 

  官署支出官 

  農林水産省大臣官房経理課経理調査官 殿 

 

                                        （受託者） 

                                            住  所 

                                            氏  名                          印 

 

  平成  年  月  日付け契約（及び平成  年  月  日付け変更契約）のこのことにつ

いて、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第６条第１項の規定により、その実績を報

告します。 

 （なお、併せて委託費金○，○○○，○○○円也の支払を請求します。） 
 

記 

１ 事業の実施状況 

   ア 事業項目、及び研究対象 
    別記のとおり                      

 

  

 

 

   イ 事業実施期間 

    平成  年 月 日～平成  年 月  日 

 

   ウ 担当者 
          別記のとおり 

 
エ 事業の成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。) 

       別記のとおり  

 

 

 

 

オ  事業に係る報告等(対外的に配布又は公表された資料名称を報告すること。) 

       別記のとおり 

 

 
※ア、ウ、エ、オの各項目について 

「別記のとおり」とし、後段の(別記)様式に内容を記載すること。 

委託事業実施要領又は研究計画書に基づく研究課題毎に、当該年度に行った研究の

概要を簡潔に記載。その際書きぶりは完了形にして頂き、現在進行中の内容や来年度

以降の予定等は記載しないで下さい。（一課題最大1,000字まで） 

全ての構成員（又は再委託先）が行った成果も記載すること。 

精算払により、実績報告書と請求書

を兼ねる場合にのみ記載。 

実施期間中に変更契約があった場

合に記載。 

委託契約書別紙様式第1号「委託事業計画書」の１「事業内容

」のイ「事業実施期間」を記載。ただし、計画で定められた

期限より前に実績報告書を提出した場合、事業実施期間の最

終日は実績報告書提出日を記載。（最終日は報告書の提出日

と同じ日付とします。） 

 

委託契約書に記載している

委託事業名を記載。 
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・以下の表中の算用数字は特に注意書きがない限り、すべて半角とする。 

・数字、単位：円の位置関係に注意し、記載例の通りに統一する。                 

・増減等がない場合でも、「０」と記載する。              

 
２ 収支精算 

                   

 

   収入の部 

区  分 精 算 額 予 算 額 
比 較 増 減         

備    考 
増 減 

 
国庫委託費 

 

自己負担額 

（委託費を超えた場

合は記載） 

     計 

       円

 10,000,000  

 

    10,000 

     

 

10,010,000 

 

       円 

  10,000,000  

 

      0 

 

 

10,000,000 

 

     円 

        0 

 

10,000 

     

 

10,000

  

     円 

        0 

 

     0 

      

 

  0

  

 

うち消費税及び地方消費税の額 

 

740,740円 

 

 
 
 
 
  

支出の部 

 
区  分 

精 算 額 予 算 額 
比 較 増 減         

備    考 
   増    減 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

間接経費 

 

     計 

     円 

8,010,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000  

 

10,010,000 

  

     円 

8,000,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000  

 

10,000,000  

    円 

10,000  

 

 

 

  

 

 

 

 

0  

 

10,000  

 

    円 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

0  

 

0  

 

     

物品費     6,670,000円 

(うち設備備品費 500,000円) 

人件費・謝金   976,000円  

旅費       300,000円 

その他       64,000円   ① 

(うち課税事業者分の消費税 

相当額   ②③  64,000円)  

課税外取引計   800,000円 

人件費・謝金   800,000円 

 

 

（注）備考欄には、精算の内訳を記載すること。 

                                                   

 

    

                     

 

 

 

 

【３－１以降の記入例は、「委託プロジェクト研究及びその他事業」を参照願います。】 

契約書上の計画変更の承認が必要のない費目間の流用とは、間接経費の予

算額の３０％以内の額の直接経費への流用のことです（30.01％も不可）

。 

直接経費の30％以内（30.01％も不可） 

機関連携協定書策定機関については35％以内 

実績額を記載。 国庫委託費精算額の消費税（国

庫委託費精算額×８／１０８）

小数点以下は切り捨て。 

事業実施計画書の予算額を記載。（変更契

約、事業計画の変更があった場合は変更後

の額を記載。） 

① 直接経費の内訳の中の流用について 

   当初に計画していた費用が０円（備考欄）となっている場合は、どうして不要になったか、当初行うべき研究が 

それで行えたのか、十分な理由を記載した理由書を提出願います。 

② 課税取引額計の８％の金額ではなく、各構成員の会計伝票等で「租税公課」として計上している金額を単に積み上

げてください。なお、地方公共団体等、消費税を納入する必要がない構成員は計上する必要はありません。 

③ 実績額のうち、非課税、不課税、免税取引の額を費目毎に全構成員の額を積み上げてください。なお、地方公共団

体等、消費税を納税する必要がない構成員は計上する必要はありません。 
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◆農食研究推進事業◆  委託・再委託方式 
 

別紙様式第２号（記載例及び作成上の留意事項） 

 

平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業 
（緊急対応研究課題）実績報告書 

 

番     号 

年  月  日 

   支出負担行為担当官 

   農林水産技術会議事務局長 殿 

官署支出官 

農林水産省大臣官房経理課経理調査官 殿 

 

 

                                        （受託者） 

                                            住  所 

                                            氏  名                          印 

 

  平成  年  月  日付け契約（及び平成  年  月  日付け変更契約）のこのことにつ

いて、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第６条第１項の規定により、その実績を報

告します。 

 （なお、併せて委託費金○，○○○，○○○円也の支払を請求します。） 

 

記 

１ 事業の実施状況 

   ア 事業項目、及び研究対象 
    別記のとおり                      

 

  

 

 

   イ 事業実施期間 

    平成  年 月 日～平成  年 月  日 

 

   ウ 担当者 
          別記のとおり 

       
エ 事業の成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。) 

       別記のとおり  

 

 

 

 

オ  事業に係る報告等(対外的に配布又は公表された資料名称を報告すること。) 

       別記のとおり 

 
 

※ア、ウ、エ、オの各項目について 

「別記のとおり」とし、後段の(別記)様式に内容を記載すること。 

委託事業実施要領又は研究計画書に基づく研究課題毎に、当該年度に行った研究の

概要を簡潔に記載。その際書きぶりは完了形にして頂き、現在進行中の内容や来年度

以降の予定等は記載しないで下さい。（一課題最大1,000字まで） 

全ての構成員（又は再委託先）が行った成果も記載すること。 

精算払により、実績報告書と請求書を

兼ねる場合にのみ記載。 

実施期間中に変更契約があった場

合に記載。 

委託契約書別紙様式第1号「委託事業計画書」の１「事業内

容」のイ「事業実施期間」を記載。ただし、計画で定められた

期限より前に実績報告書を提出した場合、事業実施期間の最終

日は実績報告書提出を記載。（最終日は報告書の提出日は同じ

日付とします。） 

委託契約書に記載している

事業名を記載。 
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以下の表中の算用数字は特に注意書きがない限り、すべて半角とする。 

数字、単位：円の位置関係に注意し、記載例の通りに統一する。 

増減等がない場合でも、「０」と記載する。 

 
２ 収支精算 

            

 

 

   収入の部 

区  分 精 算 額 予 算 額 
比 較 増 減         

備    考 
増 減 

 
国庫委託費 

 

自己負担額 

（委託費を超えた場

合は記載） 

    
  計 

       円

 15,000,000  

 

    10,000 

     

 

 

15,010,000 

 

       円 

  15,000,000  

 

      0 

 

 

 

15,000,000 

 

     円 

        0 

 

10,000 

     

 

      

10,000

  

     円 

        0 

 

         0 

      

 

 

   0

  

 

うち消費税及び地方消費税の額 

 

1,111,111円 

 

   
 
 
    
 

支出の部                  

（課題名） 

区  分 精 算 額 予 算 額 
比 較 増 減         

備    考 
   増    減 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間接経費 

 

試験研究調査委

託費 

     計 

     円 

8,010,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000  

 

5,000,000  

 

15,010,000 

  

     円 

8,000,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000  

 

5,000,000  

 

15,000,000  

    円 

10,000  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

0  

 

0  

 

10,000  

 

 

    円 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  

 

0  

  

0  

 

 

     

物品費     6,670,000円 

(うち設備備品費 500,000円) 

人件費・謝金   976,000円 

旅費       300,000円 

その他        64,000円 

(うち課税事業者分の消費税 

相当額       64,000円) 

 

課税外取引額計 

人件費・謝金 800,000円 

 

 

 

試験研究調査委託３件 

     

  

 

（注）備考欄には、精算の内訳を記載すること。 

 

 

直接経費の30％以内（30.01％も不可） 

機関連携協定書策定機関については35％以内 

契約書上の計画変更の承認が必要のない費目間の流用とは、間接経費予算の

額の３０％以内の額の直接経費への流用のことです。（30.01％も不可） 

実績額を記載。 事業実施計画書の予算額を記載。（変更契約

、事業計画の変更があった場合は変更後の額

を記載。） 

国庫委託費精算額の消費税（国庫

委託費精算額×８／１０８）小数

点以下切り捨て。 

当該年度の件数を記載。 

試験研究調査委託費、消費税相当額については、次ページ注意事項参照のこと。 
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３－１ 物品購入実績（本表の右に続けて３－２も提出すること。なお、翌年度も事業を継続する場合
は、３－１のみを提出すること。） 

 

  
    品   名 

 
規  格 

 
 員  数 

  購  入  実 績 所有権者  
 使用目的 

 
 備考 

 

  単 価   金 額 

サーマルサイクラー Applied syst

ems 2700 

サーマルサイ

クラー 

1台  500,000円  500,000円 ○○県 PCR検出に

おいてDNA

の増幅のた

めに利用す

る。 

追加 

別紙理由

書のとお

り 

オートクレーブ トミー精工 

 LBS-325 

１台 462,000円 462,000円 地方独立行

政法人□□

農業研究所 

遺伝子診断

用資材の滅

菌処理に利

用する。 

 

位相差顕微鏡 ライカ研究用

正位相差顕微

鏡DMC2500 

 

 

１台 

 

1,287,300円 1,287,300円 ○○大学 特性を解明

する上で、

その同定や

形態比較、

形態的な差

異を明らか

にすること

に使用する 

 

 
 

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（記載要領） 
１：物品購入計画に掲げたもののほか、記載する品名は、物品購入計画の場合と同様とする。 

      ２：契約時の物品購入計画に掲げたもの以外の購入物品があった場合には、購入することとなった理由
を備考欄に記載する。 

 
 
 
 

員数及び単位（台、

式等）を記載 メーカー名、主要

な規格、製品番号

を記載。 

記載要領は削除可。 

物品購入実績は、本委託事業において代表機関が直

接経費で購入した備品全てを、契約書の委託事業計画

書の物品購入計画の記載順に記載する。 

また、再委託先において備品の購入実績があった場

合も記載する。 

代表機関で購入を計画していたものの実際は購入し

なかったものについては、記載する必要はありません

。〔理由書を事前に提出しているものに限る。〕 

物品購入計画で記載していたものが、購入時に消耗

品相当となったものについても記載願います。 

全く何も購入していない場合は「該当なし」と記載

する。 

委託事業計画書と同じ表現とすること。 

計画時になかった物品については、追加報告の

際に記載した内容（具体的な使用目的）を要約し

て記入する。 

 
 
    

 委託契約書の物品購入計画に記載

した使用目的又は員数以外の物品を

購入した場合は、例に倣って「追加

」と追記し、理由書を添付する。 

① 直接経費の内訳の中の流用について 

   当初に計画していた費用が０円（備考欄）となっている場合は、どうして不要になったか、当初行うべき研究が 

それで行えたのか、十分な理由を記載した理由書を提出願います。 

② 試験研究調査委託費について 

 再委託事業計画における額の流用（委託先相互の金額の変更）は認められません（予算額より結果的に少額で済

み、返還する場合は除く）。 

③ 課税取引額の８％ではなく、会計伝票等で「租税公課」として計上している金額を単に積み上げてください。なお

、地方公共団体等、消費税を納入する必要がない機関は計上する必要はありません。 
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３－２ （翌年度も事業を継続する場合は３－１のみを提出し、事業の最終年度に実績報告書を提出す
る際に、再委託先を含む事業で取得した物品全てについて、３－１の右に続けて本表も提出するこ
と。） 

 

 
継続
希望
の 
有無 

継続使用
を希望す
る者 

 
物品の使
用予定地 

 
継続使用
の目的 

継続使用
を希望す
る期間 

 
取得年度 

消耗の程度 残存価額 移 動
の 可
否 

処分方
針 

撤去及
び処分
費用 

 

程度 その
理由 

評価 そ の
根拠 

○ ○○県 ○○県○○

市○○ 

○○県農業

技術センタ

ー 

平成○□年

度から「○

○○に基づ

く○○対策

の確立（県

単）」で引

き続き使用

したい。 

 

平成○△年

度 

平成○○年

度 

Ａ 修理費

が取得

価格の

２０％

未満と

推定さ

れる 

 Ａ 現状の

まま、

又は修

理によ

り２年

以上使

用可能

と推定

される 

可   

○ 地方独立

行政法人

□□農業

研究所 

□□県□□

市□□１番

地 

地方独立行

政法人□□

農業研究所 

本成果に基

づき平成○

□年度から

「○○○を

利用した○

○方式の確

立（□□県

重 点 研

究）」で引

き続き使用

したい。 

平成○△年

度 

平成○◎年

度 

B 修理費

が取得

価格の

２０％

以上５

０％未

満と推

定され

る 

Ａ 現状の

まま、

又は修

理によ

り２年

以上使

用可能

と推定

される 

可   

○ ○○大学 ○○県△△

市△△２番

地 

○○大学 

農学部○○

研究室 

平成○□年

度から「○

○○を利用

した○○シ

ステムの構

築」ほか病

原菌類の高

感度検出方

法の開発に

関連した研

究推進のた

め、引き続

き使用した

い。 

 

平成○△年

度 

平成○◎年

度 

Ａ 修理費

が取得

価格の

２０％

未満と

推定さ

れる 

Ａ 現状の

まま、

又は修

理によ

り２年

以上使

用可能

と推定

される 

可   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

物品を購

入した年

度を記載

する。 

「程度」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれ

かを下記（記載要領）５により記載する。 
「その理由」欄には、「程度」欄でＡ、Ｂ

、Ｃのいずれかとしたことについての説明

等を記載する。 

「評価」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのい

ずれかを下記（記載要領）６により記

載する。 
「その根拠」欄には、「評価」欄で

Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことにつ

いての残存簿価等残存価額の算定根拠

となるものを記載する。 

当該機器を購入した研究課題における研究成果、成果

を踏まえ継続する研究内容、研究課題等を記載。 

希望がある場合には「○」を、希望がない場合には「－」 

「－」とした場合、「継続使用を希望する者」「物品の使用予定地」「継

続使用を希望する期間」欄への記載は不要。 
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（記載要領） 
１：「継続希望の有無」欄（継続希望の有無に係わらず記載） 

希望がある場合には「○」を、希望がない場合には「－」を、それぞれ記載する。 
 

     ２：「継続使用を希望する者」欄（継続機能の場合にのみ記載） 
コンソーシアムの構成員（委託・再委託の場合を除く。）のうち、当該物品の継続使用を希望する
者を記載する。 

 
   ３：「物品の使用予定地」欄（継続機能の場合にのみ記載） 
     実際に物品を使用する予定の所在地を記載する。 
 

４：「継続使用を希望する期間」欄（継続希望の場合にのみ記載） 

   継続使用を希望する場合には、研究が終了すると見込まれる年度を記載する（継続使用期間は、
記載された年度の３月３１日までとする。） 

 
      ５：「継続使用の目的」欄（継続希望の場合にのみ記載） 
        継続使用する課題名を記載する。なお、経費区分（農水委託、交付金課題、自社課題等）をカッコ

書きで併記する。 
 

６：「取得年度」欄（継続希望の有無に係わらず記載） 

物品を購入した年度を記載する。 

 

７：「消耗の程度」欄（継続希望がない場合のみ記載） 

「程度」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを下記により記載する。 

Ａは、修理費が取得価格の２０％未満と推定されるもの 

Ｂは、修理費が取得価格の２０％以上５０％未満と推定されるもの 

Ｃは、修理費が取得価格の５０％以上と推定されるもの 

「その理由」欄には、「程度」欄でＡ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについての説明等を記載す

る。 

８：「残存価額」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

  「評価」の欄には、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを下記により記載する。 

Ａは、現状のまま、又は修理により２年以上使用可能と推定されるもの 

Ｂは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの 

Ｃは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの 

「その根拠」欄には、「評価」欄でＡ、Ｂ、Ｃのいずれかとしたことについて、残存簿価等残

存価額の算定根拠となるものを記載する。 

 

９：「移動の可否」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

   該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。 

 

１０：「処分方針」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を記

載する。 

 

１１：「撤去及び処分費用」欄（継続希望がない場合にのみ記載） 

  「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用（概算）及び

「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用を記載する。 

 

１２：継続使用希望の有無にかかわらず、必要に応じて、参考資料（修理不能見積、写真等）の提出

を求めることがある。このため、農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、併せて

それを添付する。 
 

記載要領は削除可。 
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４－１ 取得した試作品（翌年度も事業を継続する場合は、４－１のみを提出すること。） 

試作品名  

仕  様 

 

 

製造又は取

得価格 

 

所有権者 

（試作品の所

在地） 

 

資産計上

した場合

の年月 

 

備 考 

  構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（記載要領） 

１：試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載すること

。 

２：「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。 

３：「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途中

に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。 

４：「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定があ

る場合に、その旨を記載すること。 

   

 
４－２ （継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、４
－１の右に続けて、４－２も提出すること。） 

 
継続
希望
の 
有無 

 
継続使用
を希望す
る者 

 
物品の使
用予定地 

 
継続使用
の目的 

継続使用
を希望す
る期間 

 
取得年度 

消耗の程度 残存価額 移動の
可否 

処分方
針 

撤去及
び処分
費用 

 

程度 その
理由 

評価 その
根拠 

             

 
（記載要領） 

３－２と同様に記載する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

試作品については物品購入実績と同様に記載する。 
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（別記） 

課題名「           」    課題番号（   ） 

 

ア 事業項目、及び研究対象 

「○○課題名（課題番号****）」として～委託契約書の委託事業実施要領（委託契約書の一

番最後の資料）にある研究内容をそのまま記載する。 

 「なお、平成○○年度においては、」以降は、委託契約書の「委託事業計画書」における「

５．構成員の事業計画」のウ欄に記載した内容を転記。 

（記載例） 

「○○に向けた○○に関する開発（課題番号****）」として○○技術の産業利用を進めるた

め～を開発する。 

 なお、平成○○年度においては、 

中課題１「～の改良」において、小課題（１）「～の解明」では○○分布の解明、小課題（２

）「～の実証」では○○の実証 

中課題２「～技術の開発」において、小課題（１）「～の検討」では○○のモデル化、小課題

（２）「○○の調査」では○○の調査 

を実施する。 

※報告書提出の際は、中課題・小課題の文字は、記載不要です。 

ウ 担当者 

委託契約書の委託事業計画書に記載した担当者（変更申請した場合はその担当者）を記載する

。（課題番号：研究総括者の所属する機関名・部署名・役職名・氏名） 

エ 事業の成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。) 

前述のアの  年度の研究内容に対応して、研究計画書における「Ⅱ．細部計画」の「達成目

標」を参考にして、今年度に得るべき十分な成果が得られたことを、具体的な数値達成をおりま

ぜながら、簡潔に記載する。 

 謝金・委員旅費の実績があるものは、研究への具体的な貢献・活用実績を記載する。 

（記載例） 

中課題１ 「～の改良」においては、 

小課題（１）「○○分布の解明」として、～の作用について～法により～の範囲で高濃度（対照

区の○％増）であることを明らかにした。 

小課題（２）「○○の実証」として、～の条件に分けて～を栽培したところ、～条件において、

慣用栽培と同程度（１ａあたり○ｋｇ）以上の収量が得られることを確認できた。 

中課題２「～技術の開発【中課題】」においては、 

小課題（１）「○○のモデル化」として、～要素に分けて分析し、～に関する最適モデルを明ら

かにした。 

小課題（２）「○○の調査」として、～を対象にアンケート調査し、～層では○％以上で～

と認識していることを明らかにした。 

（謝金・委員旅費の実績がある場合） 

○○の専門家である○○大学○○に研究推進アドバイザーとして研究推進会議や研究実施現

場において助言・指導を受け、当該研究の実施を加速化させた 

※報告書提出の際は、中課題、小課題の文字は記載は不要です。 
オ  事業に係る報告等(対外的に配布又は公表された資料名称を報告すること。) 
  

ない場合は 「なし」 と記載する。 

 

 
※平成○○年度の研究計画書の｢年次計画｣及び｢○○年度細部計画｣並びに研究実績報告書又は事後

評価用実績報告書との整合性を必ず図って下さい。 

※本表はコンソーシアムの構成員ごとではなく、契約（研究課題）ごとで取りまとめてください。

また、構成員が行った全ての成果を記載してください。 
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委託事業に係るチェックリストの提出について 

 

委託事業について、実績報告書を提出していただくに当たり、下記要領及び別紙によりお示し

します「委託事業に係るチェックリスト」に基づき、各委託事業実施機関においてチェックを行

っていただき、「×」がない状態であることを確認のうえ、実績報告書及び帳簿等の添付書類と

ともに併せて提出いただきますようよろしくお願いします。 

 

 

記 

 

１．契約方式：コンソーシアム方式 

（１）チェックリストの様式 

１）委託プロジェクト研究、移替予算による委託事業 

  ① 代表機関・・・・・ 別紙１及び別紙２の両方 

  ② 構 成 員・・・・・ 別紙２ 

２）農食研究推進事業 

  ① 代表機関・・・・・ 別紙３及び別紙４の両方 

  ② 構 成 員・・・・・ 別紙４ 

 

（２）チェックリストの記入要領及び提出について 

  １）代表機関 

① 「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している

場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当し

ない場合は「－」を選択してください。 

② チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて

各構成員に実績報告書の修正を依頼し、最終的に「×」がないことを確認してくださ

い。 

③ 実績報告書及び帳簿等の添付資料とともに全構成員分のチェックリストを添付し、

研究機関の決裁を受けたうえで、技術会議事務局宛提出してください。 

  ２）構成員 

① 「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している

場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当し

ない場合は「－」を選択してください。（代表機関も、このチェックリストにより自

らの分担分をチェックしてください。） 

② チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて

修正を行い、最終的に「×」がないことを確認してください。 

③ 委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェック

を行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェッ

クリストを提出してください。 

④ 本チェックリストは、実績報告書及び帳簿等の添付資料とともにチェックリストを

添付し、研究機関の決裁を受けたうえで、代表機関宛提出してください。 
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２．契約方式：委託・再委託方式 

（１）チェックリストの様式 

１）委託プロジェクト研究、移替予算による委託事業 

  ① 代表機関・・・・・ 別紙５及び別紙６の両方 

  ② 再委託先・・・・・ 別紙６ 

      ※再委託先については、代表機関から提出が求められた場合に提出してください。 

２）農食研究推進事業 

  ① 代表機関・・・・・ 別紙７及び別紙８の両方 

  ② 構 成 員・・・・・ 別紙８ 

    ※再委託先については、代表機関から提出が求められた場合に提出してください。 

 

（２）チェックリストの記入要領及び提出について 

  １）代表機関 

① 「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している

場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当し

ない場合は「－」を選択してください。 

② チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて

実績報告書の修正を依頼し、最終的に「×」がないことを確認してください。 

③ 再委託先について、別紙８のチェックリストの提出を依頼した場合は、提出を受け

たチェックリストを実績報告書及び帳簿等の添付資料とともに、研究機関の決裁を受

けたうえで、技術会議事務局宛提出してください。 

  ２）再委託先 

     代表機関からチェックリストの提出の依頼があった場合には、代表機関の指示に基づ

き、チェックリストによりチェックを行ってください。 

① 「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している

場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当し

ない場合は「－」を選択してください。（代表機関も、このチェックリストにより自

らの分担分をチェックしてください。） 

② チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて

修正を行い、最終的に「×」がないことを確認してください。 

③ 委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェック

を行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェッ

クリストを提出してください。 

④ 本チェックリストは、実績報告書及び帳簿等の添付資料とともにチェックリストを

添付し、研究機関の決裁を受けたうえで、代表機関宛提出してください。 

 

３．契約方式：単独方式 

（１）チェックリストの様式 

１）委託プロジェクト研究、移替予算による委託事業、その他調査事業・・・ 別紙９ 

  ２）農食研究推進事業・・・別紙１０ 
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（２）チェックリストの記入要領及び提出について 

① 「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している

場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当し

ない場合は「－」を選択してください。 

② チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて

実績報告書の修正を依頼し、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告書と

ともに研究機関内の決裁を受けた上で提出してください。 

③ 委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェック

を行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェッ

クリストを提出してください。 

④ 本チェックリストは、実績報告書及び帳簿等の添付資料とともにチェックリストを

添付し、研究機関の決裁を受けたうえで技術会議事務局宛提出してください。 

 

152



別紙１（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表機関）

【記入要領】

① 本チェックリストは、実績報告書提出時に併せて提出してください。

②

③

④

⑤ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

意見その他

構成員から提出があった委託事業に係るチェックリストの内容は妥当であったか。

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

技術会議事務
局に提出する
実績報告書に
ついて

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「２　収支精算」
　 「精算額」は、各構成員から報告のあった実績額が正確に集計され、計上されているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、委託事業計画書の予算額（変更承認を受けている場合は変更後の
   予算額）となっているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、
   「収入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の額
　となっているか。

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 コンソーシアム全体において流用制限を超える場合は、変更承認手続きが行われて
　 いるか。

「２　収支精算」
　 区分欄の各費目から一般管理費に流用していないか。

「２　収支精算」
　 一般管理費の精算額は、試験研究費の精算額の１５％以内となっているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、コンソーシアム全体の取引の不（非）課税、免税取引額の８％が計
   上されているか。（地方公共団体等の非課税団体は除く。）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合
は「－」を選択してください。

「委託事業名」については、契約書の委託事業名を記入。

　　　・実績報告書

構成員から以下の実績報告書及び関係書類の提出を受けているか。

構成員から提出があった実績報告書と帳簿の計数の照合の結果は妥当であったか。

　　  ・委託事業に係るチェックリスト

構成員から提出があった作業（業務）日誌の内容は妥当であったか。

　　　・帳簿（経費整理簿）

　　　・複数の業務に従事している者の作業（業務）日誌

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、当初 （変更承
　 認を受けている場合は変更後）の計画どおりとなっているか。

「２　収支精算」
　 区分間の流用がある場合、区分欄の費目（予算額の少ない費目）の３０％を超えてい
   ないか。

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて各構成員に実績報告書の修正を依頼し、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告
書とともに研究機関内の決裁を受けた上で提出してください。

契 約 額 精 算 額

チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名

構成員から提
出された実績
報告書につい
て

構成員から提出があった帳簿の内容は妥当であったか。

ｺﾝｿｰｼｱﾑ名
代表機関名

委託事業名

委託事業に係るチェックリスト
（プロジェクト研究・他府省からの移替予算）

　　　　　　　　　　　　　　　　コンソーシアム代表機関
平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間

「3-1　物品購入実績」
　 当初計画していない物品を追加で購入している場合、その理由を備考欄に簡潔に記
   載しているか。あるいは、別途理由書により明確にされているか。
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別紙２（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成員）

謝 金

区 分 経 理 当該委託事業について、他の事業（予算）と区分した経理処理を行っている
か。

経 理 全 般

各費目において、実施細則の「３．委託費執行上の注意点」において例外
的に認められる経費以外において、委託契約期間外のものが計上されて
いないか。

人件費、謝金、旅費等の単価、支払手続き、物品の購入手続き等につい
て、事業実施機関の規程等に基づき適正に行われているか。

帳簿の様式は、（１点毎に）品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年
月日、納品年月日、支払年月日が確認できるものとなっているか。

帳 簿 ・
証 拠 書 類

人件費、賃金の支給対象者である委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施す
るために臨時に雇用した研究補助者（以下「研究スタッフ」）は、研究計画書、業務計画書、
研究実施体制図等（以下、「研究計画等」）に整理されているか。

ｺﾝｿｰｼｱﾑ名
事業実施機関名

委託事業名

委託事業に係るチェックリスト
（プロジェクト研究・他府省からの移替予算）

　　　　　コンソーシアム構成員（代表機関及び共同研究機関）
平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間

契 約 額

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

精 算 額

研究スタッフのうち委託事業に専属で従事する契約職員については、雇用契約書、労働条
件通知書、あるいは、作業（業務）日誌等に委託事業名、あるいは、委託事業実施課題名
が明記されているか。

委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施するために臨時に雇用した研究補助
者、補助職員に異動、変更があった場合に、研究計画書等を変更、修正しているか。

「学生の雇用」

各種諸手当は、就業規則、各規程等に則った支給となっているか（支給要件を満たさない者
に対して手当が支給されていないか。）。

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

有給休暇分の費用を計上する場合において、本委託事業において専属で雇用される者で
あって、日額単価、時間単価により雇用されている者について、本委託事業により雇用され
たことによって付与された有給休暇の日数以内の計上となっているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

日額単価、時間単価により雇用されている者について、委託事業に従事していない日（他の
事業に従事した日、退職前の長期有休休暇、産前産後休暇、特別休暇、欠勤など）につい
て、計上されていないか。

人 件 費 ・ 賃 金

計上費目は、事業計画に基づき、実施細則「委託費計上費目の体系」の区
分、細目により整理されているか。

本委託事業での専属雇用ではない者（雇用契約書等に委託事業名、あるいは、研究課題
名が明記されていない者）について、委託事業に従事した時間と他の事業に従事した時間
とが、作業日誌により明確に区分されているか。

チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名

日額単価、時間単価により雇用されている者に係る人件費、賃金の計上額については、出
勤簿（出退簿）、作業（業務）日誌等照合し、相違ないことを確認しているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、大学の規程等に
　 基づいているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、その必要理由が
　 理由書により明確になっているか。

「学生への謝金」

　 本委託事業において、学生を雇用する場合は、雇用契約を締結しているか、また、大学
　 の規程等に基づいているか。

　 本委託事業において、学生を雇用する場合、その必要理由が理由書により明確になっ
　 ているか。
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別紙２（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成員）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

修繕費は、本委託事業専用で使用する機器の修繕であるか。また、複数の事業で使用機
器の修繕の場合、使用頻度により按分しているか。またその算出根拠について書面にて明
確にしているか。

論文別刷代及び論文投稿料は本委託事業に係るものであり、かつ論文の投稿が委託契約
期間内であるころが書面で明確になっているか。

全体額を按分している場合、事業に係る部分が合理的に算出されているか。また、その内
容を書面により明らかにしているか。

事務費として、取得価額５万円以上の事務用備品は購入していないか。

旅 費

会 議 費

用務が委託事業に関するものとなっているか。また、旅行先等が委託事業と関係のない場
所となっていないか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算区分と人件費（賃
金、謝金）の予算区分が異なる場合は、理由書等によりその理由が明確になっているか。

机、椅子、書庫等の什器、汎用性の高いパソコン、デジカメ等を購入している場合は、その
必要理由を理由書により明確にし、データの保存・解析等委託事業で専用で使用することと
なっているか。

事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を購入していないか。購入
している場合には、委託事業に直接必要であることが理由書等で明確になっているか。な
お、事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を他の事業とともに一
括して購入している場合、合理的な按分方法により算出した金額（所用数量）に限り直接経
費として計上しているか。また、合理的な算出は書面にて明らかとなっているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算と人件費、賃金、
謝金の予算は同じ（課題）になっているか。

外部の者に出張を依頼した場合、本委託事業の内容となっているか。

物品のリース料、保守料を計上している場合であって、委託事業で取得後、他の事業で使
用することとなった場合に、使用簿等により合理的に按分し計上しているか。

計画外購入（流用制限以内）の場合、その理由を記載した書面を、代表機関を経由して、技
術会議事務局宛提出しているか。

購入時期は適正か（年度末に集中していないかなど）。やむを得ず事業終了間際に委託事
業実施の必要上、大量の消耗品を購入している場合は、当該年度における必要理由が理
由書等により明確になっているか。

復命書（出張報告書）等が提出されており、委託事業の用務で出張したことが確認できる
か。（事業実施機関の規程により、出張報告書を提出することとなっていない場合は、出張
伺の用務において、委託事業の用務であることが明確になっているか。）

消 耗 品 費 委託事業で必要な経費の支出となっているか。（必要以上の購入となっていないか。）

翌年度に使用する消耗品の購入がある場合は、翌年度に継続する事業であって、翌年度
の購入では事業に支障をきたす場合であり、その必要理由が理由書等により明確になって
いるか。

本委託事業以外の業務と旅行を兼ねている場合は、本委託事業の用務開始から終了まで
の交通費、日当及び宿泊料となっているか。

委託事業以外の利用はされていないか。委託事業以外で利用されている場合、使用簿等
において事業毎の使用が明確になっているか。

委託事業の内容、研究計画から見て購入時期は適正か。

計画外購入（流用制限を超過）の場合、委託事業計画変更承認申請書を代表機関を経由
し、技術会議事務局あて提出して、承認を得ているか。

委託契約書の物品購入計画により予定された物品を購入しているか。予定していた物品を
購入しなかった場合は、理由書を作成しているか。

「学生の旅費」
　 ①雇用契約により委託事業に従事していることが明確であり、かつ、委託事業の用務で
      あることが明確になっているか。

　 ②学生に対して旅行命令が可能である旨の規程に基づく出張であり、かつ、委託事業の
      用務であることが明確になっているか。

文房具類を一般管理費で購入する場合、本委託事業のみに使用する事が書面にて明確に
なっているか。

光熱水料、燃料費等を負担している場合は、委託事業に従事する研究者のエフォート率、
研究者が本委託事業のために専有で使用している使用面積比、あるいは、事業費比率など
により合理的に按分しているか。またその内容を書面により明らかにしているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

支出経費は、会場借料、茶菓等、必要最小限のものとなっているか。

一 般 管 理 費

印 刷 製 本 費
借料及び損料
雑 役 務 費

研究スタッフ以外が計上されていないか。研究スタッフ以外の職員が出張した場合におい
て、その必要性を書面により明確にしているか。

取得した物品は、台帳等に登録するとともに、物品標示票を貼付し、適正に管理されている
か。また、物品標示票には、委託事業で取得した旨記載されているか。

（外部の者に
対する委員旅
費を含む）

出張伺書、出勤簿、旅費計算書（旅費請求書）、復命書（作成が義務付けられている場合）
を照合し、予定どおりの出張期間、出張先、用務内容と相違ないことを確認しているか。ま
た、変更があった場合は、事業実施機関の規程等に基づき、旅費額も含め変更手続きが行
われているか。

　学生単独の出張はないか。やむを得ず単独で出張させている場合は、その理由が書面
　で明確になっているか。

機 械 ・ 備 品
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別紙２（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成員）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

【記入要領】

① 本チェックリストは、実績報告書を代表機関に提出する際に併せて提出してください。（代表機関も、このチェックリストにより自らの分担分をチェックしてください。）

②

③

④

⑤

⑥ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェックを行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェック
リストを提出してください。

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、一構成員としての
当初計画どおり（変更承認を受けている場合は変更後）となっているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」は、当該事業に要した額（自己負担を含む）が計上されているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、「構成員の事業計画」に基づく限度額（変更承認を受けている場合は
   変更後の限度額）となっているか。

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

調 査 に 当 た っ て の 意 見 そ の 他

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、「収
入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 区分間の流用がある場合、区分欄の費目（予算額の少ない費目）の３０％を超えていな
   いか。区分間の流用がある場合であって、区分欄の費目（予算額の少ない費目）の３０
　 ％を超えている場合には、コンソーシアムの代表機関と調整した内容となっているか。

「２　収支精算」
　 区分欄の各費目から一般管理費に流用していないか。

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて修正を行い、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告書とともに研究機関内の決裁
を受けた上で提出してください。

「委託事業名」については、契約書の委託事業名を記入。

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合は
「－」を選択してください。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

実績報告書
（代表機関から
の指示様式に
より、代表機関
宛提出する実
績報告書）

「２　収支精算」
　 一般管理費の精算額は、試験研究費の精算額の１５％以内（あるいは、コンソーシアム
　 内で決定した額以内）となっているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、不（非）課税、免税取引額の８％が計上されているか。
　 （地方公共団体等の非課税団体は除く。）
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別紙３（(農食研究推進事業)ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表機関）

【記入要領】

① 本チェックリストは、実績報告書提出時に併せて提出してください。

②

③

④ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

意見その他

構成員から提出があった委託事業に係るチェックリストの内容は妥当であったか。

構成員から提出があった帳簿の内容は妥当であったか。

構成員から提出があった作業（業務）日誌の内容は妥当であったか。

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

技術会議事務
局に提出する
実績報告書に
ついて

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「２　収支精算」
　 「精算額」は、各構成員から報告のあった実績額が正確に集計され、計上されているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、委託事業計画書の予算額（変更承認を受けている場合は変更後の
   予算額）となっているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、
   「収入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「２　収支精算」
　 直接経費から間接経費に流用していないか。

「２　収支精算」
　 間接経費の精算額は、直接経費の精算額の３０％以内（研究連携協定に参画してい
　 る機関は３５％）となっているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、コンソーシアム全体の取引の不（非）課税、免税取引額の８％が計
   上されているか。（地方公共団体等の非課税団体は除く。）

「２　収支精算」
　 間接経費から直接経費への流用がある場合、間接経費の予算額の３０％を超えてい
   ないか。

ｺﾝｿｰｼｱﾑ名
代表機関名

委託事業名
（課題番号）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（新
規・継続・緊急）
（　　　　　　　）

委託事業に係るチェックリスト
（農食研究推進事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　コンソーシアム代表機関

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名契 約 額 精 算 額

構成員から提
出された実績
報告書につい
て

構成員から以下の実績報告書及び関係書類の提出を受けているか。

　　　・実績報告書

　　　・帳簿（経費整理簿）

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて各構成員に実績報告書の修正を依頼し、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告
書とともに研究機関内の決裁を受けた上で提出してください。

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合
は「－」を選択してください。

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 コンソーシアム全体において流用制限を超える場合は、変更承認手続きが行われて
　 いるか。

　　  ・委託事業に係るチェックリスト

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、当初 （変更承
　 認を受けている場合は変更後）の計画どおりとなっているか。

　　　・複数の業務に従事している者の作業（業務）日誌

構成員から提出があった実績報告書と帳簿の計数の照合の結果は妥当であったか。

「3-1　物品購入実績」
　 当初計画していない物品を追加で購入している場合、その理由を備考欄に簡潔に記
   載しているか。あるいは、別途理由書により明確にされているか。
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別紙４（(農食研究推進事業)ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成員）

「学生の雇用」

区 分 経 理 当該委託事業について、他の事業（予算）と区分した経理処理を行っている
か。

日額単価、時間単価により雇用されている者について、委託事業に従事していない日（他の
事業に従事した日、退職前の長期有休休暇、産前産後休暇、特別休暇、欠勤など）につい
て、計上されていないか。

有給休暇分の費用を計上する場合において、本委託事業において専属で雇用される者で
あって、日額単価、時間単価により雇用されている者について、本委託事業により雇用され
たことによって付与された有給休暇の日数以内の計上となっているか。

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

「学生への謝金」

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、大学の規程等に
　 基づいているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、その必要理由が
　 理由書により明確になっているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

研究スタッフのうち委託事業に専属で従事する契約職員については、雇用契約書、労働条
件通知書、あるいは、作業（業務）日誌等に委託事業名、あるいは、委託事業実施課題名
が明記されているか。

委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施するために臨時に雇用した研究補助
者、補助職員に異動、変更があった場合に、研究計画書等を変更、修正しているか。

日額単価、時間単価により雇用されている者に係る人件費、賃金の計上額については、出
勤簿（出退簿）、作業（業務）日誌等照合し、相違ないことを確認しているか。

各種諸手当は、就業規則、各規程等に則った支給となっているか（支給要件を満たさない者
に対して手当が支給されていないか。）。

　 本委託事業において、学生を雇用する場合は、雇用契約を締結しているか、また、大学
　 の規程等に基づいているか。

本委託事業での専属雇用ではない者（雇用契約書等に委託事業名、あるいは、研究課題
名が明記されていない者）について、委託事業に従事した時間と他の事業に従事した時間
とが、作業日誌により明確に区分されているか。

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

人件費（賃金
を含む）

計上費目は、事業計画に基づき、実施細則「委託費計上費目の体系」の区
分、細目により整理されているか。

経 理 全 般

各費目において、実施細則の「３．委託費執行上の注意点」において例外
的に認められる経費以外において、委託契約期間外のものが計上されて
いないか。

人件費、謝金、旅費等の単価、支払手続き、物品の購入手続き等につい
て、事業実施機関の規程等に基づき適正に行われているか。

帳簿の様式は、（１点毎に）品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年
月日、納品年月日、支払年月日が確認できるものとなっているか。

帳 簿 ・
証 拠 書 類

人件費（賃金を含む。）の支給対象者である委託事業に直接従事する研究者や、委託事業
を実施するために臨時に雇用した研究補助者（以下「研究スタッフ」）は、研究計画書、業務
計画書、研究実施体制図等（以下、「研究計画等」）に整理されているか。

ｺﾝｿｰｼｱﾑ名
事業実施機関名

委託事業名
（課題番号）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（新
規・継続・緊急）
（　　　　　　　）

委託事業に係るチェックリスト
（農食研究推進事業）

　　　　　　　　　　コンソーシアム構成員（代表機関及び共同研究機関）

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間 チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名契 約 額 精 算 額

謝 金

　 本委託事業において、学生を雇用する場合、その必要理由が理由書により明確になっ
　 ているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。
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別紙４（(農食研究推進事業)ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成員）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

修繕費は、本委託事業専用で使用する機器の修繕であるか。また、複数の事業で使用機
器の修繕の場合、使用頻度により按分しているか。またその算出根拠について書面にて明
確にしているか。

論文別刷代及び論文投稿料は本委託事業に係るものであり、かつ論文の投稿が委託契約
期間内であるころが書面で明確になっているか。

「学生の旅費」
　 ①雇用契約により委託事業に従事していることが明確であり、かつ、委託事業の用務で
      あることが明確になっているか。

　 ②学生に対して旅行命令が可能である旨の規程に基づく出張であり、かつ、委託事業の
      用務であることが明確になっているか。

出張伺書、出勤簿、旅費計算書（旅費請求書）、復命書（作成が義務付けられている場合）
を照合し、予定どおりの出張期間、出張先、用務内容と相違ないことを確認しているか。ま
た、変更があった場合は、事業実施機関の規程等に基づき、旅費額も含め変更手続きが行
われているか。

用務が委託事業に関するものとなっているか。また、旅行先等が委託事業と関係のない場
所となっていないか。

復命書（出張報告書）等が提出されており、委託事業の用務で出張したことが確認できる
か。（事業実施機関の規程により、出張報告書を提出することとなっていない場合は、出張
伺の用務において、委託事業の用務であることが明確になっているか。）

設 備 備 品 費

旅 費

本委託事業以外の業務と旅行を兼ねている場合は、本委託事業の用務開始から終了まで
の交通費、日当及び宿泊料となっているか。

間 接 経 費 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に従って執行されているか。

翌年度に使用する消耗品の購入がある場合は、翌年度に継続する事業であって、翌年度
の購入では事業に支障をきたす場合であり、その必要理由が理由書等により明確になって
いるか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。

外部の者に出張を依頼した場合、本委託事業の内容となっているか。

研究スタッフ以外が計上されていないか。研究スタッフ以外の職員が出張した場合におい
て、その必要性を書面により明確にしているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算と人件費、賃金、
謝金の予算は同じ（課題）になっているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算区分と人件費（賃
金、謝金）の予算区分が異なる場合は、理由書等によりその理由が明確になっているか。

委託契約書の物品購入計画により予定された物品を購入しているか。予定していた物品を
購入しなかった場合は、理由書を作成しているか。

計画外購入（流用制限以内）の場合、その理由を記載した書面を、代表機関を経由して、技
術会議事務局宛提出しているか。

委託事業以外の利用はされていないか。委託事業以外で利用されている場合、使用簿等
において事業毎の使用が明確になっているか。

物品のリース料、保守料を計上している場合であって、委託事業で取得後、他の事業で使
用することとなった場合に、使用簿等により合理的に按分し計上しているか。

委託事業の内容、研究計画から見て購入時期は適正か。

取得した物品は、台帳等に登録するとともに、物品標示票を貼付し、適正に管理されている
か。また、物品標示票には、委託事業で取得した旨記載されているか。

購入時期は適正か（年度末に集中していないかなど）。やむを得ず事業終了間際に委託事
業実施の必要上、大量の消耗品を購入している場合は、当該年度における必要理由が理
由書等により明確になっているか。

研究計画書等において必要性が認められている外国旅費以外の外国旅費を計上していな
いか。研究計画書に明記していなかった外国旅費を計上している場合は、その必要性を理
由書により明確にし技術会議事務局宛提出し承認を得ているか。

学会参加旅費を計上している場合は、実施課題の成果の発表の場合のみとなっているか。

そ の 他
（ 外 注 費 ）
（ 会 議 費 ）
（印刷製本費）
（通信運搬費）
（ そ の 他 ）

机、椅子、書庫等の什器、汎用性の高いパソコン、デジカメ等を購入している場合は、その
必要理由を理由書により明確にし、データの保存・解析等委託事業で専用で使用することと
なっているか。

計画外購入（流用制限を超過）の場合、委託事業計画変更承認申請書を代表機関を経由
し、技術会議事務局あて提出して、承認を得ているか。

会議費の支出経費は、会場借料、茶菓等、必要最小限のものとなっているか。

事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を購入していないか。購入
している場合には、委託事業に直接必要であることが理由書等で明確になっているか。な
お、事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を他の事業とともに一
括して購入している場合、合理的な按分方法により算出した金額（所用数量）に限り直接経
費として計上しているか。また、合理的な算出は書面にて明らかとなっているか。

（外部の者に
対する委員旅
費を含む）

消 耗 品 費 委託事業で必要な経費の支出となっているか。（必要以上の購入となっていないか。）
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別紙４（(農食研究推進事業)ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成員）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

【記入要領】

① 本チェックリストは、実績報告書を代表機関に提出する際に併せて提出してください。（代表機関も、このチェックリストにより自らの分担分をチェックしてください。）

②

③

④

⑤ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合は
「－」を選択してください。

「２　収支精算」
　 間接経費の精算額は、直接経費の精算額の３０％以内（研究連携協定に参画している
　 機関は３５％）となっているか。

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、「収
入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、不（非）課税、免税取引額の８％が計上されているか。
　 （地方公共団体等の非課税団体は除く。）

「２　収支精算」
　 間接経費から直接経費への流用がある場合、間接経費の額の３０％を超えていないか。
流用額が間接経費の３０％を超えている場合には、コンソーシアムの代表機関と調整した
内容となっているか。

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、一構成員としての
当初計画どおり（変更承認を受けている場合は変更後）となっているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、「構成員の事業計画」に基づく限度額（変更承認を受けている場合は
   変更後の限度額）となっているか。

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて修正を行い、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告書とともに研究機関内の決裁
を受けた上で提出してください。

委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェックを行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェック
リストを提出してください。

調 査 に 当 た っ て の 意 見 そ の 他

実績報告書
（代表機関から
の指示様式に
より、代表機関
宛提出する実
績報告書）

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 直接経費から間接経費に流用していないか。

「２　収支精算」
　 「精算額」は、当該事業に要した額（自己負担を含む）が計上されているか。
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別紙５（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)委託・再委託方式/代表機関）

【記入要領】

① 本チェックリストは、実績報告書提出時に併せて提出してください。

②

③

④

⑤ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

意見その他

再委託先から提出があった委託事業に係るチェックリストの内容は妥当であったか。

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

技術会議事務
局に提出する
実績報告書に
ついて

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「２　収支精算」
　 「精算額」は、再委託先から報告のあった実績額と合わせ、正確に集計され、計上され
　 ているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、委託事業計画書の予算額（変更承認を受けている場合は変更後の
   予算額）となっているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、
   「収入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 流用制限を超える場合は、変更承認手続きが行われているか。

「２　収支精算」
　 区分欄の各費目から一般管理費に流用していないか。

「２　収支精算」
　 一般管理費の精算額は、試験研究費の精算額の１５％以内となっているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、代表機関の取引の不（非）課税、免税取引額の８％が計上されて
　 いるか。（地方公共団体等の非課税団体は除く。）

チェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合
は「－」を選択してください。

「委託事業名」については、契約書の委託事業名を記入。

　　　・実績報告書

再委託先から以下の実績報告書及び関係書類の提出を受けているか。

再委託先から提出があった実績報告書と帳簿の計数の照合の結果は妥当であったか。

　　  ・委託事業に係るチェックリスト（代表機関から提出を求めた場合）

再委託先から提出があった作業（業務）日誌の内容は妥当であったか。

　　　・帳簿（経費整理簿）

　　　・複数の業務に従事している者の作業（業務）日誌

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、当初 （変更承
　 認を受けている場合は変更後）の計画どおりとなっているか。

「２　収支精算」
　 区分間の流用がある場合、区分欄の費目（予算額の少ない費目）の３０％を超えてい
   ないか。

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて再委託先に実績報告書の修正を依頼し、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告
書とともに研究機関内の決裁を受けた上で提出してください。

契 約 額 精 算 額

チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名

再委託先から
提出された実
績報告書につ
いて

再委託先から提出があった帳簿の内容は妥当であったか。

代表機関名

委託事業名

委託事業に係るチェックリスト
（プロジェクト研究・他府省からの移替予算）

　　　　　　　　　　　　　　　　委託・再委託方式／（代表機関）
平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間

「3-1　物品購入実績」
　 当初計画していない物品を追加で購入している場合、その理由を備考欄に簡潔に記
   載しているか。あるいは、別途理由書により明確にされているか。

チェック
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別紙６（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)委託・再委託方式/代表機関及び再委託先）

人 件 費 ・ 賃 金

計上費目は、事業計画に基づき、実施細則「委託費計上費目の体系」の区
分、細目により整理されているか。

本委託事業での専属雇用ではない者（雇用契約書等に委託事業名、あるいは、研究課題
名が明記されていない者）について、委託事業に従事した時間と他の事業に従事した時間
とが、作業日誌により明確に区分されているか。

謝 金

区 分 経 理 当該委託事業について、他の事業（予算）と区分した経理処理を行っている
か。

経 理 全 般

人件費、賃金の支給対象者である委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施す
るために臨時に雇用した研究補助者（以下「研究スタッフ」）は、研究計画書、業務計画書、
研究実施体制図等（以下、「研究計画等」）に整理されているか。

各費目において、実施細則の「３．委託費執行上の注意点」において例外
的に認められる経費以外において、委託契約期間外のものが計上されて
いないか。

人件費、謝金、旅費等の単価、支払手続き、物品の購入手続き等につい
て、事業実施機関の規程等に基づき適正に行われているか。

帳簿の様式は、（１点毎に）品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年
月日、納品年月日、支払年月日が確認できるものとなっているか。

帳 簿 ・
証 拠 書 類

事業実施機関名

委託事業名

委託事業に係るチェックリスト
（プロジェクト研究・他府省からの移替予算）

　　　　　委託・再委託方式／（代表機関及び再委託先）
平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間

契 約 額

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

精 算 額

研究スタッフのうち委託事業に専属で従事する契約職員については、雇用契約書、労働条
件通知書、あるいは、作業（業務）日誌等に委託事業名、あるいは、委託事業実施課題名
が明記されているか。

委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施するために臨時に雇用した研究補助
者、補助職員に異動、変更があった場合に、研究計画書等を変更、修正しているか。

「学生の雇用」

各種諸手当は、就業規則、各規程等に則った支給となっているか（支給要件を満たさない者
に対して手当が支給されていないか。）。

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

有給休暇分の費用を計上する場合において、本委託事業において専属で雇用される者で
あって、日額単価、時間単価により雇用されている者について、本委託事業により雇用され
たことによって付与された有給休暇の日数以内の計上となっているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

日額単価、時間単価により雇用されている者について、委託事業に従事していない日（他の
事業に従事した日、退職前の長期有休休暇、産前産後休暇、特別休暇、欠勤など）につい
て、計上されていないか。

チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名

日額単価、時間単価により雇用されている者に係る人件費、賃金の計上額については、出
勤簿（出退簿）、作業（業務）日誌等照合し、相違ないことを確認しているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、大学の規程等に
　 基づいているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、その必要理由が
　 理由書により明確になっているか。

「学生への謝金」

　 本委託事業において、学生を雇用する場合は、雇用契約を締結しているか、また、大学
　 の規程等に基づいているか。

　 本委託事業において、学生を雇用する場合、その必要理由が理由書により明確になっ
　 ているか。
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別紙６（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)委託・再委託方式/代表機関及び再委託先）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

修繕費は、本委託事業専用で使用する機器の修繕であるか。また、複数の事業で使用機
器の修繕の場合、使用頻度により按分しているか。またその算出根拠について書面にて明
確にしているか。

論文別刷代及び論文投稿料は本委託事業に係るものであり、かつ論文の投稿が委託契約
期間内であるころが書面で明確になっているか。

全体額を按分している場合、事業に係る部分が合理的に算出されているか。また、その内
容を書面により明らかにしているか。

事務費として、取得価額５万円以上の事務用備品は購入していないか。

会 議 費

用務が委託事業に関するものとなっているか。また、旅行先等が委託事業と関係のない場
所となっていないか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算区分と人件費（賃
金、謝金）の予算区分が異なる場合は、理由書等によりその理由が明確になっているか。

机、椅子、書庫等の什器、汎用性の高いパソコン、デジカメ等を購入している場合は、その
必要理由を理由書により明確にし、データの保存・解析等委託事業で専用で使用することと
なっているか。

事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を購入していないか。購入
している場合には、委託事業に直接必要であることが理由書等で明確になっているか。な
お、事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を他の事業とともに一
括して購入している場合、合理的な按分方法により算出した金額（所用数量）に限り直接経
費として計上しているか。また、合理的な算出は書面にて明らかとなっているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。
印 刷 製 本 費
借料及び損料
雑 役 務 費

消 耗 品 費

物品のリース料、保守料を計上している場合であって、委託事業で取得後、他の事業で使
用することとなった場合に、使用簿等により合理的に按分し計上しているか。

計画外購入（流用制限以内）の場合、その理由を記載した書面を、代表機関を経由して、技
術会議事務局宛提出しているか。

購入時期は適正か（年度末に集中していないかなど）。やむを得ず事業終了間際に委託事
業実施の必要上、大量の消耗品を購入している場合は、当該年度における必要理由が理
由書等により明確になっているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。（必要以上の購入となっていないか。）

翌年度に使用する消耗品の購入がある場合は、翌年度に継続する事業であって、翌年度
の購入では事業に支障をきたす場合であり、その必要理由が理由書等により明確になって
いるか。

委託事業以外の利用はされていないか。委託事業以外で利用されている場合、使用簿等
において事業毎の使用が明確になっているか。

委託事業の内容、研究計画から見て購入時期は適正か。

計画外購入（流用制限を超過）の場合、委託事業計画変更承認申請書を代表機関を経由
し、技術会議事務局あて提出して、承認を得ているか。

委託契約書の物品購入計画により予定された物品を購入しているか。予定していた物品を
購入しなかった場合は、理由書を作成しているか。

「学生の旅費」
　 ①雇用契約により委託事業に従事していることが明確であり、かつ、委託事業の用務で
      あることが明確になっているか。

　 ②学生に対して旅行命令が可能である旨の規程に基づく出張であり、かつ、委託事業の
      用務であることが明確になっているか。

復命書（出張報告書）等が提出されており、委託事業の用務で出張したことが確認できる
か。（事業実施機関の規程により、出張報告書を提出することとなっていない場合は、出張
伺の用務において、委託事業の用務であることが明確になっているか。）

外部の者に出張を依頼した場合、本委託事業の内容となっているか。

本委託事業以外の業務と旅行を兼ねている場合は、本委託事業の用務開始から終了まで
の交通費、日当及び宿泊料となっているか。

旅 費

一 般 管 理 費

文房具類を一般管理費で購入する場合、本委託事業のみに使用する事が書面にて明確に
なっているか。

光熱水料、燃料費等を負担している場合は、委託事業に従事する研究者のエフォート率、
研究者が本委託事業のために専有で使用している使用面積比、あるいは、事業費比率など
により合理的に按分しているか。またその内容を書面により明らかにしているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

支出経費は、会場借料、茶菓等、必要最小限のものとなっているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算と人件費、賃金、
謝金の予算は同じ（課題）になっているか。

研究スタッフ以外が計上されていないか。研究スタッフ以外の職員が出張した場合におい
て、その必要性を書面により明確にしているか。

取得した物品は、台帳等に登録するとともに、物品標示票を貼付し、適正に管理されている
か。また、物品標示票には、委託事業で取得した旨記載されているか。

（外部の者に
対する委員旅
費を含む）

出張伺書、出勤簿、旅費計算書（旅費請求書）、復命書（作成が義務付けられている場合）
を照合し、予定どおりの出張期間、出張先、用務内容と相違ないことを確認しているか。ま
た、変更があった場合は、事業実施機関の規程等に基づき、旅費額も含め変更手続きが行
われているか。

　学生単独の出張はないか。やむを得ず単独で出張させている場合は、その理由が書面
　で明確になっているか。

機 械 ・ 備 品
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別紙６（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)委託・再委託方式/代表機関及び再委託先）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

【記入要領】

①

②

③

④

⑤

⑥ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェックを行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェック
リストを提出してください。

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、当初計画どおり
（変更承認を受けている場合は変更後）となっているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」は、当該事業に要した額（自己負担を含む）が計上されているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、委託契約書に基づく限度額（変更承認を受けている場合は変更後の
限度額）となっているか。

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

調 査 に 当 た っ て の 意 見 そ の 他

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、「収
入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 区分間の流用がある場合、区分欄の費目（予算額の少ない費目）の３０％を超えていな
   いか。区分間の流用がある場合であって、区分欄の費目（予算額の少ない費目）の３０
　 ％を超えている場合には、代表機関の承認を得ているか。

「２　収支精算」
　 区分欄の各費目から一般管理費に流用していないか。

本チェックリストは、再委託先が実績報告書を代表機関に提出する際に代表機関からの指示があった場合に併せて提出してください。（代表機関も、このチェックリストに
より自らの分担分をチェックしてください（代表機関は、実績報告書の項目は記入不要）。）

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて修正を行い、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告書とともに研究機関内の決裁
を受けた上で提出してください。

「委託事業名」については、契約書の委託事業名を記入。

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合は
「－」を選択してください。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

実績報告書
（代表機関との
契約に基づき代
表機関宛提出
する実績報告
書）
（本項目につい
ては、再委託先
のみ記入）

「２　収支精算」
　 一般管理費の精算額は、試験研究費の精算額の１５％以内となっているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、不（非）課税、免税取引額の８％が計上されているか。
　 （地方公共団体等の非課税団体は除く。）
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別紙７（(農食研究推進事業)委託・再委託方式/代表機関）

【記入要領】

① 本チェックリストは、実績報告書提出時に併せて提出してください。

②

③

④ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

意見その他

再委託先から提出があった委託事業に係るチェックリストの内容は妥当であったか。

再委託先から提出があった帳簿の内容は妥当であったか。

再委託先から提出があった作業（業務）日誌の内容は妥当であったか。

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

技術会議事務
局に提出する
実績報告書に
ついて

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「２　収支精算」
　 「精算額」は、再委託先から報告のあった実績額と合わせ、正確に集計され、計上され
　 ているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、委託事業計画書の予算額（変更承認を受けている場合は変更後の
   予算額）となっているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、
   「収入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「２　収支精算」
　 直接経費から間接経費に流用していないか。

「２　収支精算」
　 間接経費の精算額は、直接経費の精算額の３０％以内（研究連携協定に参画してい
　 る機関は３５％）となっているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、代表機関の取引の不（非）課税、免税取引額の８％が計上されて
　 いるか。（地方公共団体等の非課税団体は除く。）

「２　収支精算」
　 間接経費から直接経費への流用がある場合、間接経費の予算額の３０％を超えてい
   ないか。

代表機関名

委託事業名
（課題番号）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（新
規・継続・緊急）
（　　　　　　　）

委託事業に係るチェックリスト
（農食研究推進事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　委託・再委託方式／（代表機関）

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名契 約 額 精 算 額

再委託先から
提出された実
績報告書につ
いて

再委託先から以下の実績報告書及び関係書類の提出を受けているか。

　　　・実績報告書

　　　・帳簿（経費整理簿）

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて再委託先に実績報告書の修正を依頼し、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告
書とともに研究機関内の決裁を受けた上で提出してください。

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合
は「－」を選択してください。

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 流用制限を超える場合は、変更承認手続きが行われているか。

　　  ・委託事業に係るチェックリスト（代表機関から提出を求めた場合）

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、当初 （変更承
　 認を受けている場合は変更後）の計画どおりとなっているか。

　　　・複数の業務に従事している者の作業（業務）日誌

再委託先から提出があった実績報告書と帳簿の計数の照合の結果は妥当であったか。

「3-1　物品購入実績」
　 当初計画していない物品を追加で購入している場合、その理由を備考欄に簡潔に記
   載しているか。あるいは、別途理由書により明確にされているか。
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別紙８（(農食研究推進事業)委託・再委託方式／代表機関及び再委託先）

「学生の雇用」

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

「学生への謝金」

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、大学の規程等に
　 基づいているか。

日額単価、時間単価により雇用されている者について、委託事業に従事していない日（他の
事業に従事した日、退職前の長期有休休暇、産前産後休暇、特別休暇、欠勤など）につい
て、計上されていないか。

有給休暇分の費用を計上する場合において、本委託事業において専属で雇用される者で
あって、日額単価、時間単価により雇用されている者について、本委託事業により雇用され
たことによって付与された有給休暇の日数以内の計上となっているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、その必要理由が
　 理由書により明確になっているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

区 分 経 理

研究スタッフのうち委託事業に専属で従事する契約職員については、雇用契約書、労働条
件通知書、あるいは、作業（業務）日誌等に委託事業名、あるいは、委託事業実施課題名
が明記されているか。

委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施するために臨時に雇用した研究補助
者、補助職員に異動、変更があった場合に、研究計画書等を変更、修正しているか。

日額単価、時間単価により雇用されている者に係る人件費、賃金の計上額については、出
勤簿（出退簿）、作業（業務）日誌等照合し、相違ないことを確認しているか。

事業実施機関名

委託事業名
（課題番号）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（新
規・継続・緊急）
（　　　　　　　）

委託事業に係るチェックリスト
（農食研究推進事業）

　　　　　　　　　　委託・再委託方式／（代表機関及び再委託先）

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間 チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名契 約 額 精 算 額

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

人件費（賃金
を含む）

計上費目は、事業計画に基づき、実施細則「委託費計上費目の体系」の区
分、細目により整理されているか。

経 理 全 般

各費目において、実施細則の「３．委託費執行上の注意点」において例外
的に認められる経費以外において、委託契約期間外のものが計上されて
いないか。

人件費、謝金、旅費等の単価、支払手続き、物品の購入手続き等につい
て、事業実施機関の規程等に基づき適正に行われているか。

帳簿の様式は、（１点毎に）品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年
月日、納品年月日、支払年月日が確認できるものとなっているか。

帳 簿 ・
証 拠 書 類

当該委託事業について、他の事業（予算）と区分した経理処理を行っている
か。

謝 金

人件費（賃金を含む。）の支給対象者である委託事業に直接従事する研究者や、委託事業
を実施するために臨時に雇用した研究補助者（以下「研究スタッフ」）は、研究計画書、業務
計画書、研究実施体制図等（以下、「研究計画等」）に整理されているか。

各種諸手当は、就業規則、各規程等に則った支給となっているか（支給要件を満たさない者
に対して手当が支給されていないか。）。

　 本委託事業において、学生を雇用する場合は、雇用契約を締結しているか、また、大学
　 の規程等に基づいているか。

本委託事業での専属雇用ではない者（雇用契約書等に委託事業名、あるいは、研究課題
名が明記されていない者）について、委託事業に従事した時間と他の事業に従事した時間
とが、作業日誌により明確に区分されているか。

　 本委託事業において、学生を雇用する場合、その必要理由が理由書により明確になっ
　 ているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。
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別紙８（(農食研究推進事業)委託・再委託方式／代表機関及び再委託先）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

修繕費は、本委託事業専用で使用する機器の修繕であるか。また、複数の事業で使用機
器の修繕の場合、使用頻度により按分しているか。またその算出根拠について書面にて明
確にしているか。

論文別刷代及び論文投稿料は本委託事業に係るものであり、かつ論文の投稿が委託契約
期間内であるころが書面で明確になっているか。

「学生の旅費」
　 ①雇用契約により委託事業に従事していることが明確であり、かつ、委託事業の用務で
      あることが明確になっているか。

　 ②学生に対して旅行命令が可能である旨の規程に基づく出張であり、かつ、委託事業の
      用務であることが明確になっているか。

出張伺書、出勤簿、旅費計算書（旅費請求書）、復命書（作成が義務付けられている場合）
を照合し、予定どおりの出張期間、出張先、用務内容と相違ないことを確認しているか。ま
た、変更があった場合は、事業実施機関の規程等に基づき、旅費額も含め変更手続きが行
われているか。

用務が委託事業に関するものとなっているか。また、旅行先等が委託事業と関係のない場
所となっていないか。

復命書（出張報告書）等が提出されており、委託事業の用務で出張したことが確認できる
か。（事業実施機関の規程により、出張報告書を提出することとなっていない場合は、出張
伺の用務において、委託事業の用務であることが明確になっているか。）

設 備 備 品 費

旅 費

本委託事業以外の業務と旅行を兼ねている場合は、本委託事業の用務開始から終了まで
の交通費、日当及び宿泊料となっているか。

間 接 経 費 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に従って執行されているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。（必要以上の購入となっていないか。）

翌年度に使用する消耗品の購入がある場合は、翌年度に継続する事業であって、翌年度
の購入では事業に支障をきたす場合であり、その必要理由が理由書等により明確になって
いるか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。

研究スタッフ以外が計上されていないか。研究スタッフ以外の職員が出張した場合におい
て、その必要性を書面により明確にしているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算と人件費、賃金、
謝金の予算は同じ（課題）になっているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算区分と人件費（賃
金、謝金）の予算区分が異なる場合は、理由書等によりその理由が明確になっているか。

委託契約書の物品購入計画により予定された物品を購入しているか。予定していた物品を
購入しなかった場合は、理由書を作成しているか。

計画外購入（流用制限以内）の場合、その理由を記載した書面を、代表機関を経由して、技
術会議事務局宛提出しているか。

委託事業以外の利用はされていないか。委託事業以外で利用されている場合、使用簿等
において事業毎の使用が明確になっているか。

外部の者に出張を依頼した場合、本委託事業の内容となっているか。

物品のリース料、保守料を計上している場合であって、委託事業で取得後、他の事業で使
用することとなった場合に、使用簿等により合理的に按分し計上しているか。

そ の 他
（ 外 注 費 ）
（ 会 議 費 ）
（印刷製本費）
（通信運搬費）
（ そ の 他 ）

机、椅子、書庫等の什器、汎用性の高いパソコン、デジカメ等を購入している場合は、その
必要理由を理由書により明確にし、データの保存・解析等委託事業で専用で使用することと
なっているか。

会議費の支出経費は、会場借料、茶菓等、必要最小限のものとなっているか。

事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を購入していないか。購入
している場合には、委託事業に直接必要であることが理由書等で明確になっているか。な
お、事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を他の事業とともに一
括して購入している場合、合理的な按分方法により算出した金額（所用数量）に限り直接経
費として計上しているか。また、合理的な算出は書面にて明らかとなっているか。

購入時期は適正か（年度末に集中していないかなど）。やむを得ず事業終了間際に委託事
業実施の必要上、大量の消耗品を購入している場合は、当該年度における必要理由が理
由書等により明確になっているか。

研究計画書等において必要性が認められている外国旅費以外の外国旅費を計上していな
いか。研究計画書に明記していなかった外国旅費を計上している場合は、その必要性を理
由書により明確にし技術会議事務局宛提出し承認を得ているか。

学会参加旅費を計上している場合は、実施課題の成果の発表の場合のみとなっているか。

委託事業の内容、研究計画から見て購入時期は適正か。

取得した物品は、台帳等に登録するとともに、物品標示票を貼付し、適正に管理されている
か。また、物品標示票には、委託事業で取得した旨記載されているか。

計画外購入（流用制限を超過）の場合、委託事業計画変更承認申請書を代表機関を経由
し、技術会議事務局あて提出して、承認を得ているか。

（外部の者に
対する委員旅
費を含む）

消 耗 品 費
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別紙８（(農食研究推進事業)委託・再委託方式／代表機関及び再委託先）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

【記入要領】

①

②

③

④

⑤ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合は
「－」を選択してください。

「２　収支精算」
　 間接経費の精算額は、直接経費の精算額の３０％以内（研究連携協定に参画している
　 機関は３５％）となっているか。

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、不（非）課税、免税取引額の８％が計上されているか。
　 （地方公共団体等の非課税団体は除く。）

「２　収支精算」
　 間接経費から直接経費への流用がある場合、間接経費の額の３０％を超えていないか。
　 流用額が間接経費の３０％を超えている場合には、代表機関の承認を得ているか。

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて修正を行い、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告書とともに研究機関内の決裁
を受けた上で提出してください。

委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェックを行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェック
リストを提出してください。

調 査 に 当 た っ て の 意 見 そ の 他

実績報告書
（代表機関との
契約に基づき代
表機関宛提出
する実績報告
書）
（本項目につい
ては、再委託先
のみ記入）

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」は、当該事業に要した額（自己負担を含む）が計上されているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、委託契約書に基づく限度額（変更承認を受けている場合は、変更後の
限度額）となっているか。

「２　収支精算」
　 直接経費から間接経費に流用していないか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、「収
入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、当初計画どおり
（変更承認を受けている場合は変更後）となっているか。

本チェックリストは、再委託先が実績報告書を代表機関に提出する際に代表機関からの指示があった場合に併せて提出してください。（代表機関も、このチェックリストに
より自らの分担分をチェックしてください（代表機関は、実績報告書の項目は記入不要）。）
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別紙９（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)単独契約）

日額単価、時間単価により雇用されている者に係る人件費、賃金の計上額については、出
勤簿（出退簿）、作業（業務）日誌等照合し、相違ないことを確認しているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、大学の規程等に
　 基づいているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、その必要理由が
　 理由書により明確になっているか。

「学生への謝金」

　 本委託事業において、学生を雇用する場合は、雇用契約を締結しているか、また、大学
　 の規程等に基づいているか。

　 本委託事業において、学生を雇用する場合、その必要理由が理由書により明確になっ
　 ているか。

チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名

人 件 費 ・ 賃 金

計上費目は、事業計画に基づき、実施細則「委託費計上費目の体系」の区
分、細目により整理されているか。

本委託事業での専属雇用ではない者（雇用契約書等に委託事業名、あるいは、研究課題
名が明記されていない者）について、委託事業に従事した時間と他の事業に従事した時間
とが、作業日誌により明確に区分されているか。

研究スタッフのうち委託事業に専属で従事する契約職員については、雇用契約書、労働条
件通知書、あるいは、作業（業務）日誌等に委託事業名、あるいは、委託事業実施課題名
が明記されているか。

委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施するために臨時に雇用した研究補助
者、補助職員に異動、変更があった場合に、研究計画書等を変更、修正しているか。

「学生の雇用」

各種諸手当は、就業規則、各規程等に則った支給となっているか（支給要件を満たさない者
に対して手当が支給されていないか。）。

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

有給休暇分の費用を計上する場合において、本委託事業において専属で雇用される者で
あって、日額単価、時間単価により雇用されている者について、本委託事業により雇用され
たことによって付与された有給休暇の日数以内の計上となっているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

日額単価、時間単価により雇用されている者について、委託事業に従事していない日（他の
事業に従事した日、退職前の長期有休休暇、産前産後休暇、特別休暇、欠勤など）につい
て、計上されていないか。

事業実施機関名

委託事業名

委託事業に係るチェックリスト
（プロジェクト研究・他府省からの移替予算）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単独契約
平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間

契 約 額

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

精 算 額

区 分 経 理 当該委託事業について、他の事業（予算）と区分した経理処理を行っている
か。

経 理 全 般

各費目において、実施細則の「３．委託費執行上の注意点」において例外
的に認められる経費以外において、委託契約期間外のものが計上されて
いないか。

人件費、謝金、旅費等の単価、支払手続き、物品の購入手続き等につい
て、事業実施機関の規程等に基づき適正に行われているか。

帳簿の様式は、（１点毎に）品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年
月日、納品年月日、支払年月日が確認できるものとなっているか。

帳 簿 ・
証 拠 書 類

人件費、賃金の支給対象者である委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施す
るために臨時に雇用した研究補助者（以下「研究スタッフ」）は、研究計画書、業務計画書、
研究実施体制図等（以下、「研究計画等」）に整理されているか。

謝 金
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別紙９（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)単独契約）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

（外部の者に
対する委員旅
費を含む）

出張伺書、出勤簿、旅費計算書（旅費請求書）、復命書（作成が義務付けられている場合）
を照合し、予定どおりの出張期間、出張先、用務内容と相違ないことを確認しているか。ま
た、変更があった場合は、事業実施機関の規程等に基づき、旅費額も含め変更手続きが行
われているか。

　学生単独の出張はないか。やむを得ず単独で出張させている場合は、その理由が書面
　で明確になっているか。

機 械 ・ 備 品

研究スタッフ以外が計上されていないか。研究スタッフ以外の職員が出張した場合におい
て、その必要性を書面により明確にしているか。

取得した物品は、台帳等に登録するとともに、物品標示票を貼付し、適正に管理されている
か。また、物品標示票には、委託事業で取得した旨記載されているか。

一 般 管 理 費

印 刷 製 本 費
借料及び損料
雑 役 務 費

文房具類を一般管理費で購入する場合、本委託事業のみに使用する事が書面にて明確に
なっているか。

光熱水料、燃料費等を負担している場合は、委託事業に従事する研究者のエフォート率、
研究者が本委託事業のために専有で使用している使用面積比、あるいは、事業費比率など
により合理的に按分しているか。またその内容を書面により明らかにしているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

支出経費は、会場借料、茶菓等、必要最小限のものとなっているか。

消 耗 品 費 委託事業で必要な経費の支出となっているか。（必要以上の購入となっていないか。）

翌年度に使用する消耗品の購入がある場合は、翌年度に継続する事業であって、翌年度
の購入では事業に支障をきたす場合であり、その必要理由が理由書等により明確になって
いるか。

本委託事業以外の業務と旅行を兼ねている場合は、本委託事業の用務開始から終了まで
の交通費、日当及び宿泊料となっているか。

委託事業以外の利用はされていないか。委託事業以外で利用されている場合、使用簿等
において事業毎の使用が明確になっているか。

委託事業の内容、研究計画から見て購入時期は適正か。

計画外購入（流用制限を超過）の場合、委託事業計画変更承認申請書を代表機関を経由
し、技術会議事務局あて提出して、承認を得ているか。

委託契約書の物品購入計画により予定された物品を購入しているか。予定していた物品を
購入しなかった場合は、理由書を作成しているか。

「学生の旅費」
　 ①雇用契約により委託事業に従事していることが明確であり、かつ、委託事業の用務で
      あることが明確になっているか。

　 ②学生に対して旅行命令が可能である旨の規程に基づく出張であり、かつ、委託事業の
      用務であることが明確になっているか。

物品のリース料、保守料を計上している場合であって、委託事業で取得後、他の事業で使
用することとなった場合に、使用簿等により合理的に按分し計上しているか。

計画外購入（流用制限以内）の場合、その理由を記載した書面を、代表機関を経由して、技
術会議事務局宛提出しているか。

購入時期は適正か（年度末に集中していないかなど）。やむを得ず事業終了間際に委託事
業実施の必要上、大量の消耗品を購入している場合は、当該年度における必要理由が理
由書等により明確になっているか。

復命書（出張報告書）等が提出されており、委託事業の用務で出張したことが確認できる
か。（事業実施機関の規程により、出張報告書を提出することとなっていない場合は、出張
伺の用務において、委託事業の用務であることが明確になっているか。）

旅 費

会 議 費

用務が委託事業に関するものとなっているか。また、旅行先等が委託事業と関係のない場
所となっていないか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算区分と人件費（賃
金、謝金）の予算区分が異なる場合は、理由書等によりその理由が明確になっているか。

机、椅子、書庫等の什器、汎用性の高いパソコン、デジカメ等を購入している場合は、その
必要理由を理由書により明確にし、データの保存・解析等委託事業で専用で使用することと
なっているか。

事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を購入していないか。購入
している場合には、委託事業に直接必要であることが理由書等で明確になっているか。な
お、事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を他の事業とともに一
括して購入している場合、合理的な按分方法により算出した金額（所用数量）に限り直接経
費として計上しているか。また、合理的な算出は書面にて明らかとなっているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算と人件費、賃金、
謝金の予算は同じ（課題）になっているか。

外部の者に出張を依頼した場合、本委託事業の内容となっているか。

修繕費は、本委託事業専用で使用する機器の修繕であるか。また、複数の事業で使用機
器の修繕の場合、使用頻度により按分しているか。またその算出根拠について書面にて明
確にしているか。

論文別刷代及び論文投稿料は本委託事業に係るものであり、かつ論文の投稿が委託契約
期間内であるころが書面で明確になっているか。

全体額を按分している場合、事業に係る部分が合理的に算出されているか。また、その内
容を書面により明らかにしているか。

事務費として、取得価額５万円以上の事務用備品は購入していないか。
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別紙９（(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・移替)単独契約）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

【記入要領】

① 本チェックリストは、実績報告書を技術会議事務局に提出する際に併せて提出してください。

②

③

④

⑤

⑥ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて修正を行い、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告書とともに研究機関内の決裁
を受けた上で提出してください。

「委託事業名」については、契約書の委託事業名を記入。

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合は
「－」を選択してください。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

実績報告書

「２　収支精算」
　 一般管理費の精算額は、試験研究費の精算額の１５％以内となっているか。

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、不（非）課税、免税取引額の８％が計上されているか。
　 （地方公共団体等の非課税団体は除く。）

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、「収
入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

「２　収支精算」
　 区分間の流用がある場合、区分欄の費目（予算額の少ない費目）の３０％を超えていな
   いか。区分間の流用がある場合であって、区分欄の費目（予算額の少ない費目）の３０
　 ％を超えている場合には、技術会議事務局の承認を得ているか。

「２　収支精算」
　 区分欄の各費目から一般管理費に流用していないか。

調 査 に 当 た っ て の 意 見 そ の 他

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェックを行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェック
リストを提出してください。

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、当初計画どおり
（変更承認を受けている場合は変更後）となっているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」は、当該事業に要した額（自己負担を含む）が計上されているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、委託契約書に基づく限度額（変更承認を受けている場合は、変更後の
限度額）となっているか。

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）
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別紙１０（（農食研究推進事業)単独方式）

人件費（賃金を含む。）の支給対象者である委託事業に直接従事する研究者や、委託事業
を実施するために臨時に雇用した研究補助者（以下「研究スタッフ」）は、研究計画書、業務
計画書、研究実施体制図等（以下、「研究計画等」）に整理されているか。

各種諸手当は、就業規則、各規程等に則った支給となっているか（支給要件を満たさない者
に対して手当が支給されていないか。）。

　 本委託事業において、学生を雇用する場合は、雇用契約を締結しているか、また、大学
　 の規程等に基づいているか。

本委託事業での専属雇用ではない者（雇用契約書等に委託事業名、あるいは、研究課題
名が明記されていない者）について、委託事業に従事した時間と他の事業に従事した時間
とが、作業日誌により明確に区分されているか。

　 本委託事業において、学生を雇用する場合、その必要理由が理由書により明確になっ
　 ているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

謝 金

経 理 全 般

各費目において、実施細則の「３．委託費執行上の注意点」において例外
的に認められる経費以外において、委託契約期間外のものが計上されて
いないか。

人件費、謝金、旅費等の単価、支払手続き、物品の購入手続き等につい
て、事業実施機関の規程等に基づき適正に行われているか。

帳簿の様式は、（１点毎に）品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年
月日、納品年月日、支払年月日が確認できるものとなっているか。

帳 簿 ・
証 拠 書 類

当該委託事業について、他の事業（予算）と区分した経理処理を行っている
か。

事業実施機関名

委託事業名
（課題番号）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（新
規・継続・緊急）
（　　　　　　　）

委託事業に係るチェックリスト
（農食研究推進事業）

　　　　　　　　　　単独方式

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日契 約 期 間 チェック担当者所属
　　　　　　　　　氏名契 約 額 精 算 額

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

人件費（賃金
を含む）

計上費目は、事業計画に基づき、実施細則「委託費計上費目の体系」の区
分、細目により整理されているか。

研究スタッフのうち委託事業に専属で従事する契約職員については、雇用契約書、労働条
件通知書、あるいは、作業（業務）日誌等に委託事業名、あるいは、委託事業実施課題名
が明記されているか。

委託事業に直接従事する研究者や、委託事業を実施するために臨時に雇用した研究補助
者、補助職員に異動、変更があった場合に、研究計画書等を変更、修正しているか。

日額単価、時間単価により雇用されている者に係る人件費、賃金の計上額については、出
勤簿（出退簿）、作業（業務）日誌等照合し、相違ないことを確認しているか。

支出対象が委託事業に関するものとなっているか。

「学生への謝金」

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、大学の規程等に
　 基づいているか。

日額単価、時間単価により雇用されている者について、委託事業に従事していない日（他の
事業に従事した日、退職前の長期有休休暇、産前産後休暇、特別休暇、欠勤など）につい
て、計上されていないか。

有給休暇分の費用を計上する場合において、本委託事業において専属で雇用される者で
あって、日額単価、時間単価により雇用されている者について、本委託事業により雇用され
たことによって付与された有給休暇の日数以内の計上となっているか。

　 本委託事業において、短期作業のため、学生に謝金を支払う場合は、その必要理由が
　 理由書により明確になっているか。

　 作業日誌（業務日誌）により従事した作業内容、時間が明確になっているか。

区 分 経 理

「学生の雇用」
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別紙１０（（農食研究推進事業)単独方式）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

購入時期は適正か（年度末に集中していないかなど）。やむを得ず事業終了間際に委託事
業実施の必要上、大量の消耗品を購入している場合は、当該年度における必要理由が理
由書等により明確になっているか。

研究計画書等において必要性が認められている外国旅費以外の外国旅費を計上していな
いか。研究計画書に明記していなかった外国旅費を計上している場合は、その必要性を理
由書により明確にし技術会議事務局宛提出し承認を得ているか。

学会参加旅費を計上している場合は、実施課題の成果の発表の場合のみとなっているか。

委託事業の内容、研究計画から見て購入時期は適正か。

取得した物品は、台帳等に登録するとともに、物品標示票を貼付し、適正に管理されている
か。また、物品標示票には、委託事業で取得した旨記載されているか。

計画外購入（流用制限を超過）の場合、委託事業計画変更承認申請書を代表機関を経由
し、技術会議事務局あて提出して、承認を得ているか。

（外部の者に
対する委員旅
費を含む）

消 耗 品 費

物品のリース料、保守料を計上している場合であって、委託事業で取得後、他の事業で使
用することとなった場合に、使用簿等により合理的に按分し計上しているか。

そ の 他
（ 外 注 費 ）
（ 会 議 費 ）
（印刷製本費）
（通信運搬費）
（ そ の 他 ）

机、椅子、書庫等の什器、汎用性の高いパソコン、デジカメ等を購入している場合は、その
必要理由を理由書により明確にし、データの保存・解析等委託事業で専用で使用することと
なっているか。

会議費の支出経費は、会場借料、茶菓等、必要最小限のものとなっているか。

事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を購入していないか。購入
している場合には、委託事業に直接必要であることが理由書等で明確になっているか。な
お、事務用品など直接材料とならないものや、汎用性の高い消耗品を他の事業とともに一
括して購入している場合、合理的な按分方法により算出した金額（所用数量）に限り直接経
費として計上しているか。また、合理的な算出は書面にて明らかとなっているか。

研究スタッフ以外が計上されていないか。研究スタッフ以外の職員が出張した場合におい
て、その必要性を書面により明確にしているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算と人件費、賃金、
謝金の予算は同じ（課題）になっているか。

委託事業で雇用されている者が出張している場合において、旅費の予算区分と人件費（賃
金、謝金）の予算区分が異なる場合は、理由書等によりその理由が明確になっているか。

委託契約書の物品購入計画により予定された物品を購入しているか。予定していた物品を
購入しなかった場合は、理由書を作成しているか。

計画外購入（流用制限以内）の場合、その理由を記載した書面を、代表機関を経由して、技
術会議事務局宛提出しているか。

委託事業以外の利用はされていないか。委託事業以外で利用されている場合、使用簿等
において事業毎の使用が明確になっているか。

外部の者に出張を依頼した場合、本委託事業の内容となっているか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。（必要以上の購入となっていないか。）

翌年度に使用する消耗品の購入がある場合は、翌年度に継続する事業であって、翌年度
の購入では事業に支障をきたす場合であり、その必要理由が理由書等により明確になって
いるか。

委託事業で必要な経費の支出となっているか。

設 備 備 品 費

旅 費

本委託事業以外の業務と旅行を兼ねている場合は、本委託事業の用務開始から終了まで
の交通費、日当及び宿泊料となっているか。

間 接 経 費 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に従って執行されているか。

復命書（出張報告書）等が提出されており、委託事業の用務で出張したことが確認できる
か。（事業実施機関の規程により、出張報告書を提出することとなっていない場合は、出張
伺の用務において、委託事業の用務であることが明確になっているか。）

修繕費は、本委託事業専用で使用する機器の修繕であるか。また、複数の事業で使用機
器の修繕の場合、使用頻度により按分しているか。またその算出根拠について書面にて明
確にしているか。

論文別刷代及び論文投稿料は本委託事業に係るものであり、かつ論文の投稿が委託契約
期間内であるころが書面で明確になっているか。

「学生の旅費」
　 ①雇用契約により委託事業に従事していることが明確であり、かつ、委託事業の用務で
      あることが明確になっているか。

　 ②学生に対して旅行命令が可能である旨の規程に基づく出張であり、かつ、委託事業の
      用務であることが明確になっているか。

出張伺書、出勤簿、旅費計算書（旅費請求書）、復命書（作成が義務付けられている場合）
を照合し、予定どおりの出張期間、出張先、用務内容と相違ないことを確認しているか。ま
た、変更があった場合は、事業実施機関の規程等に基づき、旅費額も含め変更手続きが行
われているか。

用務が委託事業に関するものとなっているか。また、旅行先等が委託事業と関係のない場
所となっていないか。
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別紙１０（（農食研究推進事業)単独方式）

チェックチェックポイント主な項目 チェックに関するコメント

【記入要領】

①

②

③

④

⑤ 「チェックに関するコメント」、「意見その他」については、チェックに当たり気がついた点があれば記載してください。

本チェックリストは、実績報告書を技術会議事務局に提出する際に併せて提出してください。

「１　事業の実施状況」
　 「ア　事業項目及び研究対象」、「イ　事業実施期間」、「ウ　担当者」は、当初計画どおり
（変更承認を受けている場合は変更後）となっているか。

「２　収支精算」
　 「精算額」は、当該事業に要した額（自己負担を含む）が計上されているか。

「２　収支精算」
　 「予算額」の計は、委託契約書に基づく限度額（変更承認を受けている場合は、変更後の
限度額）となっているか。

「２　収支精算」
　 直接経費から間接経費に流用していないか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を超えている場合は、超えた額について、「自己負担額」として、「収
入の部」の「精算額」及び「比較増減」の「増」欄に計上してるか。

「２　収支精算」
　 「精算額」が「予算額」を下回った場合は、その差額について、「比較増減」の「減」欄に
　計上するとともに、「うち消費税及び地方消費税の額」については、精算額の8/108の
　額となっているか。

「3-2　物品購入実績（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての物品に
   ついて、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する
   留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。

チェックの結果、「×」（否）となった場合は、その原因を確認し、必要に応じて修正を行い、最終的に「×」がないことを確認のうえ、実績報告書とともに研究機関内の決裁
を受けた上で提出してください。

委託事業を複数の内部研究所において実施している場合は、各研究所毎にチェックを行い、すべての研究所分を提出いただくか、全ての研究所分を取りまとめたチェック
リストを提出してください。

調 査 に 当 た っ て の 意 見 そ の 他

実績報告書
（代表機関との
契約に基づき代
表機関宛提出
する実績報告
書）
（本項目につい
ては、再委託先
のみ記入）

「3-1　物品購入実績」
　 当初の物品購入計画どおりの物品を購入し、記載しているか。当初計画していない物
　 品を追加で購入している場合、記載しているか。（取得価格５万円以上（研究開発用
 　器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡））については１０万円
以上）

「２　収支精算」
　 消費税相当額は、不（非）課税、免税取引額の８％が計上されているか。
　 （地方公共団体等の非課税団体は除く。）

「２　収支精算」
　 間接経費から直接経費への流用がある場合、間接経費の額の３０％を超えていないか。
　 流用額が間接経費の３０％を超えている場合には、代表機関の承認を得ているか。

「チェック」については、実態に基づき、チェックポイントの設問に対応している場合(Yes)は「○」を、対応できていない場合(No)には「×」を、設問自体に該当しない場合は
「－」を選択してください。

「２　収支精算」
　 間接経費の精算額は、直接経費の精算額の３０％以内（研究連携協定に参画している
　 機関は３５％）となっているか。

「１　事業の実施状況」
　 「エ　事業の成果の概要」は、もれなく記載されているか（当該欄に書ききれない場合は
　別記により記載されているか。）

「4-1　取得した試作品」
　 試作品を取得した場合にその内容を記載しているか。

「4-2　取得した試作品（事業最終年度）」
　 委託事業最終年度の実績報告書について、当該委託事業で取得した全ての試作
   品について、委託契約書実施細則（委託契約に係る委託事業実績報告書提出に
　関する留意事項について）による記載例に基づき記載されているか。
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（物品継続使用許可申請書）※平成２２年度以前に委託事業、継続事業が終了しているもの

番 号
年 月 日

農林水産省
農林水産技術会議事務局長 殿

社 名： ○○○○○○○
代表者名： ○○○○○○○ 印

委託事業により購入した物品の継続使用について

このことについて、別紙のとおり物品を継続使用したいので、申請します。
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別 紙

物品継続使用許可申請書

○○○○○○○○○○○○

１ 物品の内訳
別紙のとおり

２ 当該物品を購入した課題名（研究期間）
○○○○○○○○○○○○事業（平成○○年度～平成○○年度）

３ 継続使用を必要とする理由
※当該機器を購入した研究課題における研究成果、成果を踏まえ継続する研究内容等（詳
細に記入：別紙記入可）

４ 継続課題
※課題名

５ 継続使用期間
平成○○年○○月○○日 ～ 平成○○年○○月○○日

６ 継続使用場所 ○○○○○○○○研究所
（住 所） （○○県○○市○○）

※ 各事業毎に作成する。
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（物品返還申請書）※平成２２年度以前に委託事業、継続事業が終了しているもの

番 号
年 月 日

農林水産省
農林水産技術会議事務局長 殿

（申請者）名称及び
代表者名 印

委託費で購入した物品の返還に関する申請書

このことについて、別紙のとおり委託費で購入した物品を返還したいので別紙「内訳書」のと
おり申請します。
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内訳表

取得年度 委託事 品名 仕様 単価 数量 取得 取得年 消耗程 返納価 移動の 撤去費用 保管場 返還理 使用内 物品の

業名 価格 月日 度 値 可否 所（住 由 容（詳 現状

所） 細）

注１：「取得年度」欄は、物品を購入した年度を記入すること。
注２：「品名」「仕様」欄は、委託事業実績報告書に記載した品名と同一とすること。
注３：「消耗程度」欄は、Ａ、Ｂ、Ｃに区分し、下記により記入すること。

Ａは、修理費が取得価格の２０％未満と推定されるもの
Ｂは、修理費が取得価格の２０％以上５０％未満と推定されるもの
Ｃは、修理費が取得価格の５０％以上と推定されるもの

注４：「返納価値」欄は、Ａ、Ｂ、Ｃに区分し、下記により記入すること。
Ａは、現状のまま、又は修理により２年以上使用可能と推定されるもの
Ｂは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの
Ｃは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの

注５：取得価格が５０万円以上の物品については、注４の返納価値が分かる資料（修理不能見積等）を添付する
こと。

注６：取得価格が５０万円以上の物品については、写真を貼付すること。

※書式については必要事項の記載があれば、ファイル形式及び用紙設定は問わない。
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「内訳書」作成要領

本様式は、返還申請する物品について下記の要領に基づき記入して下さい。

１ 「取得年度」欄
物品を購入した年度を記入して下さい。

２ 「委託事業名」欄
物品を購入した委託事業名を記入して下さい。

３ 「品名」「仕様」「単価」「数量」「取得価格」欄
品名・仕様・単価・数量・取得価格を記入して下さい。
(委託事業実績報告書と相違のないよう記入して下さい。)

４ 「取得年月日」
物品を取得（納品日）した年月日を記入して下さい。

５ 「消耗程度」欄
物品の現在の消耗頻度（取得価格と修理費との比較）を記入して下さい。記入に当たっ
ては、以下のＡ～Ｃに区分して記入して下さい。

Ａは、修理費が取得価格の２０％未満と推定されるもの
Ｂは、修理費が取得価格の２０％以上５０％未満と推定されるもの
Ｃは、修理費が取得価格の５０％以上と推定されるもの

６ 「返納価値」欄
物品の現在の状況を記入して下さい。記入に当たっては、以下のＡ～Ｃに区分して記入
して下さい。

Ａは、現状のまま、又は修理により２年以上使用可能と推定されるもの
Ｂは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの
Ｃは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの

７ 「移動の可否」欄
該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」印を記入して下さい。

８ 「撤去費用」欄
７にて、“否”と記された場合、コンクリート等の撤去費用（概算）を記入して下さい。

９ 「保管場所（住所）」欄
現在、物品を保管している保管場所（住所）を記入して下さい。

10 「返還理由」
返還申請書を提出するに至った理由を記入して下さい。

11 「使用内容」欄
物品の使用内容（詳細）を記入して下さい。

12 「物品の現状」
物品の現状について詳細を記入して下さい。

14 添付資料
① 取得価格が５０万円以上の物品については、現在の価値が分かる資料（下取見積書、
修理不能見積書、修理見積書等）を添付して下さい。

② 取得価格が５０万円以上の物品については、写真を添付して下さい。
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委託契約書実施細則

本細則に関するお問い合わせ先

〒１００－８９５０

東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省農林水産技術会議事務局

［契約事務、経理事務］

総務課 契約班

T E L 03-3502-8111（内5806）

03-3502-7967（ダイヤルイン）

F A X 03-5511-8622

e-mail kenkyu_keiyaku@nm.maff.go.jp

［知的財産に関する事項］

技術政策課 知的財産班

T E L 03-3502-8111（内5890）

03-3502-7436（ダイヤルイン）

F A X 03-3507-8794

［委託プロジェクト研究に関する事項］

各研究課題に係る応募要領をご覧ください。

［ に関する事項］農食研究推進事業

研究推進課 産学連携室 産学連携振興班

T E L 03-3502-8111（内5898）

03-6744-7044（ダイヤルイン）

F A X 03-3593-2209
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